
東京都障害者・障害児施策推進計画に係る計画事業の進捗状況（事業一覧）

推進協議会 第2回資料

R8.6.30 資料5-4

障害者施策の目標と取組の体系

施策目標 取組

Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の推進

１ 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組(1～26)

２ 虐待防止等への対応（27～33）

３ 障害者への情報保障の充実（34～67）

４ スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進(68～81)

５ ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり(82～112)

Ⅱ 地域における自立生活を支える
仕組みづくり

１ 地域におけるサービス提供体制の整備（113～126）

２ 地域生活を支える相談支援体制等の整備(127～150)

３ 地域移行の促進と地域生活継続のための支援(151～158)

４ 保健・医療・福祉等の連携による支援体制（159～209）

５ 障害者の住まいの確保（210～218）

６ 安全・安心の確保（219～250）
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施策目標 取組

Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実

Ⅳ いきいきと働ける社会の充実

Ⅴ サービスを担う人材の養成・
確保及びＤＸの活用

１ 障害児への支援の充実(251～277)

２ 全ての学校における特別支援教育の充実(278～290)

３ 職業的自立に向けた職業教育の充実(291～292)

１ 一般就労に向けた支援の充実・強化 (293～317)

２ 福祉施設における就労支援の充実・強化（318～327）

１ 障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実(328～356)

２ 障害者サービス事業所におけるＤＸの活用（357～360）

３ 障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成（361）
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

施策目標Ⅰ　共生社会実現に向けた取組の推進

１　障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組

（１）障害者差別の解消を推進する取り組み

1　共生社会実現に向けた障害者理解促進事
業
　障害に関する知識や、障害特性に応じた
援助の方法などを掲載したホームページに
よる情報発信を行うほか、様々な広報媒体
や手法を活用して、障害及び障害のある人
への理解促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

【体制整備】
・東京都障害者差別解消支援地域協議会を開催し、事例の共
有等を実施
・上記協議会の部会では、知的障害者向けに短くわかりやす
い言葉で障害者差別の相談窓口等を案内する普及啓発物の内
容案の検討を実施
・区市町村職員、都職員、政策連携団体職員向けの研修を行
い、関係法令や情報保障についての講義を実施

【普及啓発】
・知的障害者向け普及啓発物を検討
・民間事業者向けに障害者理解研修事業を実施
・事業者、都民向けに障害者差別解消に係るシンポジウムを
開催
・「改訂版東京都障害者差別解消法ハンドブック」等の都
HP掲載による周知及び都内病院へのメール周知
・公益社団法人東京都医師会、公益社団法人東京都歯科医師
会、公益社団法人東京都薬剤師会を通じ、各団体会員に「改
訂版東京都障害者差別解消法ハンドブック」等を周知
・障害者理解促進特設サイト「ハートシティ東京」の運営

【体制整備】
・東京都障害者差別解消支援地域協議会を開催し、事例の共
有等を実施
・上記協議会の部会にて、障害者向けに短くわかりやすい言
葉で障害者差別の相談窓口等を案内する普及啓発物の内容案
の検討を実施
・区市町村職員、都職員、政策連携団体職員向けの研修を行
い、関係法令や情報保障についての講義を実施

【普及啓発】
・知的障害者向け普及啓発物を作成、配布
・民間事業者向けに障害者理解研修事業を実施
・事業者、都民向けに障害者差別解消に係るシンポジウムを
開催
・「改訂版東京都障害者差別解消法ハンドブック」等の都
HP掲載による周知及び都内病院へのメール周知
・公益社団法人東京都医師会、公益社団法人東京都歯科医師
会、公益社団法人東京都薬剤師会を通じ、各団体会員に「改
訂版東京都障害者差別解消法ハンドブック」等を周知
・障害者理解促進特設サイト「ハートシティ東京」の運営

　東京都障害者への理解促進及
び差別解消の推進に関する条例
の普及啓発を実施する。

○ 福 祉 局

2　東京都職員採用試験・選考制度
　障害者がその適性と能力に応じて公務に
就く機会を保障するため、採用試験・選考
実施面での配慮を行うとともに、障害者を
対象とする採用選考を実施する。

①障害者採用選考の実施
　引き続き、障害者を対象とする採用選考
を実施する。（平成29年度から、従来の身
体障害者に、知的障害者及び精神障害者を
対象に加えて実施。）

②受験上の配慮
　引き続き、採用試験・選考において、点
字受験（試験問題の音声読み上げ併用
可）、拡大文字受験（視覚障害者対象）、
パソコン・ワープロ受験（上肢障害者対
象）に対応する。

〔実施主体：東京都〕

（令和6年度試験・選考）
①障害者採用選考
　28名採用
　※知事部局
②受験上の配慮状況（実績）
　点字受験：２名
　拡大文字受験：２名（うち１名は当日欠席）
　パソコン受験：０名

（令和７年度試験・選考）
①障害者採用選考
　21名採用
　※知事部局
②受験上の配慮状況（実績）
　点字受験：２名
　拡大文字受験：４名（うち１名は当日欠席）
　パソコン受験：２名

　引き続き、障害者に対して必
要な配慮を行う。

総 務 局

人 事
委 員 会
事 務 局

3　公職選挙実施に伴う障害者への配慮
　選挙の実施に際して、公職選挙法令に基
づくもの以外に都独自の施策として、法令
に抵触しない範囲で必要な配慮を行う。

《法令に基づく施策》
・点字による投票（公職選挙法47条）
・代理投票（同法48条）
・指定施設での不在者投票
　（同法施行令55条）
・政令で定める者の郵便等投票
　（同法施行令59条の2）
・上記郵便等投票の対象者で、代理記載に
よる投票（同法施行令59条の3の2）

〔実施主体：東京都、区市町村〕

①点字版・音声版・拡大文字版「選挙のお知らせ」の作成・
配布

②「選挙のお知らせ」音声データのＨＰ掲載

③投票所入場整理券及び投票箱に点字シール貼付

④投票のための点字器の配置

⑤記載台の改善

⑥案内表示の拡大

⑦受付に手話のできる職員を配置

⑧車いす・つえの配置

⑨投票所で段差のある所に仮設のスロープを設置

⑩参議院選挙区及び都知事選挙の政見放送に手話通訳を導入

⑪投票所における「コミュニケーションボード」の設置

⑫選管事務職員研修における障害者対応の講義

⑬選管事務局ＨＰの音声読み上げ対応

①点字版・音声版・拡大文字版「選挙のお知らせ」の作成・
配布

②「選挙のお知らせ」音声データのＨＰ掲載

③投票所入場整理券及び投票箱に点字シール貼付

④投票のための点字器の配置

⑤記載台の改善

⑥案内表示の拡大

⑦受付に手話のできる職員を配置

⑧車いす・つえの配置

⑨投票所で段差のある所に仮設のスロープを設置

⑩参議院選挙区及び都知事選挙の政見放送に手話通訳を導入

⑪投票所における「コミュニケーションボード」の設置

⑫選管事務職員研修における障害者対応の講義

⑬選管事務局ＨＰの音声読み上げ対応

　引き続き、障害者に対し、必
要な配慮を行う。

選 挙
管 理
委 員 会
事 務 局

4　駐車禁止規制の適用除外措置
　移動の際の利便を図るため、歩行困難な
身体障害者、戦傷病者、介護人を要する重
度の知的障害者、精神障害者及び紫外線要
保護者が使用する自動車については、駐車
禁止場所（法定駐車禁止場所を除く。）で
も駐車できるよう駐車禁止除外標章を交付
する。

〔実施主体：警視庁〕

標章交付
　　14,362件

（内訳）
身体障害者　12,952件
知的障害者　  1,300件
精神障害者　　  108件
色素性乾皮症         0件
戦傷病者　　　　　2件

標章交付
　　15,078件

（内訳）
身体障害者      13,433件
知的障害者  　   1,518件
精神障害　　  　   127件
色素性乾皮症   　  　 0件
戦傷病者            　　０件

　継続して実施する。 警 視 庁

5　東京都立大学における社会福祉学の研
究・教育
　東京都立大学人文社会学部人間社会学科
社会福祉学教室及び大学院人文科学研究科
社会行動学専攻社会福祉学分野の研究・教
育課程に障害者に関する課題を取り入れ
て、社会福祉学全般の教育・研究を充実す
る。

〔実施主体：東京都公立大学法人〕

（令和６年5月1日時点学生数）

人文社会学部人間社会学科社会福祉学教室
　　80名

人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野
　　29名

（令和７年5月1日時点学生数）

人文社会学部人間社会学科社会福祉学教室
　　75名

人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野
　　28名

　教育・研究の充実を図る。 総 務 局

6　広聴活動の充実
　世論調査、都政モニター、都民の声総合
窓口等の活用により、障害者を含む都民各
層の意向の把握に努め、障害者施策への反
映を図る。

〔実施主体：東京都〕

・世論調査
　　年３回実施

・都政モニター
　　年６回実施

・都民の声総合窓口
　　33,408件

・世論調査
　　年３回実施

・都政モニター
　　年６回実施

・都民の声総合窓口
　　54,048件

　継続して実施する。 政 策
企 画 局

7　入学試験受験条件の整備・充実
　東京都立大学において、受験生の障害の
状況に応じた機器等の整備や、相談体制の
充実を進めるとともに、機器等の機能向上
に併せて更新を図っていく。

〔実施主体：東京都公立大学法人〕

　入学試験出願にかかる協議申請者38名全員の受験を許
可。うち19名が出願

　重度の事例（車椅子等）についての申請者は14名

　入学試験出願にかかる協議申請者48名全員の受験を許
可。うち16名が出願

　個別の事前相談を通じ、受験
条件の充実を進める。

総 務 局

事
業
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

8　学修環境の充実
　東京都立大学において、障害のある学生
の学修支援を進める。相談体制や学修環境
の充実を図り、障害の状況に応じて必要な
施設・設備の改修、支援機器の整備、点字
図書の充実、教材の点訳等を進める。

〔実施主体：東京都公立大学法人〕

　コロナ禍におけるオンライン授業支援で獲得したノウハウ
を活かし、対面授業においても状況に応じて遠隔支援システ
ムを取り入れた支援を実施
　点字ディスプレイや昇降デスク等、障害に応じて必要な支
援用具を整備・活用
　障害のある構成員への理解啓発のため、対面・オンライ
ン・ハイブリッドを適宜適切に使い分け、全教職員を対象と
した講演会や、教授会等の場を活用して部局出前説明会（障
害のある学生支援に関する説明会）を実施

　コロナ禍におけるオンライン授業支援で獲得したノウハウ
を活かし、対面授業においても状況に応じて遠隔支援システ
ムを取り入れた支援を実施
　点字ディスプレイや昇降デスク等、障害に応じて必要な支
援用具を整備・活用
　障害のある構成員への理解啓発のため、対面・オンライ
ン・ハイブリッドを適宜適切に使い分け、全教職員を対象と
した講演会や、教授会等の場を活用して部局出前説明会（障
害のある学生支援に関する説明会）を実施

　障害のある学生一人ひとりの
状況に配慮した学修支援を行
う。

総 務 局

9　人的サービスの充実
　東京都立大学において、障害のある学生
に対する、学修や移動の補助を行うための
支援スタッフの配置を図るとともに、パソ
コンノートテイク・学内移動支援等の人的
サービスの充実を図る。

〔実施主体：東京都公立大学法人〕

　「東京都立大学障がい者支援スタッフ制度」に基づく学生
スタッフのオンラインでの募集・登録を継続
　対面授業においても遠隔支援システムを利用し、障害のあ
る学生に対するオンライン下での個別支援を実施
　支援を行う学生スタッフを養成する講習会も実施し、オン
ライン下での支援技能の習得を促進
　「学内における緊急時の障がいのある人への対応につい
て」のマニュアルについて、HP等を活用した周知を継続
（学内には大規模教室を中心にマニュアルを設置）

　「東京都立大学障がい者支援スタッフ制度」に基づく学生
スタッフのオンラインでの募集・登録を継続
　対面授業においても遠隔支援システムを利用し、障害のあ
る学生に対するオンライン下での個別支援を実施
　支援を行う学生スタッフを養成する講習会も実施し、オン
ライン下での支援技能の習得を促進
　「学内における緊急時の障がいのある人への対応につい
て」のマニュアルについて、HP等を活用した周知を継続
（学内には大規模教室を中心にマニュアルを設置）

　学内支援スタッフ及び学外支
援団体との連携を進める。

総 務 局

１０　共生社会実現に向けた意識啓発推進
事業
・イベントキャラバン
2025年の東京でのデフリンピック開催を
契機に共生社会実現に向けた障害者理解促
進を更に進めていく。これまでの施策が届
かなかった無関心層に対する普及を促進さ
せるため、子共を含めたファミリー層や若
者を中心に幅広い層が集まる場へ出向い
て、興味を持ってもらえるよう観客とコ
ミュニケーションを取りながら会話が中心
のイベントを実施する。
・大学と連携し、調査等を実施することに
より、共生社会の実現に向けた効果的な取
組等を検討する一助とする。

〔実施主体：東京都〕

【イベントキャラバン】
・ファミリー層や若者が集う商業施設で、ゲストをまじえ観
客が参加するクイズコーナー、デフアスリートトークショー
等のステージ企画を中心とした、障害者理解促進を図るイベ
ントを開催
　区部　2回、市部　2回　計4回開催

【イベントキャラバン】
・ファミリー層や若者が集う商業施設で、ゲストをまじえ観
客が参加するクイズコーナー、デフアスリートトークショー
等のステージ企画を中心とした、障害者理解促進を図るイベ
ントを開催
　区部　2回、市部　2回　計4回開催

【賛同企業の募集・公表】
・共生社会の実現の理念に賛同する企業の募集を開始
・シンボルマークを都民より公募し、選定委員会、都民投票
を経て決定
・賛同企業として１０４社が登録。シンボルマークのステッ
カーを配布。

　障害者に対する意識啓発を推
進させる。
　調査結果を踏まえて、今後の
施策の方向性を検討する。

福 祉 局

（２）障害及び障害者への理解促進と心のバリアフリーの推進

11　心のバリアフリーに向けた普及啓発の
強化への支援
　全ての人が平等に参加できる社会や環境
について考え、必要な行動を続ける心のバ
リアフリーを推進するため、将来の福祉の
まちづくりの担い手である子供たちに対す
るユニバーサルデザイン教育、地域住民向
けワークショップ等の開催、福祉のまちづ
くりサポーター等の養成、事業者の接遇向
上に向けた普及啓発など、区市町村の様々
な取組を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

○補助実績
　令和６年度　9区3市

○補助実績
　令和７年度　10区2市

　全区市町村へ働きかけを行
い、取組を実施する区市町村を
拡大していく。

○ 福 祉 局

12　心のバリアフリーの理解促進
・「心のバリアフリー」ホームページでの
情報発信（解説動画等のコンテンツを充
実）
・動画広告による「心のバリアフリー」の
普及啓発 に取り組む。
・小中学生を対象とした心のバリアフリー
に関する広報活動や、障害者等用駐車区画
の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。

〔実施主体：東京都〕

○心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクール
・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、
優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学
校、高等学校や区市町村等に配布

○心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクール
・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、
優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学
校、高等学校や区市町村等に配布

　施設のバリアフリー整備に加
え、ソフト面の取組として、全
ての人が平等に参加できる社会
や環境について考え、必要な行
動を続ける「心のバリアフ
リー」への都民の理解を促進
し、共生社会の実現を目指す。

○ 福 祉 局

13　心のバリアフリーサポート企業連携事
業
　心のバリアフリーの推進に向けて、従業
員への普及啓発の実施などに自ら取り組む
とともに、都や区市町村の取組に協力する
企業等を登録し、好事例企業等の取組状況
を公表する。

〔実施主体：東京都〕

令和６年度
サポート企業登録　57社
好事例企業認定　11社

令和７年度
サポート企業登録　４３社
好事例企業認定　８社

　多くの企業において、心のバ
リアフリーの取組が実施される
よう取組を推進する。

福 祉 局

14　福祉のまちづくり功労者に対する知事
感謝状の贈呈
　東京都の福祉のまちづくりの推進につい
て著しい功績のあった者を表彰する。

〔実施主体：東京都〕

令和6年度　5件
（１）公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンター
（２）一般社団法人こみゅと小平
（３）方南銀座商店街振興組合
（４）田辺邦夫
（５）墨田区聴覚障害者協会

令和７年度　２件
（１）八王子ブラインドダンスチームSHINE
（２）府中視覚障害者福祉協会

　都民等に対し、福祉のまちづ
くりへの理解を深めるため、引
き続き実施し、ホームページ等
でＰＲを行う。

福 祉 局

15　ヘルプマークの推進（障害者施策推進
区市町村包括補助事業を含む）
　共生社会の実現を目指し、義足や人工関
節を使用している方、内部障害や難病の
方、または、妊娠初期の方など、援助や配
慮を必要としていることが外見からは分か
らない方々が、援助を得やすくなるよう、
周囲の方に配慮を必要としていることを知
らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓
発に取り組む。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

①公共交通機関での取組

② 区市町村による活用等の取組支援（障害者施策推進区市町
村包括補助事業・選択的事業）
・ヘルプマーク製作・配布経費の補助
・ヘルプマークの活用に係る経費の補助

③ 民間企業による活用
・民間企業による普及啓発の取組促進

④普及啓発
・イベント等でのポスター掲示、チラシ・ノベルティグッズ
等配布
・ホームページ等での周知
・ヘルプマークのエピソード募集、掲載による理解促進
・令和3年10月末時点で全都道府県にて取組を開始

①公共交通機関での取組

② 区市町村による活用等の取組支援（障害者施策推進区市町
村包括補助事業・選択的事業）
・ヘルプマーク製作・配布経費の補助
・ヘルプマークの活用に係る経費の補助

③ 民間企業による活用
・民間企業による普及啓発の取組促進

④普及啓発
・イベント等でのポスター掲示、チラシ・ノベルティグッズ
等配布
・ホームページ等での周知
・ヘルプマークのエピソード募集、掲載による理解促進
・令和3年10月末時点で全都道府県にて取組を開始
・ヘルプマークの日を制定し、都庁舎等ライトアップ、ＳＮ
Ｓ広告等を実施

　公共交通機関・区市町村・民
間企業による取組の拡大を図
り、都民へのマークの普及啓発
を図る。

○ 福 祉 局

4 



事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

16　ヘルプカード活用促進事業（障害者施
策推進区市町村包括補助事業）
　緊急連絡先や必要な支援内容等を記載し
た「ヘルプカード」を活用して、障害者が
災害時等に自己の障害に対する理解や必要
な支援を周囲に求めることができるよう、
区市町村が行う、学習会・セミナー等関係
機関と連携して実施する普及啓発、「ヘル
プカード」を活用した防災訓練の検討・実
施、ポスター等作成に係る経費の一部を補
助する。

〔実施主体：区市町村〕

　53区市町村で作成配布 　53区市町村で作成配布 　区市町村におけるカード作成
の取組促進及び事業者や都民へ
のカードの普及促進を図る。

○ 福 祉 局

17　生活環境改善普及事業（東京都地域生
活支援事業）
   障害者の自立と社会参加を促進するた
め、障害者を取り巻く生活環境を改善する
とともに、都民に対して、障害に関する正
しい理解を促進し、障害者問題の解決に向
けて協力を求めるために広報・啓発活動等
を行う。

〔実施主体：東京都〕

「障害者週間」啓発ポスターの作成、掲示等 「障害者週間」啓発ポスターの作成、掲示等 　継続して実施する。 福 祉 局

18　障害に関するシンボルマークの周知・
普及（東京都地域生活支援事業）
　国際的に、また、法律に基づくなどして
定められている障害に関する各種のシンボ
ルマークについて、様々な機会を捉え、広
く都民への周知・普及を進めていく。

〔実施主体：東京都〕

　広報誌、障害者週間ポスター等で周知 　広報誌、障害者週間ポスター等で周知 　継続して実施する。 福 祉 局

19　ふれあいフェスティバルの開催
　「障害者週間」を記念して、障害及び障
害のある人について都民の理解と認識を深
めるため、障害のある人とない人とが同じ
体験を通じて触れ合い、互いに理解しあう
場を設け、障害者の福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都、民間団体〕

東京都庁第一本庁舎5階大会議場
 210名

東京都庁第一本庁舎5階大会議場
 198名

　継続して実施する。 福 祉 局

20　精神保健知識の普及・啓発（東京都地
域生活支援事業）
　精神保健に関する都民等の理解を深める
ため、家族会等の民間団体に委託して精神
保健に関する知識の普及・啓発を図る。

〔実施主体：東京都〕

・東京都精神保健福祉民間団体協議会委託
　刊行物　年1回
　講演会　年２回
　個別相談　年1,542回
　地域巡回相談　25回

・東京都精神保健福祉協議会委託
　刊行物　年2回
　講演会　年1回

・東京都精神保健福祉民間団体協議会委託
　刊行物　年1回
　講演会　年２回
　個別相談　年1,592回
　地域巡回相談　26回

・東京都精神保健福祉協議会委託
　刊行物　年2回
　講演会　年1回

　効果的な普及・啓発の推進に
努める。

福 祉 局

21　福祉教育の充実
　各区市町村における福祉教育推進に関す
る協議を行うとともに、小・中学校及び高
等学校における「総合的な学習の時間」等
における福祉に関する指導の充実を図る。

〔実施主体：東京都教育委員会、区市町
村〕

小中学校　区市町村ごとに実施

高校　「総合的な探究の時間」等の授業で実施

小中学校　区市町村ごとに実施

高校　「総合的な探究の時間」等の授業で実施

　福祉教育の推進について、必
要に応じ指導主事等連絡協議会
等において、区市町村教育委員
会への情報提供を行う。

　小・中学校及び高等学校にお
ける段階に応じた福祉に関する
学習内容の充実を図る。

教 育 庁

22　広報活動の充実
　障害及び障害のある人について都民の理
解と認識を深めるため、障害者週間などの
機会をとらえ東京都提供によるテレビ・ラ
ジオの放送番組、広報紙、ホームページな
どを積極的に活用して普及・啓発活動を展
開する。

〔実施主体：東京都〕

・広報東京都
　　年12回
　　上期225万部
　　下期224万部発行

・東京都提供番組
　　テレビ　4番組
　　ラジオ　1番組
   うち告知系番組
　　テレビ　1番組
　　ラジオ　1番組

・都庁総合ホームページ
　トップページアクセス件数
　　約390万件

・広報東京都
　　年12回
　　上期219万部
　　下期210万部発行

・東京都提供番組
　　テレビ　4番組
　　ラジオ　1番組
   うち告知系番組
　　テレビ　1番組
　　ラジオ　1番組

・都庁総合ホームページ
　トップページアクセス件数
　　約305万件

　各種広報媒体により効果的な
広報活動を展開する。都民とと
もに考え、行動することを呼び
かけていく広報の充実に努め
る。

政 策
企 画 局

23　特別支援教育の理解啓発の推進
　障害のある児童・生徒等が地域の人々に
働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを
発表し、主張する場を設定することを通じ
て、障害のある児童・生徒等一人ひとりが
地域社会で自立できる力を培うとともに、
広く都民に対して特別支援教育の理解啓発
を行う。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

　「第9回東京都特別支援学校アートプロジェクト展」の開
催にあわせて、都営地下鉄の車内広告にてアートプロジェク
ト展を開催していることを宣伝する動画を掲載
　都立特別支援学校（ろう学校）の取組やその成果について
紹介する簡易のサイト（LP）を作成し、インターネット広告
を利用してネット上に掲出

　「第10回東京都特別支援学校アートプロジェクト展」の
開催にあわせて、都営地下鉄の車内広告にてアートプロジェ
クト展を開催していることを宣伝する動画を掲載
　都立特別支援学校の取組（都立高校との協働活動）やその
成果について紹介する簡易のサイト（LP）を作成し、イン
ターネット広告を利用してネット上に掲出

　継続して実施する。 教 育 庁

24　パラスポーツ指導者講習会の実施
障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図
るため、パラスポーツ指導者講習会を開催
する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

○パラスポーツ指導者講習会の実施 ○パラスポーツ指導者講習会の実施 　東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会のレガ
シーとして、子供たちがパラス
ポーツに触れる機会を創出する
ため、教職員がパラスポーツを
体験し、競技の歴史や意義、
ルール、指導法等を学び、学校
の教育活動においてパラスポー
ツの指導を行うことができる資
質・能力を身に付けられるよ
う、「パラスポーツ指導者講習
会」を実施する。

教 育 庁

25　東京都特別支援学校アートプロジェク
ト展
　｢特別支援学校　アートプロジェクト展｣
の開催により特別支援学校に在籍する児
童・生徒が制作した優れた作品を発表する
機会を設け、都民に対して美術活動を通し
た障害者に関する理解を促進する。

〔実施主体：東京都教育委員会等〕

○実施時期
令和７年1月７日（火）から
令和７年1月17日（金）まで

○会場
東京藝術大学美術館 陳列館

○来館者数
3,864名

○実施時期
令和８年1月７日（水）から
令和８年1月16日（金）まで

○会場
東京藝術大学美術館 陳列館

○来館者数
3,331名

　継続して実施する。 教 育 庁

26 障害者福祉関係知事賞の贈呈

他の模範となる障害者及び障害者の自立支
援に特に功績のあった者を表彰する。

〔実施主体：東京都〕

贈呈者数　3名 贈呈者数　4名 　継続して実施する。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（再掲）10　共生社会実現に向けた意識啓
発推進事業
・イベントキャラバン
2025年の東京でのデフリンピック開催を
契機に共生社会実現に向けた障害者理解促
進を更に進めていく。これまでの施策が届
かなかった無関心層に対する普及を促進さ
せるため、子共を含めたファミリー層や若
者を中心に幅広い層が集まる場へ出向い
て、興味を持ってもらえるよう観客とコ
ミュニケーションを取りながら会話が中心
のイベントを実施する。
・大学と連携し、調査等を実施することに
より、共生社会の実現に向けた効果的な取
組等を検討する一助とする。

〔実施主体：東京都〕

【イベントキャラバン】
・ファミリー層や若者が集う商業施設で、ゲストをまじえ観
客が参加するクイズコーナー、デフアスリートトークショー
等の企画を盛り込んだ、障害者理解促進を図るイベントを開
催
　区部　2回、市部　2回　計4回開催

【イベントキャラバン】
・ファミリー層や若者が集う商業施設で、ゲストをまじえ観
客が参加するクイズコーナー、デフアスリートトークショー
等の企画を盛り込んだ、障害者理解促進を図るイベントを開
催
　区部　2回、市部　2回　計4回開催

【賛同企業の募集・公表】
・共生社会の実現の理念に賛同する企業の募集を開始
・シンボルマークを都民より公募し、選定委員会、都民投票
を経て決定
・賛同企業として１０４社が登録。シンボルマークのステッ
カーを配布。

　障害者に対する意識啓発を推
進させる。
　調査結果を踏まえて、今後の
施策の方向性を検討する。

福 祉 局

２　虐待防止等への対応

（１）障害者の虐待防止と権利擁護

27　障害者虐待防止対策支援事業（東京都
地域生活支援事業）
　障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速
な対応、その後の適切な支援のため、障害
者虐待防止法に基づく都道府県障害者権利
擁護センターとしての機能を適切に果たす
とともに、区市町村障害者虐待防止セン
ター担当職員や障害者福祉施設従事者等の
支援体制の強化等を図ることを目的とし
て、障害者虐待防止・権利擁護に関する研
修等の事業を実施する。

〔実施主体：東京都〕

1 障害者虐待防止・権利擁護研修
・区市町村等職員研修（基礎研修）１回　55名
・区市町村等職員研修（テーマ別）１回　60名
・区市町村等職員研修（施設虐待対応）１回　45名

・障害者福祉施設等職員研修
共通講義（オンデマンド配信）及び演習（30回）
　　　　　計2,695名修了

2 専門性強化事業（弁護士等法律相談）
・相談案件なし

1 障害者虐待防止・権利擁護研修
・区市町村等職員研修（基礎研修）１回　57名
・区市町村等職員研修（テーマ別）１回　66名
・区市町村等職員研修（施設虐待対応）１回　41名

・障害者福祉施設等職員研修
共通講義（オンデマンド配信）及び演習（30回）
　　　　　計2,020名修了

2 専門性強化事業（弁護士等法律相談）
・相談案件なし

　事業の推進を図る。 福 祉 局

28　日常生活自立支援事業（地域福祉権利
擁護事業）の実施
　認知症高齢者や知的障害者・精神障害者
等、判断能力が不十分な者が地域において
自立した生活を送れるよう、福祉サービス
の適切な利用のための一連の援助を行う。

①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理サービス
③書類等の預かりサービス

〔実施主体：社会福祉法人東京都社会福祉
協議会〕

　東京都社会福祉協議会から区市町村社会福祉協議会等に委
託して実施
（委託先：62団体）

　東京都社会福祉協議会から区市町村社会福祉協議会等に委
託して実施
（委託先：62団体）

　福祉サービスの利用援助等を
行うことにより判断能力が不十
分な者が地域で安心して自立生
活を送ることができるよう支援
する。

〇 福 祉 局

29　福祉サービス総合支援事業
　福祉サービスの利用援助、成年後見制度
の活用、苦情対応、権利擁護などの福祉
サービスの利用者等に対する支援を、住民
に身近な区市町村が総合的、一体的に実施
するための支援を行う。
①利用者サポート【必須事業】
　・苦情対応
　・権利擁護相談
　・成年後見制度利用相談
　・その他福祉サービス利用に関する専門
　的な相談
②福祉サービス利用援助
　日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁
護事業）の対象拡大（要支援・要介護高齢
者、身体障害者）
③苦情対応機関等の設置【必須事業】
　いずれか一方又は両方を選択
　・第三者性を有する機関の設置
　・弁護士等による専門相談の実施

〔実施主体：区市町村〕

　54区市町村において実施済み 　54区市町村において実施済み 　全区市町村で実施できるよ
う、未実施である町村部での取
組を促す。

福 祉 局

30　成年後見活用あんしん生活創造事業
　認知症高齢者や知的障害者等が安心して
生活することができるよう、区市町村に成
年後見制度推進機関を設置し、その取組を
支援する等により、成年後見制度の積極的
な活用を促進する。

（区市町村の取組）
①成年後見制度推進機関の設置・運営
　（後見人等のサポート、地域ネットワー
クの活用、運営委員会の設置）
②区市町村基本計画策定及び進行管理
③区市町村の独自取組
　（法人後見の実施、後見人等候補者の養
成、申立経費や後見報酬の助成等）

（東京都の取組）
①成年後見制度の普及・啓発
②区市町村や推進機関からの相談への対応
③区市町村や推進機関の職員を対象とした
研修の実施
④関係機関や推進機関の連絡会等の開催
⑤後見人等候補者養成の支援
⑥法人後見の担い手の育成

〔実施主体：東京都、区市町村〕

　53区市町村において、成年後見制度推進機関を設置済み 　53区市町村において、成年後見制度推進機関を設置済み 　必要な方が安心して成年後見
制度を利用できる体制を整備す
る。

○ 福 祉 局

（２）精神科病院における虐待防止と権利擁護

31　精神科病院における虐待防止の推進
　精神科病院における虐待防止・早期発見
に向けて、都の通報窓口を設置するととも
に、病院の体制整備を支援するための研修
を実施する。

〔実施主体：東京都〕

管理監督者向け研修　８５病院参加
現場リーダー向け研修　８５病院参加

管理監督者向け研修　８９病院参加
現場リーダー向け研修　８９病院参加

　精神科病院における虐待防
止・早期発見を推進する。

福 祉 局

6 



事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

32 入院者訪問支援事業
　区市町村長同意による医療保護入院者等
の生活に関する一般的な相談に応じ、本人
の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必
要な情報提供を行う支援体制を構築するた
めの訪問支援員を養成し、本人の求めに応
じ派遣する取組を実施する。

訪問８件 訪問92件 　入院者本人の孤独感や自尊心
低下の解消を図る。

〇 福 祉 局

33 精神科入院業務手続のＤＸ化
　各病院における業務負担の軽減や個人情
報紛失リスクの低下等を図るため、精神科
医療に係る各種調整におけるやり取りをオ
ンライン化するためのシステム開発を行
う。

報告様式の電子収受準備を完了 報告様式の電子収受を開始 入院等に係る事務処理や情報共
有等の効率化により、より迅速
に適切な医療へ繋げる。

福 祉 局

３　障害者への情報保障の充実

（１）情報バリアフリーの充実

34　障害者向け都政情報の提供
　視覚障害者のために、点字版・音声版
（テープ版・DAISY版）の「広報東京都」
を作成し、配布する。

〔実施主体：東京都〕

（広報東京都（点字版・テープ版・デイジー版）の作成）
・点字版
　年　12回
　1回　810部
・テープ版
　年　12回
　1回　420組
・デイジー版
　年　12回
　1回　1,060枚

（広報東京都（点字版・テープ版・デイジー版）の作成）
・点字版
　年　12回
　1回　810部
・テープ版
　年　12回
　1回　410組
・デイジー版
　年　12回
　1回　1,080枚

（広報東京都（点字版・テープ
版・デイジー版）の作成）
　障害者への都政情報の提供を
推進する。

政 策
企 画 局

35　障害者向け福祉局・保健医療局情報の
提供
　障害者のため、ユニバーサルデザインに
配慮し、情報がなるべく全ての人にわかり
やすく正確に伝わるように、利用者の視点
に立った広報物を作成する。
【主な広報物】
①「社会福祉の手引」（福祉局）
　　DAISY版の作成
②「東京の福祉保健」（保健医療局）
　　DAISY版・ＣＤ版・テープ版の作成

〔実施主体：東京都〕

①福祉局
　社会福祉の手引（デイジー版）の作成
・デイジー版    300部

②保健医療局
　東京の福祉保健（デイジー版・ＣＤ版・テープ版）の作成
・デイジー版     890部
・ＣＤ版           116組
・テープ版        437組

①福祉局
　社会福祉の手引（デイジー版）の作成
・デイジー版    300部

②保健医療局
　東京の福祉保健（デイジー版・CD版・テープ版）の作成
・デイジー版　776部
・CD版　　　 106組
・テープ版　　323組

①福祉局
　社会福祉の手引（デイジー
版）の作成については継続して
実施する。
　月刊福祉保健（音声コード）
の作成については、紙版に掲載
していた音声コードを廃止し、
HPの掲載のみに変更したため、
ウェブの音声読み上げ機能によ
り対応。音声コードは字数に制
限があったが読み上げ機能であ
れば文字数制限が基本的にはな
く、より詳細な情報をえること
ができる。読み上げがうまくい
くよう文章の構成にもより配慮
する。

②保健医療局
　東京の福祉保健（デイジー
版・ＣＤ版・テープ版）の作成
については継続して実施する。

福 祉 局

保健医療
局

36　福祉局・保健医療局ホームページにお
ける情報提供
　障害者や高齢者などが利用しやすいよ
う、音声読み上げ、画面拡大等の機能を付
加した、アクセシビリティに配慮したホー
ムページを通じて、情報提供を行ってい
く。

（主な機能）
・音声読み上げ
・画面拡大
・カラー変更
・振り仮名（平仮名・ローマ字）

〔実施主体：東京都〕

　継続して実施 継続して実施 　継続して実施する。 福 祉 局

保健医療
局

37　字幕入映像ライブラリー事業（東京都
地域生活支援事業）
　映画及びテレビ番組等に字幕を挿入した
ビデオカセットテープ又はDVDの製作貸出
を行うことにより、聴覚障害者の生活・文
化の向上と福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

貸出実績
137件
536本

貸出実績
133件
518本

　継続して実施する。 福 祉 局

38　視覚障害者用図書の製作及び貸出
　視覚障害者に対し、視覚障害者用図書
（点字図書、録音媒体）を製作し、貸出し
又は交付することにより視覚障害者の文化
の向上と福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

（貸出用図書）
　点字図書
　　製作　　　328冊
　　貸出　　　666冊
　声の図書
　　製作　　　380巻
　　貸出　　2,550巻

（希望図書）
　点字図書
　　製作　　　305冊
　声の図書
　　製作　　　108冊
　希望媒体
　　製作　　　　46冊

（貸出用図書）
　点字図書
　　製作　　　326冊
　　貸出　　　682冊
　声の図書
　　製作　　　400巻
　　貸出　　2,691巻

（希望図書）
　点字図書
　　製作　　　446冊
　声の図書
　　製作　　　115冊
　希望媒体
　　製作　　　　46冊

　継続して実施する。 福 祉 局

39　点字による即時情報ネットワーク（東
京都地域生活支援事業）
　視覚障害者に、新聞等によって毎日流れ
る新しい情報を点字又は音声で早く提供す
ることにより、社会参加を促進し、生活、
文化の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

（点字）
　配布者数
　　1,200人

（音声）
　アクセス数
　　27回

（点字）
　配布者数
　　1,186人

（音声）
　アクセス数
　　24回

　継続して実施する。 福 祉 局

40　点字録音刊行物の作成及び配布（東京
都地域生活支援事業）
　視覚障害者に対して、社会生活を営む上
で必要とする情報及び知識を提供するた
め、点字本及び録音刊行物を作成配布し、
社会参加を促進し、生活、文化の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

（点字本）
　12種類
　　各723部

（録音物）
　12種類
　　各1,130本

（点字本）
　12種類
　　各723部

（録音物）
　12種類
　　各1,130本

　継続して実施する。 福 祉 局

7 



事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

41　情報バリアフリーに係る充実への支援
　誰もが必要な情報を容易に入手できる環
境を整備するため、地域のバリアフリー
マップの作成やＩＣＴを活用した歩行者へ
の移動支援、コミュニケーション支援機器
や集団補聴設備の導入など、区市町村の
様々な取組を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

○補助実績
　令和６年度　７区５市

○補助実績
　令和７年度　３区４市１町１村

　全区市町村へ働きかけを行
い、取組を実施する区市町村を
拡大していく。

福 祉 局

42 「とうきょうユニバーサルデザインナ
ビ」の運用〔福祉局〕
　高齢者や障害者を含めた全ての人が、外
出時に必要な情報を容易に入手できるよ
う、都内の施設や交通機関等に関するユニ
バーサルデザイン情報及びバリアフリー情
報を集約したポータルサイトを運営する。

○「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 ○「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 福 祉 局

43　バリアフリー情報のオープンデータ化
〔福祉局〕
　車椅子使用者対応トイレの設場場所・設
備等の情報をオープンデータとして提供す
る。

○オープンデータ化した車椅子使用者対応トイレ等の数
9,260件

○オープンデータ化した車椅子使用者対応トイレ等の数
9,436件

福 祉 局

44　障害者デジタル技術支援総合基盤整備
事業（東京都地域生活支援事業）
　障害者に対するデジタル技術利用相談支
援を実施するとともに、区市町村の障害者
デジタル技術活用支援体制を整備するため
に、区市町村職員等を対象とした研修を実
施し、もって障害者の自立と社会参加促進
に資する。

①デジタル技術に関する利用相談・情報提
供
②デジタル技術活用支援者養成研修の実施

〔実施主体：東京都〕

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,184件
　ＨＰアクセス数
　　8,616件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  81人
<出張型>  69人

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,548件
　ＨＰアクセス数
　　15,224件(※HP不具合によりR7.9～R8.3までの集計)

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8８人
<出張型>  27人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

45　情報保障機器の普及促進事業（東京都
地域生活支援事業）
　障害者やその家族、区市町村職員等に対
して、最新の情報保障機器等について積極
的に情報提供することで、障害者の情報保
障を推進する。

〔実施主体：東京都〕

①第51回国際福祉機器展
　（10月２日～４日）
・デジタル機器等の展示
・活用事例セミナーの実施
②日常生活用具（情報・意思疎通支援用具に関する意見交換
会（10月３日）

①第52回国際福祉機器展
　（10月8日～10日）
・デジタル機器等の展示
・活用事例セミナーの実施
②日常生活用具（情報・意思疎通支援用具）に関する意見交
換会
　（６月13日・10月９日（国際福祉機器展内）・3月6
日）

　継続して実施する。 〇 福 祉 局

46　ユニバーサルコミュニケーションの促
進　2025年に東京で開催される世界陸上
及びデフリンピックを契機に、日本の最新
技術を活用して社会の多様性や包摂性を一
層高め、共生社会実現の弾みとしていくた
め、事業者等と連携し、ユニバーサルコ
ミュニケーション技術の開発や社会への普
及を促進する。

　ユニバーサルコミュニケーションを促進するため、様々な
事業者と連携し、展示会などを活用してユニバーサルコミュ
ニケーション技術や大会に向けた取組をPRするほか、競技会
場等における技術活用の実証を行った。
　また、都庁舎をはじめとする都有施設において、音声情報
を多言語で表示するディスプレイの設置を進めるとともに、
区市町村や鉄道駅への導入支援を行い、デジタル技術の社会
への普及を図った。

　世界陸上及びデフリンピックの全競技会場において、音声
を多言語でテキスト表示する透明ディスプレイやタブレット
を活用した案内を行った。また、会場に設置したビジョン及
び観客等のスマートフォンにおいて、場内アナウンス・競技
案内等を多言語で表示した。
　なお、透明ディスプレイを都有施設に設置する取組は、令
和６年度の38施設から令和７年度は110施設に拡大し、ユ
ニバーサルコミュニケーション技術の社会への普及を促進し
た。

　海外から多くの選手・観客が
訪れる2025年の世界陸上及び
デフリンピックを契機に、『い
つでも・どこでも・誰とでも』
つながるユニバーサルコミュニ
ケーションを促進する。

〇 スポーツ
福 祉 局
都市整備

局

（再掲）12　心のバリアフリーの理解促進
・「心のバリアフリー」ホームページでの
情報発信を行う。
・動画広告による「心のバリアフリー」の
普及啓発 に取り組む。
・小中学生を対象とした心のバリアフリー
に関する広報活動や、障害者等用駐車区画
の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。

〔実施主体：東京都〕

○心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクール
・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、
優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学
校、高等学校や区市町村等に配布

○心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクール
・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、
優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学
校、高等学校や区市町村等に配布

　施設のバリアフリー整備に加
え、ソフト面の取組として、全
ての人が平等に参加できる社会
や環境について考え、必要な行
動を続ける「心のバリアフ
リー」への都民の理解を促進
し、共生社会の実現を目指す。

○ 福 祉 局

47　障害者が利用しやすい防火防災情報の
発信
　障害者に対し、防火防災に関する情報を
保障し、安全・安心を確保する。障害者が
利用しやすい防火防災情報を発信する。

〔実施主体：東京消防庁〕

　ユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報の発信

　音声コード入りリーフレット等の作成・配布

　119番ファクシミリ通報カード等の作成・配布

　防火防災訓練、講演会等への手話通訳者の派遣

　デイジー版を含む、視覚障害者向け防災情報資料（録音図
書）の整備

　ユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報の発信

　音声コード入りリーフレット等の作成・配布

　119番ファクシミリ通報カード等の作成・配布

　防火防災訓練、講演会等への手話通訳者の派遣

　デイジー版を含む、視覚障害者向け防災情報資料（録音図
書）の整備

　防火防災情報に関するYoutube動画（手話付）の作成・配
信

　障害者の安全・安心を確保す
るため、障害者が利用しやすい
ユニバーサルデザインに配慮し
た防火防災情報を積極的に発信
する。

東 京
消 防 庁

48　都立図書館サービス事業の充実
　都立図書館における対面音訳サービス、
視覚障害者等用資料の作成・提供サービス
等の向上を図り、視覚障害者等の利便に供
する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

（都立中央・多摩図書館の実績）

・利用状況
　登録利用者：395名
　対面音訳利用人数：549名
　
・研修
   音訳者講習会（初級研修）1回（全6日間）

　音訳者講習会（中級研修）1回（全6日間）

   音訳者専門研修　　　　　1回
　障害者サービス研修　1回

（所蔵資料）
　録音テープ：6,801点
　デイジー図書：4,338点
　点訳資料：1,173点
　点字雑誌・新聞：21種
　録音テープ雑誌・新聞：26種
　デイジー雑誌・新聞：21種

（都立中央・多摩図書館の実績）

・利用状況
　登録利用者：388名
　対面音訳利用人数：453名
　
・研修
   音訳者講習会（初級研修）1回（全6日間）
　音訳者講習会（中級研修）1回（全6日間）
   音訳者専門研修　　　　　1回
　障害者サービス研修　1回

（所蔵資料）
　録音テープ：6,801点
　デイジー図書：4,395点
　点訳資料：1,184点
　点字雑誌・新聞：21種
　録音テープ雑誌・新聞：26種
　デイジー雑誌・新聞：21種

　各種サービスの充実を図る。
　サービス向上のための職員研
修を実施する。

教 育 庁

49　聴覚障害者への情報支援のための人材
養成（東京都地域生活支援事業）
　聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する
者に対し、要約筆記の指導を行うことによ
り要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者
の福祉の増進を図る。
○中途失聴・難聴者コミュニケーション事
業

〔実施主体：東京都〕

（修了者数）
　要約筆記者　21名

（修了者数）
　要約筆記者　23名

　継続して実施する。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

50　手話のできる都民育成事業（東京都地
域生活支援事業）
　手話の普及促進を図り、手話のできる都
民を育成し、手話人口の裾野を広げること
をもって、聴覚障害者の福祉の向上に資す
る。

手話のできる都民育成事業
（１）普及啓発
（２）手話通訳者養成事業

〔実施主体：東京都〕

（1）普及啓発
　普及啓発イベントの実施
　普及啓発冊子の作成・配布

（2）手話通訳者養成事業
　　（修了者数）
　　手話通訳者　271名

（1）普及啓発
　普及啓発イベントの実施
　普及啓発冊子の作成・配布

（2）手話通訳者養成事業
　　（修了者数）
　　手話通訳者　255名

　継続して実施する。 ○ 福 祉 局

51　デジタル技術を活用した聴覚障害者コ
ミュニケーション支援事業
　デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等
を実施することで、都における情報保障を
推進する。

①QRコードを利用した遠隔手話通訳
②庁内貸し出し用タブレット（1台）
③電話代理支援

〔実施主体：東京都〕

①ＱＲコード利用　88回
②タブレット貸出　17回
③電話代理支援　　10回
④動画による事業周知

①ＱＲコード利用　120回
②タブレット貸出　33回
③電話代理支援　　13回
④動画による事業周知

　都における聴覚障害者の情報
保障の確保に努める。

○ 福 祉 局

52　中等度難聴児発達支援事業（障害者施
策推進区市町村包括補助事業）
　身体障害者手帳の交付対象とならない中
等度難聴児に対して、補聴器の装用により
言語の習得や生活能力、コミュニケーショ
ン能力等の向上を促進するため、補聴器の
購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な
発達を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　実施区市町村　5２区市町村 実施区市町村　5３区市町村 　継続して実施する。 福 祉 局

53　聴覚障害者意思疎通支援事業（東京都
地域生活支援事業）
　意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制
の整備を行い、聴覚障害者が広域的な移動
を円滑に行える環境を整えるとともに、障
害者団体等の行事における情報保障を支援
することで、自立と社会参加を促進し、聴
覚障害者の福祉の増進に資する。

①意思疎通支援者の派遣に係る広域的連絡
調整
②障害者団体等が主催又は共催する広域型
行事への意思疎通支援者の派遣

〔実施主体：東京都〕

意思疎通支援に係る広域的連絡調整
714件

広域型行事への意思疎通支援者の派遣
89件

意思疎通支援に係る広域的連絡調整
623件

広域型行事への意思疎通支援者の派遣
122件

　継続して実施する。 福 祉 局

54　失語症者向け意思疎通支援者養成事業
（東京都地域生活支援事業）
　失語症のため意思疎通を図ることに支障
がある障害者等が自立した日常生活・社会
生活を営むことができるよう、失語症者向
け意思疎通支援者の養成を図る。

〔実施主体：東京都〕

（終了者数）
必修基礎コース　38名
応用コース　　　15名

（終了者数）
必修基礎コース　38名
応用コース　　　1７名

　着実に実施する。 福 祉 局

55　失語症者向け意思疎通支援派遣促進事
業（東京都地域生活支援事業）
　失語症当事者と意思疎通支援者が集まる
サロンを設置するなど、失語症者の意思疎
通を支援することで、福祉の増進を図ると
ともに、区市町村の体制整備を後押しす
る。

〔実施主体：東京都〕

サロン開催回数　　　　24回 サロン開催回数　　　　１２回 　着実に実施する。 福 祉 局

56　盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成
（東京都地域生活支援事業）
　盲ろう者のコミュニケーション手段及び
移動の自由を確保し、その社会参加を促進
するため、都内在住の盲ろう者に対して通
訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・
介助者の養成研修を行う講習会等に対し補
助を行う。

※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが
重複してある重度の障害者（児）

〔実施主体：（派遣）東京都（養成研修）
民間団体〕

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　13,162件
　派遣時間　49,381時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　28人
　修了者数　25人

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　13,183件
　派遣時間　50,210時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　35人
　修了者数　34人

　継続して実施する。 福 祉 局

57　盲ろう者支援センター事業（東京都地
域生活支援事業）
　盲ろう者（児）からの相談に応じるとと
もに、コミュニケーション訓練などを実施
し、地域生活支援の充実と社会参加の促進
を図る「盲ろう者支援センター」を運営す
る。

（センターにおける事業内容）
①訓練事業
②専門人材養成事業
③総合相談支援事業
④社会参加促進事業

〔実施主体：東京都〕

①訓練事業
　実施回数122回
　対象者数18人

②専門人材養成事業
　養成講習会・研修等
　３科目　 ３回
　修了者　計74人

③総合相談支援事業
　盲ろう者相談件数442件
　盲ろう児相談件数41件

④社会参加促進事業
　交流会　計34回
　参加者　計854人

　学習会　計139回
　参加者　計1,444人
盲ろう児向け交流会　計9回
参加者　69人

①訓練事業
　実施回数87回
　対象者数13人

②専門人材養成事業
　養成講習会・研修等
　３科目　4回
　修了者　計105人

③総合相談支援事業
　盲ろう者相談件数608件
　盲ろう児相談件数37件

④社会参加促進事業
　交流会　計34回
　参加者　計853人

　学習会　計139回
　参加者　計1,352人
盲ろう児向け交流会　計11回
参加者　138人

　継続して実施する。 福 祉 局

58　視覚障害者ガイドセンターの運営（東
京都地域生活支援事業）
　重度の視覚障害者が、道府県及び政令指
定都市間にまたがって必要不可欠な外出を
する場合に、目的地において必要なガイド
ヘルパーを確保できるよう連絡調整するた
めのガイドセンターを設置し、視覚障害者
の福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　都外から　32回
　都外へ　　  0回

　都外から　47回
　都外へ　　  0回

　継続して実施する。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

59　点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業
（東京都地域生活支援事業）
　点訳・朗読に関する知識と経験を有する
者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指
導することにより、指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増
進を図る。

（内容）
　点訳奉仕員指導者養成
　朗読奉仕員指導者養成
　専門点訳奉仕員養成（英語、理数、楽
譜、触図、コンピュータ）
　修了者研修会

〔実施主体：東京都〕

修了者

点訳奉仕員指導者養成　3名
朗読奉仕員指導者養成 10名
専門点訳奉仕員養成    13名

修了者

点訳奉仕員指導者養成　2名
朗読奉仕員指導者養成 10名
専門点訳奉仕員養成    12名

　継続して実施する。 福 祉 局

60　障害者の意思疎通のための情報保障機
器等開発支援事業
　対象者が少なく製品化が進まない情報保
障機器を都の窓口に設置し、使用状況等を
開発メーカー等へフィードバックすること
により、障害者に対応した機器の開発・普
及促進を支援する。

下記５箇所に6機種の情報保障機器を設置
（設置場所）
　・東京都障害者総合スポーツセンター
　・東京都多摩障害者スポーツセンター
　・東京都心身障害者福祉センター
　・東京都障害者福祉会館
　・都庁第一本庁舎31階南側（障害者施策推進部受付）
（設置機器）
　　VUEVO、デスクトップリーダー、
     SureTalk、トーキングエイド、
     SpeechCanvas、DropTap

下記6箇所に７機種の情報保障機器を設置。
※各設置場所によって設置機器及び設置期間は異なる。
（設置場所）
・東京都立多摩図書館
・東京都障害者IT地域支援センター
・東京都立久我山青光学園
・東京都立志村学園
・東京都立葛飾ろう学校
・東京都障害者福祉会館
（設置機器）
・Cotopat Screen
・Cotopat Mobile
・クロバーブック・メイト
・YY System
・TD Navioタブレット
・miyasuku Kids
・しゃべり描き
また、下記のとおり説明会を実施
・第52回国際福祉機器展東京都ブース「子ども広場」
令和7年10月8日から10月10日
・TOKYOみみカレッジ２０２５
令和7年9月13日

　障害者に対応した機器の開
発・普及を促進する。

〇 福 祉 局

61　音声機能障害者発声訓練指導者養成事
業（東京都地域生活支援事業）
　音声機能障害者に対する発声訓練の指導
者を養成し、音声機能障害者のコミュニ
ケーション手段の確保を図るとともに、社
会復帰を促進する。

〔実施主体：東京都〕

養成研修会派遣者　　12名 養成研修会派遣者　　12名 　継続して実施する。 福 祉 局

62　身体障害者補助犬給付事業（東京都地
域生活支援事業）
　身体障害者に対して身体障害者補助犬
（盲導犬・介助犬・聴導犬）を給付し、そ
の行動範囲を拡大することにより、身体障
害者の社会参加と自立の促進を図る。

（対象者）
①都内に居住する（おおむね１年以上）満
18歳以上の在宅の身体障害者
　盲導犬…視覚障害１級
　介助犬…肢体不自由１・２級
　聴導犬…聴覚障害２級
②所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理
できること
③社会活動への参加に効果があると認めら
れること　　他

〔実施主体：東京都〕

  盲導犬　　7頭
  介助犬　　1頭
  聴導犬　　1頭

盲導犬　　５頭 　継続して実施する。 福 祉 局

63　福祉避難所情報伝達等支援事業（包括
補助）
　福祉避難所において、障害者に対して必
要な情報伝達等が円滑に行えるよう、情報
伝達機器の整備、導入等に取り組む区市町
村を支援することにより、障害者の福祉の
向上を図る。

　実施区市町村　1区 実施区市町村　１区市町村 着実に実施する。 福 祉 局

64　障害者の生活応援情報発信事業〔福祉
局〕
　障害当事者や支援者が有する「生活の知
恵」や「困りごとを乗り越える工夫」をＡ
Ｉチャットボットで情報発信していくこと
により、障害当事者や支援者が生活の中で
抱える課題の解決を図る。

　チャットボットをリリース。「生活の知恵」や「困りごと
を乗り越える工夫」をLogoフォームにて募集。

　チャットボットをリリース。「生活の知恵」や「困りごと
を乗り越える工夫」をLogoフォームにて募集。

福 祉 局

（２）手話言語条例

（再掲）50　手話のできる都民育成事業
（東京都地域生活支援事業）
　手話の普及促進を図り、手話のできる都
民を育成し、手話人口の裾野を広げること
をもって、聴覚障害者の福祉の向上に資す
る。

手話のできる都民育成事業
（１）普及啓発
（２）手話通訳者養成事業

〔実施主体：東京都〕

（1）普及啓発
　普及啓発イベントの実施
　普及啓発冊子の作成・配布

（2）手話通訳者養成事業
　　（修了者数）
　　手話通訳者　271名

（1）普及啓発
　普及啓発イベントの実施
　普及啓発冊子の作成・配布

（2）手話通訳者養成事業
　　（修了者数）
　　手話通訳者　255名

　継続して実施する。 ○ 福 祉 局

（再掲）51　デジタル技術を活用した聴覚
障害者コミュニケーション支援事業
　デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等
を実施することで、都における情報保障を
推進する。

①QRコードを利用した遠隔手話通訳
②庁内貸し出し用タブレット（1台）
③電話代理支援

〔実施主体：東京都〕

①ＱＲコード利用　88回
②タブレット貸出　17回
③電話代理支援　　10回
④動画による事業周知

①ＱＲコード利用　120回
②タブレット貸出　33回
③電話代理支援　　13回
④動画による事業周知

　都における聴覚障害者の情報
保障の確保に努める。

○ 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

65　手話人口の裾野拡大支援事業（障害者
施策推進区市町村包括補助事業）
　身近な地域において子供の頃から手話に
関する知識・理解を深められるよう、区市
町村が実施する手話に関する先進的な取組
を支援することで、手話への興味や理解や
深め、手話人口の裾野拡大を目指す。

〔実施主体：区市町村〕

補助件数：６自治体 補助件数：７自治体 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（３）読書バリアフリー計画

（再掲）38　視覚障害者用図書の製作及び
貸出
　視覚障害者に対し、視覚障害者用図書
（点字図書、録音媒体）を製作し、貸出し
又は交付することにより視覚障害者の文化
の向上と福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

（貸出用図書）
　点字図書
　　製作　　　328冊
　　貸出　　　666冊
　声の図書
　　製作　　　380巻
　　貸出　　2,550巻

（希望図書）
　点字図書
　　製作　　　305冊
　声の図書
　　製作　　　108冊
　希望媒体
　　製作　　　　46冊

（貸出用図書）
　点字図書
　　製作　　　326冊
　　貸出　　　682冊
　声の図書
　　製作　　　400巻
　　貸出　　2,691巻

（希望図書）
　点字図書
　　製作　　　446冊
　声の図書
　　製作　　　115冊
　希望媒体
　　製作　　　　46冊

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）40　点字録音刊行物の作成及び配
布（東京都地域生活支援事業）
　視覚障害者に対して、社会生活を営む上
で必要とする情報及び知識を提供するた
め、点字本及び録音刊行物を作成配布し、
社会参加を促進し、生活、文化の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

（点字本）
　12種類
　　各723部

（録音物）
　12種類
　　各1,130本

（点字本）
　12種類
　　各723部

（録音物）
　12種類
　　各1,130本

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）44　障害者デジタル技術支援総合
基盤整備事業（東京都地域生活支援事業）
　障害者に対するデジタル技術利用相談支
援を実施するとともに、区市町村の障害者
デジタル技術活用支援体制を整備するため
に、区市町村職員等を対象とした研修を実
施し、もって障害者の自立と社会参加促進
に資する。

①デジタル技術に関する利用相談・情報提
供
②デジタル技術活用支援者養成研修の実施

〔実施主体：東京都〕

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,184件
　ＨＰアクセス数
　　8,616件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  81人
<出張型>  69人

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,548件
　ＨＰアクセス数
　　15,224件(※HP不具合によりR7.9～R8.3までの集計)

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8８人
<出張型>  27人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）48　都立図書館サービス事業の充
実
　都立図書館における対面音訳サービス、
視覚障害者等用資料の作成・提供サービス
等の向上を図り、視覚障害者等の利便に供
する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

（都立中央・多摩図書館の実績）

・利用状況
　登録利用者：395名
　対面音訳利用人数：549名
　
・研修
   音訳者講習会（初級研修）1回（全6日間）

　音訳者講習会（中級研修）1回（全6日間）

   音訳者専門研修　　　　　1回
　障害者サービス研修　1回

（所蔵資料）
　録音テープ：6,801点
　デイジー図書：4,338点
　点訳資料：1,173点
　点字雑誌・新聞：21種
　録音テープ雑誌・新聞：26種
　デイジー雑誌・新聞：21種

（都立中央・多摩図書館の実績）

・利用状況
　登録利用者：388名
　対面音訳利用人数：453名
　
・研修
   音訳者講習会（初級研修）1回（全6日間）
　音訳者講習会（中級研修）1回（全6日間）
   音訳者専門研修　　　　　1回
　障害者サービス研修　1回

（所蔵資料）
　録音テープ：6,801点
　デイジー図書：4,395点
　点訳資料：1,184点
　点字雑誌・新聞：21種
　録音テープ雑誌・新聞：26種
　デイジー雑誌・新聞：21種

　各種サービスの充実を図る。
　サービス向上のための職員研
修を実施する。

教 育 庁

（再掲）59　点訳・朗読奉仕員指導者等養
成事業（東京都地域生活支援事業）
　点訳・朗読に関する知識と経験を有する
者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指
導することにより、指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増
進を図る。

（内容）
　点訳奉仕員指導者養成
　朗読奉仕員指導者養成
　専門点訳奉仕員養成（英語、理数、楽
譜、触図、コンピュータ）
　修了者研修会

〔実施主体：東京都〕

修了者

点訳奉仕員指導者養成　3名
朗読奉仕員指導者養成 10名
専門点訳奉仕員養成　 13名

修了者

点訳奉仕員指導者養成　2名
朗読奉仕員指導者養成 10名
専門点訳奉仕員養成　 12名

　継続して実施する。 福 祉 局

66　視覚障害者用図書レファレンスサービ
ス事業
　視覚障害者等からの視覚障害者等用図書
及びその出版に関する照会に対し、情報を
提供することにより、視覚障害者等の文
化、教養の向上を図る。
（内容）
　点字図書等の新規出版情報の収集
　照会事項に関する回答、資料提供
　理療関係の新刊墨字図書の出版に関する
調査及び情報提供
　読書相談

〔実施主体：東京都〕

①利用者数：延べ3,359人
②利用件数：延べ24,743件

①利用者数：延べ3,195人
②利用件数：延べ23,623件

　継続して実施する。 福 祉 局

67　点字図書館運営費補助事業
　視覚障害者の要求に応じて、無料又は低
額な料金で点字図書刊行物及び録音物等を
閲覧させることにより、視覚障害者の文化
の向上と福祉の向上を図る。

〔実施主体：社会福祉法人等〕

補助件数：４施設 補助件数：４施設 　継続して実施する。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

４　スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進

（１）パラスポーツの振興

68　障害者スポーツセンターの運営
　障害者の健康増進と社会参加を促進する
ため、スポーツ施設や集会室等の場を提供
するとともに、スポーツ教室や大会等の事
業を実施し、障害者の福祉の増進を図る。

○東京都障害者総合スポーツセンター
○東京都多摩障害者スポーツセンター

〔実施主体：東京都〕
（指定管理者：公益社団法人東京都障害者
スポーツ協会）

延べ利用人数

（総合）
　　100,806人

（多摩）
　　92,298人

延べ利用人数

（総合）
　　120,768人

（多摩）
　　108,028人

　引き続き運営する。 スポーツ
推進本部

69　パラスポーツの振興
　「2050東京戦略」及び「東京都スポー
ツ推進総合計画」に基づき、誰もがスポー
ツを楽しみ、人々に幸福をもたらす「ス
ポーツフィールド・東京」の実現を目指
し、取組を推進する。

①理解促進・普及啓発

②場の充実

③人材の育成・活用

④競技力向上

〔実施主体：東京都〕

①理解促進・普及啓発
・パラスポーツ専門ポータルサイト「TOKYO パラスポー
ツ・ナビ」の運用
・パラスポーツイベント「チャレスポ！TOKYO」の開催
・スポーツの効用等に関するコンテンツ発信事業の実施
・パラスポーツ普及啓発プロジェクト「TEAM BEYOND」
の実施
・パラスポーツ国際大会の開催促進
・障害者のスポーツに関する意識調査の実施
・パラスポーツスタートガイドの運用
・TOKYOパラスポーツチャンネルの配信
・パラスポーツ体験プログラムの実施
・「TOKYOパラスポーツ月間」事業の実施

①理解促進・普及啓発
・パラスポーツ専門ポータルサイト「TOKYO パラスポー
ツ・ナビ」の運用
・パラスポーツイベント「チャレスポ！TOKYO」の開催
・スポーツの効用等に関するコンテンツ発信事業の実施
・パラスポーツ普及啓発プロジェクト「TEAM BEYOND」
の実施
・パラスポーツ国際大会の開催促進
・障害者のスポーツに関する意識調査の実施
・パラスポーツスタートガイドの運用
・TOKYOパラスポーツチャンネルの配信
・パラスポーツメモリアルイベントの実施
・「TOKYOパラスポーツ月間」事業の実施
・パラスポーツ関連WebサイトへのAIチャットボットの導入

①パラスポーツの理解促進・普
及啓発を図る。

   ○
（④は一部
のみ該当）

スポーツ
推進本部

②場の開拓
・パラスポーツ地域サポート事業の実施
・パラスポーツコンシェルジュ事業の実施
・都立特別支援学校活用促進事業の実施
・障害者のスポーツ施設利用促進事業の実施
・TOKYOユニバーサルウォーキング普及事業の実施
・パラスポーツリモート参加事業の実施
・動画を活用した運動・QOL向上事業の実施
・デジタル技術を活用したパラスポーツ（eパラスポーツ）
事業の実施
・バーチャルスポーツを用いた障害者のスポーツ実施促進事
業の実施
・障害児・者の運動習慣定着支援事業の実施
・区市町村スポーツ実施促進事業の実施

②場の充実
・パラスポーツ地域サポート事業の実施
・パラスポーツコンシェルジュ事業の実施
・競技団体と企業等をつなぐマッチングプラットフォーム事
業の実施
・都立特別支援学校活用促進事業の実施
・障害者のスポーツ施設利用促進事業の実施
・TOKYOユニバーサルウォーキング普及事業の実施
・パラスポーツリモート参加事業の実施
・デジタル技術を活用した障害者のスポーツ参加促進事業の
実施
・障害児・者の運動習慣定着支援事業の実施
・区市町村スポーツ実施促進事業の実施

②パラスポーツの身近な場・機
会の充実を図る。

スポーツ
推進本部

③支える人材の育成
・パラスポーツセミナーの開催
・初級・中級パラスポーツ指導員養成講習会の開催
・パラスポーツ人材の活動活性化事業の実施（障害者スポー
ツボランティア情報のポータルサイト「TOKYO 障スポ＆サ
ポート（S&S）」における情報発信、「リ・スタート研修
会」の開催、「パラスポーツフォーラム」の開催）
・パラスポーツ研修キャラバン事業の実施

③人材の育成・活用
・パラスポーツセミナーの開催
・初級・中級パラスポーツ指導員養成講習会の開催
・パラスポーツ人材の活動活性化事業の実施（障害者スポー
ツボランティア情報のポータルサイト「TOKYO 障スポ＆サ
ポート（S&S）」における情報発信、「リ・スタート研修
会」の開催、「地域事業参加型指導員育成事業」の開催、
「パラスポーツフォーラム」の開催）

③パラスポーツを支える人材の
育成・活動活性化を図る。

スポーツ
推進本部

④競技力向上
・パラスポーツ次世代ホープ発掘事業の実施
・パラスポーツ競技活動支援事業の実施
・東京都障害者スポーツ強化練習会の実施
・東京パラアスリート強化事業の実施
・パラスポーツ団体体制強化支援事業の実施
・パラスポーツ人材地域活動促進事業の実施
・パラスポーツオープン競技大会の開催
・東京都障害者スポーツ大会の開催
・全国障害者スポーツ大会への選手・役員の派遣
・デフスポーツ競技団体都内活動促進事業
・デフリンピックチャレンジ事業

④競技力向上
・パラスポーツ次世代ホープ発掘事業の実施
・パラスポーツ競技活動支援事業の実施
・東京パラアスリート強化事業の実施
・パラスポーツ団体体制強化支援事業の実施
・パラスポーツ人材地域活動促進事業の実施
・パラスポーツオープン競技大会の開催
・東京都障害者スポーツ大会の開催
・全国障害者スポーツ大会への選手・役員の派遣
・デフスポーツ競技団体都内活動促進事業の実施
・デフリンピックチャレンジ事業の実施
・パラスポーツ団体普及活動支援事業の実施

④パラスポーツの競技力向上を
図る。

スポーツ
推進本部

70　スポーツ空間バージョンアップ補助事
業
　誰もが身近な場所で安全に多様なスポー
ツを楽しめる空間を整備し、都民の日常に
スポーツが溶け込んでいる「スポーツ
フィールド・東京」と、スポーツを通じた
共生社会の実現を目指すため、区市町村が
地域のニーズ等に応じて行うスポーツ空間
のバージョンアップに係る取組を支援す
る。
（対象）
　東京都内において各区市町村が保有する
スポーツ施設等とし、次に掲げる工事とす
る。
（１）身近なスポーツ環境の拡充に係る工
事
（２）ユニバーサルデザイン化の推進に係
る工事
（３）国際大会開催等の推進に係る工事
〔実施主体：区市町村〕

補助件数27件
補助金交付額263,674千円

補助件数30件予定（補助金交付額は5月末確定） 　区市町村のスポーツ環境整備
を促進する。

○ スポーツ
推進本部

71　東京都パラスポーツトレーニングセン
ターの運営
　パラスポーツの競技団体やチーム、アス
リートによる安定的な練習活動等に利用可
能な競技力向上の拠点、また、障害のある
人もない人もパラスポーツに親しむことの
できる普及振興の場として運営する。
〔実施主体：東京都〕
〔指定管理者：公益社団法人東京都障害者
スポーツ協会グループ〕

延べ利用者数
23,338人

延べ利用者数
31,152人

　引き続き運営する。 ○ スポーツ
推進本部
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（再掲）24　パラスポーツ指導者講習会の
実施
障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図
るため、パラスポーツ指導者講習会を開催
する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

○パラスポーツ指導者講習会の実施 ○パラスポーツ指導者講習会の実施 　東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会のレガ
シーとして、子供たちがパラス
ポーツに触れる機会を創出する
ため、教職員がパラスポーツを
体験し、競技の歴史や意義、
ルール、指導法等を学び、学校
の教育活動においてパラスポー
ツの指導を行うことができる資
質・能力を身に付けられるよ
う、「パラスポーツ指導者講習
会」を実施する。

教 育 庁

72　都立特別支援学校における障害者ス
ポーツの推進
○都立特別支援学校における障害者スポー
ツを取り入れた体育的活動の指導内容・方
法の研究・開発
○地域の小・中学校の児童・生徒への理解
啓発のため、都立特別支援学校との交流に
おける障害者スポーツを活用した学習活動
の試行

〔実施主体：東京都教育委員会〕

・スポーツ教育推進校を59校指定し障害者スポーツを取り
入れた体育的活動や交流活動の充実
・スポーツ交流推進校を10校指定し、地域の小・中学校等
とのスポーツ交流の実施
・障害者スポーツ指導員等の講師を招へいし、指導方法等の
講習により教員の指導力の向上

・全ての都立特別支援学校をスポーツ教育推進校に指定し、
障害者スポーツを取り入れた体育的活動や交流活動の充実
・全ての都立特別支援学校においてスポーツを通じた地域や
スポーツ関係者との交流を推進
・地域の幼稚園や小・中学校及び都立高校等と障害者スポー
ツ等を通じた交流の促進

　継続して実施する。 教 育 庁

73　社会教育施設（ユース・プラザ）にお
ける活動支援
　青少年社会教育施設「ユース・プラザ」
において、スポーツ及び文化・学習活動の
機会を提供することにより障害者の心身の
維持向上を図るとともに、楽しさを理解し
てもらう。
　また、施設利用者の障害者スポーツに対
する理解を深める。

〔実施主体：民間PFI事業者及び東京都教育
委員会〕

　特別支援学校の学校行事及び障害者の活動に供する宿泊施
設やスポーツ施設・文化・学習施設の提供、アートクラフト
等の活動プログラムの提供を実施

　特別支援学校の学校行事及び障害者の活動に供する宿泊施
設やスポーツ施設・文化・学習施設の提供、アートクラフト
等の活動プログラムの提供を実施

　障害者へスポーツ及び文化・
学習活動の機会を提供するとと
もに、障害者スポーツに対する
他の利用者の理解を促進する。

教 育 庁

（２）文化芸術活動の推進

74　文化芸術関連行事の実施（東京都地域
生活支援事業を含む）
　障害者が文化芸術への参加を通じて、社
会参加と相互交流を促進するとともに都民
の障害者に対する理解の増進を図り、もっ
て障害者の自立の促進に寄与することを目
的に各種事業を実施する。

①障害者美術展の開催
②ふれあいコンサートの実施

〔実施主体：①東京都、②東京都・民間団
体〕

・第39回東京都障害者総合美術展
　場所　池袋西武本店
　応募　653点
　展示　200点

・第41回ふれあいコンサート
　場所　文京シビックホール
　来場者　963人

・第40回東京都障害者総合美術展
　場所　西武渋谷店
　応募　703点
　展示　198点

・第42回ふれあいコンサート
　場所　杉並公会堂
　来場者　841人

　継続して実施する。 福 祉 局

75　障害者芸術活動基盤整備事業
　障害者の芸術活動の支援拠点を設置し、
活動基盤を整備することにより、芸術活動
を通じた障害者の社会参加の促進を図る。

（実施方法）補助により実施
（実施規模）多様な芸術文化活動（美術・
舞台芸術等）を支援する団体・1団体

〔実施主体：社会福祉法人等〕

①相談　470件
②人材育成研修　2回
③関係者のネットワークづくり
④発表の機会　1回
⑤専用サイトを活用した情報発信

①相談　956件
②人材育成研修　3回
③関係者のネットワークづくり
④発表の機会　２回
⑤専用サイトを活用した情報発信

　継続して実施する。 ○ 福 祉 局

76　障害者の文化芸術活動の発表の場提供
事業
　障害者の実演芸術分野の発表の機会を定
期的に創出し、障害者やその支援者等の創
造活動のモチベーション向上や多様な人々
の交流、相互理解につなげる。
　都内の障害者団体等を通じて、障害者の
実演芸術分野の発表者を募集・選定し、都
民ホールにおいて発表会を開催する。

〔実施主体：東京都〕

年2回の発表会を開催 年2回の発表会を開催 　継続して実施する。 生 活
文 化 局

福 祉 局

77　東京都特別支援学校総合文化祭の実施
　特別支援学校の児童・生徒の文化・芸術
的な能力を伸ばし、日頃の文化・芸術活動
の振興を図る。
　あわせて、都民への理解・啓発の場とす
る。
（実施時期：11月から1月）

〔実施主体：東京都教育委員会、特別支援
学校文化連盟〕

（9部門）
①音楽
②将棋・オセロ
③演劇
④造形美術
⑤写真
⑥職業・作業
⑦手芸・家庭
⑧放送・映像
⑨書道

（9部門）
①音楽
②将棋・オセロ
③演劇
④造形美術
⑤写真
⑥職業・作業
⑦手芸・家庭
⑧放送・映像
⑨書道

　継続して実施する。 教 育 庁

78　芸術文化による社会支援助成
　障害者等による芸術文化の創造・鑑賞活
動を促進する事業に対して、その経費の一
部を助成することにより、都民の芸術文化
活動の充実を図る。

〔実施主体：公益財団法人東京都歴史文化
財団〕

　採択件数23件
（うち、障害者に関する事業の採択案件は16件）

採択件数28件
（うち、障害者に関する事業の採択案件は16件）

　支援制度を着実に実施してい
く。

○ 生 活
文 化 局

79　クリエイティブ・ウェルビーイング・
トーキョー
　芸術文化の力や都立文化施設の資源を活
用し、高齢化や共生社会など、文化の領域
を超えた社会課題の解決に向けた新たなア
プローチを提示し、芸術文化による社会包
摂とウェルビーイングを推進する。

〔実施主体：東京都・公益財団法人東京都
歴史文化財団〕

「だれもが文化でつながる国際会議2024」を開催した。 「だれもが文化でつながるオータムセッション2025」を開
催した。

　プロジェクトを推進 ○ 生 活
文 化 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

80　芸術文化へのアクセシビリティ向上
　文化戦略で掲げる「あらゆる人々が芸術
文化を享受できる環境の整備」の実現に向
けて、都立文化施設や都・財団の文化事業
で鑑賞を支援するための環境整備等に取り
組むほか、助成事業を通じて民間事業者の
取組を促進する。

〔実施主体：公益財団法人東京都歴史文化
財団〕

・各都立文化施設に社会共生担当を配置し、施設の特性等に
応じた、鑑賞サポートツールの充実や情報サポートの拡充を
実施
・都立文化施設や都の文化事業において、公演などの観賞を
支援するツールの導入や、鑑賞サポート付きプログラムを拡
充
・芸術文化分野で手話通訳を担える通訳技術の習得を目的と
した手話通訳研修を実施
（全8回、手話通訳士の資格又は同程度の能力を持つ15名が
受講）
・「東京芸術文化鑑賞サポート助成」を創設し、民間芸術文
化団体等の鑑賞サポートの取組に対し助成を実施（47団
体、62事業を採択）

・各都立文化施設の特性等に応じた、鑑賞サポートツールの
充実や情報サポートの拡充を実施
・都立文化施設や都の文化事業において、公演などの観賞を
支援するツールの導入や、鑑賞サポート付きプログラムを拡
充
・芸術文化分野で手話通訳を担える通訳技術の習得を目的と
した手話通訳研修を実施（全8回、延べ78名が受講）
・芸術文化分野におけるアクセシビリティ向上を確実に進め
られる人材を育成するため、アクセシビリティコーディネー
ター講座を実施（全６回、延べ135名が受講）
・「東京芸術文化鑑賞サポート助成」にデフリンピックの機
運醸成枠を追加し、民間芸術文化団体等の鑑賞サポートの取
組に対し助成を実施（103団体、158事業を採択）

（都立文化施設、都・財団文化
事業）
　窓口受付、ウェブサイト、施
設内サイン等の環境を整備する
とともに、展覧会・公演等で鑑
賞サポート付プログラムを実施

（助成事業）
　芸術文化事業を実施する民間
団体等によるアクセシビリティ
向上の取組に対し助成するとと
もに、必要な知識やノウハウの
提供や専門団体等と連携した相
談対応を実施

○ 生 活
文 化 局

（３）生涯学習・地域活動等への参加の推進

81　青年・成人期の余暇活動支援事業
    青年・成人期の障害者が日中活動や就労
後に過ごす場として、身近な地域に活動の
場を確保し、様々な人々と交流し、社会生
活に必要な、知識や技能の習得のための学
習会や、ボランティア活動参加などの取組
に対して支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　実施区市町村　17区市 実施区市町村　１７区市町村 　継続して実施する。 福 祉 局

５　ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり

（１）福祉のまちづくりの総合的推進

82　障害者に関する調査の実施
　福祉局において、おおむね5年おきに、障
害者（身体障害者、知的障害者、精神障害
者）の生活実態調査を実施する（平成25年
度からは難病患者も調査対象）。
　そのほか、障害者施策の充実に資する調
査を、適宜、実施する。

〔実施主体：東京都〕

東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果の公表
（令和5年度実施）

東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」実施予定
（令和10年度実施、令和11年度結果公表予定）

　継続して実施する。
（次回令和10年度実施、令和
11年度結果公表予定）

福 祉 局

83　市街地再開発事業等における福祉のま
ちづくりの推進
　商工農住が混在している地域、あるいは
木造家屋が密集している木造住宅密集地域
などの環境が悪化している既成市街地にお
いて、市街地再開発事業、土地区画整理事
業、防災街区整備事業、沿道一体整備事業
や延焼遮断帯形成事業の推進にあわせて、
道路・公園・広場などの公共施設のバリア
フリー化を進め、福祉のまちづくりを促進
する。

〔実施主体：東京都〕

【市街地再開発事業】
①指導助成団体
　組合等施行
（都市機構施行含む）
　　59地区
②都施行
　　1地区

【土地区画整理事業】
①指導助成団体
　組合等施行
（都市機構施行含む）
　　34地区
　公共施行
　　21地区
②都施行（個人施行含む）
　　９地区

【防災街区整備事業】
    組合施行
　　6地区
【沿道一体整備事業】
　　5地区
【地域と連携した延焼遮断帯形成事業】
　　3地区

※令和６年度末施行中地区

【市街地再開発事業】
①指導助成団体
　組合等施行
（都市機構施行含む）
　　62地区
②都施行
　　１地区

【土地区画整理事業】
①指導助成団体
　組合等施行
（都市機構施行含む）
　　3５地区
　公共施行
　　21地区
②都施行（個人施行含む）
　　９地区

【防災街区整備事業】
    組合施行
　　6地区
【沿道一体整備事業】
　　5地区
【地域と連携した延焼遮断帯形成事業】
　　3地区

　事業の推進を図る。 都 市
整 備 局

84　鉄道駅総合バリアフリー推進事業（バ
リアフリー基本構想等作成事業）
　地域の面的かつ一体的なバリアフリー化
を推進するため、バリアフリー法に基づき
バリアフリー基本構想及び移動等円滑化促
進方針を作成する区市町村に対し補助を行
う。

〔実施主体：区市町村〕

令和6年度補助実績　４区３市

（内訳）
〇バリアフリー基本構想
町田市、府中市、足立区、中野区、三鷹市

〇移動等円滑化促進方針
葛飾区、府中市、大田区、中野区

（参考）令和６年度末
バリアフリー基本構想作成済み：21区10市10７地区
移動等円滑化推進方針作成済み：6区４市５３地区

令和７年度補助実績　７区２市

（内訳）
〇バリアフリー基本構想
文京区、墨田区、江東区、大田区、渋谷区、中野区、足立
区、府中市、町田市

〇移動等円滑化促進方針
墨田区、中野区

（参考）令和７年度末
バリアフリー基本構想作成済み：21区10市112地区
移動等円滑化推進方針作成済み：6区４市５３地区

　都内の区市町村におけるバリ
アフリー基本構想及び移動等円
滑化促進方針策定の作成を促進
する。

○ 都 市
整 備 局

85　東京都福祉のまちづくり条例の運用等
○建築物、道路、公園、公共交通施設等の
新設または改修の際に、整備基準に適合し
た整備を図る。

○区市町村に委任した届出、指導・助言、
適合証交付等運用事務の円滑な実施に向け
た制度の周知、特例交付金の交付等を行
う。

※所管行政庁：独自条例制定による適用除
外9区市を除く区市町村

〔実施主体：東京都、区市町村〕

　届出件数
　令和６年　１,076件

　届出件数
　令和７年　１,001件

　事業者、都民等に対し、福祉
のまちづくり条例の運用につい
て、一層の推進を図るととも
に、条例の整備基準のうち、遵
守基準より水準の高い努力基準
に適合させている適合証交付施
設のＨＰでの情報提供等、適合
証交付制度についても、周知に
取り組んでいく。

福 祉 局

（再掲）42　「とうきょうユニバーサルデ
ザインナビ」の運用

・高齢者や障害者を含めた全ての人が、外
出時に必要な情報を容易に入手できるよ
う、都内の施設や交通機関等に関するユニ
バーサルデザイン情報及びバリアフリー情
報を集約したポータルサイトを運営する。

〔実施主体：東京都〕

○「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 ○「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 　高齢者や障害者を含めたすべ
ての人が、外出時に必要な情報
を容易に入手できるよう、引き
続き、掲載情報量や情報掲載方
法を充実させていく。

○ 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（再掲）43　バリアフリー情報のオープン
データ化
　車椅子使用者対応トイレの設場場所・設
備等の情報をオープンデータとして提供す
る。

〔実施主体：東京都〕

○オープンデータ化した車椅子使用者対応トイレ等の数
9,260件

○オープンデータ化した車椅子使用者対応トイレ等の数
9,436件

　バリアフリー情報のオープン
データ化の推進に向け、引き続
き実施していく。

〇 福 祉 局

86　区市町村福祉のまちづくりに関する基
盤整備事業
　区市町村が自ら行う福祉のまちづくり条
例に適合した公共的施設、道路、公園の整
備や、小規模店舗など身近な建築物のバリ
アフリー化整備を行う民間事業者に対する
整備費の一部を助成する事業区市町村に対
し支援を行う。

〔実施主体：区市町村〕

○補助実績
　令和６年度　18区14市２町

○補助実績
　令和７年度　16区11市2町

　公共的施設、道路、公園等及
び民間事業者が行うバリアフ
リー化の整備に関する区市町村
の取組を支援する。

福 祉 局

87　バリアフリー法に基づく認定
　バリアフリー法に基づき、建築物移動等
円滑化基準（義務基準）を超え、より高い
レベルの誘導基準に適合する建築物を認定
する。

＊バリアフリー法：「高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促進に関する法律」（平
成18年12月20日施行）

〔実施主体：東京都、区市（所管行政
庁）〕

（累計実績）
　認定実績
     1041件

（累計実績）
　認定実績
     1078件

　バリアフリー法に基づく認定
を促進し、より質の高い建築物
のバリアフリー化を推進する。
認定取得が進むよう、引き続き
広く周知に取り組んでいく。

都 市
整 備 局

88　宿泊施設のバリアフリー化支援事業
　高齢者・障害者等が観光やビジネスのた
めに、都内宿泊施設を安心かつ円滑に利用
できるよう、民間宿泊事業者を対象にバリ
アフリー化の取組を支援する。

〔実施主体：東京都〕

バリアフリー化支援事業
14件5施設（交付決定ベース）

バリアフリー化支援事業
29件10施設（交付申請ベース）

　観光振興施策の一環として、
高齢者・障害者等が観光やビジ
ネスのために、都内宿泊施設を
安心かつ円滑に利用できるよ
う、都内宿泊施設が行うバリア
フリー化の取組を支援し、東京
への旅行者の増加を図る。

産 業
労 働 局

89　東京ひとり歩きサイン計画
　外国人旅行者や障害者、高齢者を含めた
全ての人が安心して東京の観光を楽しめる
ように、ピクトグラム（絵文字）や多言語
で表記した観光案内標識を維持更新する。
また、各区市町村等に対して、案内サイン
の統一化を周知・促進していく。

〔実施主体：東京都〕

設置済の観光案内標識の維持更新を実施 設置済の観光案内標識の維持更新を実施 　観光振興施策の一環として、
外国人旅行者や障害者、高齢者
を含めた全ての人が安心して東
京の観光を楽しめるように、ピ
クトグラム（絵文字）や多言語
で表記した観光案内標識を維持
更新する。また、各区市町村等
に対して、案内サインの統一化
を周知・促進することで、旅行
者の利便性の向上を図る。

産 業
労 働 局

（再掲）70　スポーツ空間バージョンアッ
プ補助事業
　誰もが身近な場所で安全に多様なスポー
ツを楽しめる空間を整備し、都民の日常に
スポーツが溶け込んでいる「スポーツ
フィールド・東京」と、スポーツを通じた
共生社会の実現を目指すため、区市町村が
地域のニーズ等に応じて行うスポーツ空間
のバージョンアップに係る取組を支援す
る。

（対象）
　東京都内において各区市町村が保有する
スポーツ施設等とし、次に掲げる工事とす
る。
①身近なスポーツ環境の拡充に係る工事
②ユニバーサルデザイン化の推進に係る工
事
③国際大会開催等の推進に係る工事
〔実施主体：区市町村〕

補助件数27件
補助金交付額263,674千円

補助件数30件予定（補助金交付額は5月末確定） 　区市町村のスポーツ環境整備
を促進する。

○ スポーツ
推進本部

90　高等学校等への受入れ体制の整備
　都立高校等の校舎においては、改築や大
規模改修の際に「東京都福祉のまちづくり
条例」及び「高齢者、障害者等が利用しや
すい建築物の整備に関する条例」に基づい
た整備を行っている。また、例年障害のあ
る生徒の入学状況を把握し、学校生活に支
障がないかを調査した上で、必要な場合は
簡易的なバリアフリー改修工事を実施して
いる。
　具体的には、
①エレベーターの新設（新築、改築、大規
模改修の際に限る）
②校舎内外の段差解消
③障害者トイレの設置
④廊下・階段の手摺新設
⑤非常用スロープ階段の新設
⑥出入口の扉改造
等を行う。

〔実施主体：東京都教育委員会、東京都公
立大学法人〕

【高等学校】
エレベーター設置
　　　　　159校
校内段差解消
　　　　　  52校
障害者トイレ設置
　　　　　181校
階段手摺設置
　　　　　185校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　121校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　123校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  57校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  99校

【高等学校】
エレベーター設置
　　　　　160校
校内段差解消
　　　　　  52校
障害者トイレ設置
　　　　　181校
階段手摺設置
　　　　　186校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　121校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　123校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  57校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  99校

　近年の高等学校等への入学者
多様化を考慮し、校舎改修をよ
り一層推進していく。

教 育 庁

総 務 局

【附属中学校・
中等教育学校】
エレベーター設置
　　　　　11校
校内段差解消
　　　　　  5校
障害者トイレ設置
　　　　　11校
階段手摺設置
　　　　　11校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　  8校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　  8校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  4校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  7校

【附属中学校・中等教育学校・附属小学校】
エレベーター設置
　　　　　11校
校内段差解消
　　　　　  5校
障害者トイレ設置
　　　　　11校
階段手摺設置
　　　　　11校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　  8校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　  8校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  4校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  7校

教 育 庁

総 務 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

【高等専門学校】
エレベーター設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
校内段差解消
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
障害者トイレ設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
階段手摺設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
スロープ（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（昇降口）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）

【高等専門学校】
エレベーター設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
校内段差解消
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
障害者トイレ設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
階段手摺設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
スロープ（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（昇降口）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）

教 育 庁

総 務 局

91　私立学校における学校施設のバリアフ
リー化への支援
（目的）
　私立学校で行う校舎等の施設設備の整備
が「福祉のまちづくり条例施行規則」の整
備基準に合致するよう、公益財団法人東京
都私学財団に対して補助を行い、間接的に
私立学校の利子負担を軽減する。

（事業内容）
　公益財団法人東京都私学財団が行う低利
での融資事業「私立学校振興資金融資事
業」の中で、手すり、スロープの設置等
「福祉のまちづくり事業」を推進する施設
設備を対象とした融資を行う。（融資限度
額　１件１０億円）
　東京都は当財団が当該融資に必要な資金
を金融機関から借り入れた場合、当該原資
に対して一定の利子補給を行う。

〔実施主体：東京都、公益財団法人東京都
私学財団〕

  特定事業利率
　上限1.000%
　なお、当該特定事業利率は、市中金融機関等における利率
等を勘案して設定

（福祉のまちづくり事業は、特定事業に含まれる。）

  特定事業利率
　上限1.000%
　なお、当該特定事業利率は、市中金融機関等における利率
等を勘案して設定

（福祉のまちづくり事業は、特定事業に含まれる。）

　継続して実施する。 生 活
文 化 局

（２）公共交通機関の整備

92　鉄道駅総合バリアフリー推進事業（鉄
道駅エレベーター等整備事業）
　ＪＲ・私鉄の鉄道駅における円滑な移動
を確保するため、区市町と連携してバリア
フリールート確保に必要なエレベーターや
スロープ、視覚障害者誘導用ブロック等の
整備に対する補助を行う。

〔実施主体：区市町〕

令和６年度補助実績　０駅 令和７年度補助実績　１駅

（内訳）
新整備場駅（東京モノレール）

　段差解消が必要なすべての駅
において、エレベーター等によ
るバリアフリールート整備の促
進を図る。また、既存のバリア
フリールートでは乗換のために
遠回りを余儀なくされたり、一
度改札外を経由する必要がある
駅などにおいて、駅周辺や駅の
特性を考慮し「鉄道駅バリアフ
リーに関する優先整備の考え
方」に基づき、複数・乗換ルー
トを含むエレベーター等の整備
の促進を図る。

○ 都 市
整 備 局

93　鉄道駅総合バリアフリー推進事業
（ホームドア等整備促進事業）
　ＪＲ・私鉄の鉄道駅における安全性を確
保するため、区市町と連携してホームドア
等の整備に対する補助を行う。

〔実施主体：区市町〕

令和６年度補助実績　1７駅

（内訳）
１０万人未満駅：成増駅（東武）、鶯谷駅（ＪＲ）、東村山
駅（西武）、石神井公園駅（西武）、練馬高野台駅（西
武）、初台駅（京王）、西国立駅（ＪＲ）、青物横丁駅（京
急）、矢川駅（ＪＲ）、西新井駅（東武）、梅島駅（東
武）、小菅駅（東武）、久我山駅（京王）

１０万人以上駅：五反田駅（東急）、八王子駅（ＪＲ）、御
茶ノ水駅（ＪＲ）、新小岩駅（ＪＲ）

令和７年度補助実績　1４駅

（内訳）
10万人以上駅：秋葉原駅（JR）、池袋駅（西武）

10万人未満駅：両国駅（JR）、成増駅（東武）、西新井駅
（東武）、保谷駅（西武）、新木場駅（東臨）、豪徳寺（小
田急）、千歳船橋（小田急）、喜多見（小田急）、富士見ヶ
丘駅（京王）、祖師ヶ谷大蔵駅（小田急）、大森町駅（京
急）、六郷土手駅（京急）

　「鉄道駅バリアフリーに関す
る優先整備の考え方」に基づ
き、駅ホームにおける安全対策
の充実を図る。JR・私鉄駅にお
いて、2028年度までに約6割の
駅にホームドア整備を目指す。

○ 都 市
整 備 局

94　鉄道駅総合バリアフリー推進事業（鉄
道駅バリアフリートイレ等整備促進事業）
　ＪＲ・私鉄の鉄道駅における車椅子使用
者だけでなく、乳幼児連れの方等、多様な
利用者の利便性を向上するため、区市町と
連携してバリアフリートイレの整備や機能
の分散配置に対する補助を行う。

〔実施主体：区市町〕

令和６年度補助実績　1駅

(内訳）
多摩センター駅（多摩都市モノレール）

令和7年度実績　2駅

（内訳）
羽田空港第1ターミナル（東モノ）、千鳥町（東急）

　バリアフリートイレの整備及
び多様な人が利用できる設備や
機能の一部を一般便房に分散配
置することで、駅利用者の利便
性向上を図る。

都 市
整 備 局

95　だれにも乗り降りしやすいバス整備事
業
　公共性が高く、重要な移動手段である民
営路線バスについて、高齢者をはじめ、だ
れにも乗り降りしやすいノンステップバス
購入経費の一部を補助することにより、ノ
ンステップバスの導入促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　3,616両
（補助実績の合計）

3,622両
（補助実績の合計）

　都内民営路線バスのうち、ノ
ンステップ整備が必要な全ての
車両を整備。

都 市
整 備 局

96　都営交通の施設・設備の整備
①バリアフリールートの充実

②地下鉄車両へのフリースペースの導入

③地下鉄駅におけるホームと車両の段差・
隙間の縮小
　車椅子使用者が駅員等の介助なしに車両
に乗降しやすくするため、浅草線及び三田
線において、ホームと車両の段差・隙間の
縮小に向けた取組を進める。

〔実施主体：東京都〕

①新規整備駅なし

②大江戸線１編成更新

③三田線での対策工事完了

①大江戸線春日駅のエレベーターを整備

②大江戸線4編成更新

③令和6年度末で完了済み

①令和４年度から６年度の３か
年合計でエレベーター６駅整備

②車両更新に合わせて順次導入
※浅草線は令和３年度までに全
２７編成更新完了

③・三田線での対策完了（令和6
年度）

○ 交 通 局

97　アクセシブル・ツーリズム支援事業
　高齢者や障害者等が積極的に外出して、
様々な交通機関等を快適に利用しながら旅
行などを行う、アクセシブル・ツーリズム
の充実に向けた取組を推進する。

〔実施主体：東京都〕

・シンポジウムの開催：延べ856名（オンライン参加者数：
732名、来場者数：124名）
・観光関連事業者向けセミナー：20回

・シンポジウムの開催：延べ998名（オンライン参加者数：
494名、来場者数：504名）
・観光関連事業者向けセミナー：20回

　観光振興施策の一環として、
高齢者や障害者等が積極的に外
出して、様々な交通機関等を快
適に利用しながら旅行などを行
う、アクセシブル・ツーリズム
の充実に向けた取組を推進し、
東京都への旅行者の増加を図
る。

○ 産 業
労 働 局

98　観光バス等バリアフリー化支援事業
　高齢者や障害者が安心して都内観光を楽
しめる環境を整備するため、主要な交通イ
ンフラであるリフト付観光バスの導入等を
支援する。

〔実施主体：東京都〕

　補助金による支援件数：0台（交付決定ベース） 　補助金による支援件数：0台（交付決定ベース） 　観光振興施策の一環として、
高齢者や障害者が安心して都内
観光を楽しめる環境を整備する
ため、主要な交通インフラであ
るリフト付観光バスの導入等を
支援し、東京都への旅行者の増
加を図る。

産 業
労 働 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（３）道路の整備

99　安全で快適な歩道の整備・道路のバリ
アフリー化
①安全で快適な歩道の整備
　歩道が無い又は狭い箇所において、バリ
アフリーに配慮した幅員2.0m以上の歩道を
整備し、誰もが安全で安心して通行できる
歩行空間を創出する。

②道路のバリアフリー化
平成28年3月に策定した「東京都道路バリ
アフリー推進計画」に基づき、駅・生活関
連施設を結ぶ都道のバリアフリー化を推進
する。
　また、道路のバリアフリー化を東京
2020大会のレガシーとして次世代に引き
継ぐため、主要な駅周辺での特定道路の面
的なバリアフリー化を推進する。

〔実施主体：東京都〕

①令和6年度整備延長
　　１km
　令和6年度末現在
　整備対象延長
　　1,869km
　幅員2m以上の歩道
　　1,206km

②駅・生活関連施設を結ぶ都道　67km
（累計）

　主要な駅周辺での特定道路の都道　132ｋｍ（累計）

①令和７年度整備延長
　　　2km
　令和７年度末現在
　　整備対象延長
　　　1,868km
　　幅員2m以上の整備済歩道
　　　1,209km

②駅・生活関連施設を結ぶ都道　68km（累計）

　主要な駅周辺での特定道路の都道　133ｋｍ（累計）

①継続して整備を推進する。

②継続して整備を推進する。

○ 建 設 局

100　横断歩道橋のバリアフリー化
　既設歩道橋等において機械式昇降装置
（エレベーター）やスロープなどを設置
し、バリアフリー化を図る。

〔実施主体：東京都〕

（実績なし） 飯田橋歩道橋にエレベーターを設置 　継続して事業を推進する。 建 設 局

101　高齢者・障害者ドライバーに配慮し
た道路等の整備
　渋滞のない効率的で利便性の高い都市の
実現は、高齢者や障害者を含めた全ての人
の安全かつ快適な移動を可能とする。この
ため、都市計画道路を中心とした広域的な
道路ネットワークの充実や道路と鉄道の立
体交差化を図り、交通環境のバリアフリー
化を推進する。

〔実施主体：東京都〕

（令和５年度末）
　都市計画道路整備状況
　区部　1,186km
　多摩　901km
（都市整備局集計）

（令和６年度末）
　都市計画道路整備状況
　区部　1,196km
　多摩　901km
（都市整備局集計）

　継続して整備を推進する。 ○ 建 設 局

102　無電柱化の推進
　都市防災機能の強化、安全で快適な歩行
空間の確保、良好な都市景観の創出を図る
ため、電線類を地下に収容し、無電柱化を
推進する。無電柱化事業を実施する場合
は、沿道状況を勘案し、可能な限り舗装復
旧工事に併せてバリアフリー化の整備を実
施していく。

〔実施主体：東京都〕

1,121km 1,146km 　継続して整備を推進する。 ○ 建 設 局

103　視覚障害者誘導用ブロック等の設置
　視覚障害者が安全かつ円滑に移動できる
ようにするため、視覚障害者誘導用ブロッ
ク等を設置する。

〔実施主体：東京都〕

12,033か所 12,321か所 　継続して整備を推進する。 建 設 局

104　路上放置物等の是正指導、広報
（建設局）
　安全で快適な通行を確保するため、日常
のパトロールにおいて、歩道上の置き看板
や、商品置き場など道路の不適正使用を発
見した場合は、その場で是正指導を行う。
　また、リーフレット等により都民に対し
て普及啓発に努めていく。

（警視庁）
　安全で快適な通行を確保するため、広告
宣伝等を目的とした看板を道路上に設置し
ているもの、及び歩道を自転車、商品等の
置き場としているものなどに対し、点検、
是正、指導を行う。
　また、官民合同パトロールや各種広報活
動等の機会を通じ、都民の理解と協力を求
めていく。

〔実施主体：東京都、警視庁〕

（建設局）
・日常パトロールにおいて、歩道上の置き看板や、商品置き
場など道路の不適正使用を発見した場合は、その場で是正指
導を実施。
・リーフレット等により都民に対して普及啓発を実施。

（警視庁）
・年間を通じて広報活動、官民一体となった合同パトロール
等を実施し、路上放置物等の是正指導を推進した。

（建設局）
・日常パトロールにおいて、歩道上の置き看板や、商品置き
場など道路の不適正使用を発見した場合は、その場で是正指
導を実施。
・リーフレット等により都民に対して普及啓発を実施。

（警視庁）
・年間を通じて広報活動、官民一体となった合同パトロール
等を実施し、路上放置物等の是正指導を推進した。

（建設局）
・是正指導の着実な実施
・効果的な広報の実施

（警視庁）
　継続して実施する。

建 設 局

警 視 庁

105　視覚障害者用信号機、エスコート
ゾーンの設置
　視覚障害者等が、横断歩道を安全に渡る
ため、擬音（鳥の鳴き声）によって青信号
であることを知らしめる視覚障害者用信号
機の整備を推進するとともに、エスコート
ゾーンを整備する。

〔実施主体：警視庁〕

整備箇所数
　　144か所

（内訳）
・視覚障害者用信号機
　　47か所

・エスコートゾーン
　　97か所

整備箇所数
　　228か所

（内訳）
・視覚障害者用信号機
　　32か所

・エスコートゾーン
　196か所

　継続して実施する。 警 視 庁

106　道路標識の整備
　見やすく、分かりやすい道路標識を整備
するため、道路交通環境に応じた道路標識
の大型化、超高輝度化等を図る。

〔実施主体：警視庁〕

整備数
　　7,197本

（内訳）
・新設・更新数（標識柱・標識板の新設・更新）
　　7,197本

"整備数
　　22,022本

（内訳）
・新設・更新数（標識柱・標識板の新設・更新）
　　22,022本"

　継続して実施する。 警 視 庁

（４）公園、河川等の整備

107　海上公園における障害者向け配慮
　海上公園を車いす使用者、高齢者、妊婦
など誰もが円滑に利用することができるよ
う、公園便所における既設和式便器の洋式
化を図る。また、新設時も「車椅子使用者
トイレ」等を備えた整備を図る。

〔実施主体：東京都〕

車椅子使用者トイレ設置状況
　　 25公園/40公園
　　 69棟/79棟

車椅子使用者トイレ設置状況
　　 26公園/40公園
　　 71棟/81棟

　既設公園の改良及び新規公園
の整備については、「東京都福
祉のまちづくり条例」に基づき
整備・拡充を図る。

港 湾 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

108　海岸保全施設整備に合わせたバリア
フリー化等の推進
　誰もが水に親しめるよう、東京港におけ
る都の海岸保全施設（防潮堤、内部護岸）
整備に当たり、想定される最大級の地震や
台風への備えとしての機能を確保しつつ、
周辺の土地利用なども考慮した上で地元区
とも連携し、可能な限りバリアフリー化の
推進を図る。

〔実施主体：東京都（取付部等は区）〕

①防潮堤整備
　58.1km

②内部護岸整備
　39.9km

①防潮堤整備
　58.4km

②内部護岸整備
　39.9km

　事業の推進を図る。 ○ 港 湾 局

109　河川整備に合わせたバリアフリー化
等の推進
　誰もが水辺に親しめるように、河川の整
備に併せ、管理用通路や緩傾斜型護岸を設
置したり、スーパー堤防の整備におけるス
ロープの設置やテラスの連続化を図るな
ど、可能な限りバリアフリー化の推進を図
る。
　また、整備済の箇所においても、堤防・
護岸の緑化などにより、水辺の散策路での
環境の充実を図る。

①中小河川整備での取組
・護岸整備に合わせた管理用通路の設置
・背後に余裕のある場合は、緩傾斜型護岸
で整備し、併せてスロープを設置する。

②低地河川整備での取組
・スーパー堤防等の整備に併せ、スロープ
の設置を図る。また、テラスの連続化やス
ロープの設置などを推進し、バリアフリー
化を図る。

③整備済河川での取組
・整備済の箇所において、堤防・護岸の緑
化などにより、水辺の散策路での環境の充
実を図る。

〔実施主体：東京都〕

①中小河川整備
　222.3km

②低地河川整備
○高潮防御施設整備
　159.9km
○江東内部河川整備
　41.0km
○スーパー堤防等の整備
　19.8km
○テラスの整備
　47.0km

③整備済河川での環境整備
○大栗川、乞田川等で緑化

①中小河川整備
　223.0km

②低地河川整備
○高潮防御施設整備
　159.9km
○江東内部河川整備
　41.1km
○スーパー堤防等の整備
　19.8km
○テラスの整備
　47.0km

③整備済河川での環境整備
○大栗川、乞田川等で緑化

　事業の推進を図る。 ○ 建 設 局

110　都立公園の整備
　緑のネットワークの拠点となる都立公園
について、新規及び既設の公園整備の際に
は、「東京都福祉のまちづくり条例」に
沿って整備を進める。主な整備内容は、園
路等の段差解消、スロープの設置、車いす
対応の水飲み等の設置等である。

〔実施主体：東京都〕

都立公園面積
　　令和６年度
　　　2,075ha

都立公園面積
　　令和６年度
　　　2,075ha

　新規の公園整備及び既設の公
園整備において、引き続き、
「東京都福祉のまちづくり条
例」「東京都立公園における移
動等円滑化の基準に関する条
例」に沿って整備を進める。

建 設 局

（５）住宅の整備

111　既存の都営住宅のバリアフリー化
（エレベーター設置事業）の推進
　都営住宅等の建替えに当たっては、良質
な住宅供給を推進する観点からバリアフ
リー化を行っている。
　既存の都営住宅についても、エレベー
ターやスロープの設置などのバリアフリー
化を進める。

〔実施主体：東京都〕

　令和６年度　６基

　　（累計）
　　　　　1,62６基

令和7年度　６基

（累計）
　　　　　1,632基

　既存の都営住宅において、エ
レベーター（スロープも含む)の
設置を進める。

住 宅
政 策
本 部

112　都営住宅団地の建替えに伴う地域開
発整備
　都営住宅の建設時に良好な市街地の形成
と生活環境及び福祉の向上に寄与すること
を目的として、公共・公益的施設を「東京
都が行う公共住宅建設に関する地域開発要
綱」に基づき地元自治体の基本構想等に整
合させながら整備する。

〔実施主体：区市町村等〕

（実績なし） （実績なし） 　地元自治体の要望等に基づき
着実に推進する。

住 宅
政 策
本 部

施策目標Ⅱ　地域における自立生活を支える仕組みづくり

１　地域におけるサービス提供体制の整備

（１）地域居住の場の整備

113　グループホームの整備・運営の支援
（障害者施策推進区市町村包括補助事業を
含む）
　障害者の地域社会における自立を支援す
るため、生活の場を提供し、食事の介護そ
の他必要な援助等を行う。

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せするなど補
助の拡充を実施する。

〔実施主体：東京都〕

　2,905か所
　定員15,736人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　846人

　3,083か所
　定員16,770人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　1,034人

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　2,700人

○ 福 祉 局

◇障害者グループホーム事業を行う社会福
祉法人等に、既設の都営住宅を提供する。
（住宅政策本部）

◇都営住宅におけるグループホーム
　10団地　24戸

◇都営住宅におけるグループホーム
　11団地　25戸

◇事業を行う社会福祉法人等か
らの要望を受け、順次、実施す
る。

住 宅
政 策
本 部

114　障害者グループホーム体制強化支援
事業
　特別な支援を必要とする重度の利用者を
受け入れるために、手厚い職員配置や支援
スキルの共有を行っているグループホーム
に対し、体制確保のための補助を行う。

〔実施主体：東京都〕

体制強化Ⅰ　270ユニット
体制強化Ⅱ　  61ユニット
体制強化Ⅲ　  20ユニット
（※Ⅱのうち５8はⅠの内数、Ⅲのうち16はⅡの内数）

体制強化Ⅰ　290ユニット
体制強化Ⅱ　  83ユニット
体制強化Ⅲ　  38ユニット
（※Ⅱのうち79はⅠの内数、Ⅲのうち30はⅡの内数）

　事業の推進を図る。 〇 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

115　重度身体障害者グループホームの運
営の支援（障害者施策推進区市町村包括補
助事業を含む）
　重度の身体障害者に対し、低額な料金で
日常生活に適する居室その他の設備を利用
させるとともに、介助員を配置するほか地
域資源（ヘルパー等）を活用して地域生活
を実現する。

〔実施主体：区市町村〕

　9か所
　定員58人

　8か所
　定員54人

　継続して実施する。 福 祉 局

116　グループホーム地域ネットワーク事
業（障害者施策推進区市町村包括補助事
業）
　地域のグループホーム同士がネットワー
クを構築し、職員の人材育成やグループ
ホーム相互の連携強化等を進めることで、
援助の質の向上を図る。

〔実施主体：区市町村〕

　4区市で実施 　５区市で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

117　医療連携型グループホーム事業（障
害者施策推進区市町村包括補助事業）
　障害者グループホームにおいて、医療的
ケアが必要な障害者に医療支援を行う生活
支援員等を配置するとともに、医療連携ケ
ア会議等により、医療的ケアが必要な障害
者のグループホーム受入促進に主体的に取
り組む区市町村を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　3区で実施 　４区で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（２）日中活動の場の整備

118　日中活動の場（通所施設等）の整
備・運営の支援（障害者施策推進区市町村
包括補助事業を含む）
　特別支援学校の卒業生等の利用希望に応
えるため、多様な日中活動の場（通所施設
等）を確保し、必要な支援を提供する。
①生活介護
②自立訓練（機能訓練・生活訓練）
③就労移行支援
④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。ただし、利用
者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに
対応するもの及び地域生活支援の拠点とな
るものに限る。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せするなど補
助の拡充を実施する。

〔実施主体：東京都〕

定員58,518人
（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の合
計）
※障害者支援施設における日中活動系サービスを含む。
※児童福祉施設における生活介護等を除く。

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　1,263人
（重症心身障害児（者）通所分76人を含む。施設整備補助
はうち15人）

定員58,987人
（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の合
計）
※障害者支援施設における日中活動系サービスを含む。
※児童福祉施設における生活介護等を除く。

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　305人
（重症心身障害児（者）通所分28人を含む。施設整備補助
はうち15人）

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　5,100人
（重症心身障害児（者）通所分
200人を含む。）

○ 福 祉 局

（３）在宅生活を支えるサービスの充実

119　訪問系サービス（ホームヘルプサー
ビス等）の充実
①居宅介護（ホームヘルプ）
　自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を
行う。
②重度訪問介護
　重度の肢体不自由者等で常に介護を必要
とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事
の介護、外出時における移動支援などを総
合的に行う。
③同行援護
　視覚障害により、移動に著しい困難を有
する人に、移動に必要な情報の提供（代
筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支
援を行う。
④行動援護
　自己判断能力が制限されている人が行動
するときに、居宅内や外出時における危険
を回避するために必要な支援を行う。
⑤重度障害者等包括支援
　介護の必要性がとても高い人に、居宅介
護等複数のサービスを包括的に行う。

〔実施主体：区市町村〕

（令和7年3月利用分、国保連データによる）
1,101,041時間
24,128人

（令和8年2月利用分、国保連データによる）
1,062,718時間
24,678人

　各区市町村において必要と見
込んだサービス量を確保し、日
常生活に必要なサービスを提供
することにより障害者（児）の
自立と社会参加を促進する。

福 祉 局

120　短期入所事業（ショートステイ）の
充実（障害者施策推進区市町村包括補助事
業を含む）
　介護者の事情による場合など必要なとき
に、障害者（児）が短期間、身近な地域で
必要な支援を受けられるよう、短期入所事
業（ショートステイ）の充実を図る。

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せする加算を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

　定員1,395人

　うち重症心身障害児（者）
　定員153人
　

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　　　34人

　定員1,459人

うち重症心身障害児（者）
　定員159人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　　　64人

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　140人

福 祉 局

121　短期入所開設準備経費等補助事業
　障害者（児）の地域生活支援の更なる推
進を図るため、賃貸物件を活用した短期入
所の新設・増設に係る準備経費への補助を
行う。

〔実施主体：東京都〕

　１２事業所（２７人） 14事業所（23人） 　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　140人

福 祉 局

19 



事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

122　障害福祉サービス等医療連携強化事
業（障害者施策推進区市町村包括補助事
業）
　医療的ケアを要する障害者への支援のた
め、障害者支援施設等に看護師を配置し、
短期入所事業所等と訪問看護事業所の連携
構築や地域の障害者等に対する医療的な相
談支援等に取り組む区市町村を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　1区で実施 1区で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（４）用地の確保

123　定期借地権の一時金に対する補助
　施設用地確保のために、定期借地権を設
定した場合の一時金の一部を助成すること
により、日中活動系サービス事業所やグ
ループホーム等の整備促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

2か所 ０か所 　事業の推進を図る。 福 祉 局

124　借地を活用した障害者（児）施設設
置支援事業
　障害者（児）の日中活動の場及び住まい
の場等を確保するため、また、事業者の事
業開始初期の経営の安定化を目的として、
国有地又は民有地を借り受けて、障害者
（児）施設の整備を行う事業者に対し、借
地料の一部を補助する。

〔実施主体：東京都〕

20か所 ２２か所 　事業の推進を図る。 福 祉 局

125　都有地活用による地域の福祉インフ
ラ整備事業
　都有地の減額貸付けを行い、障害福祉
サービス基盤の整備促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

21か所 ２０か所 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（５）強度行動障害を有する障害者

126　強度行動障害支援者養成研修（東京
都地域生活支援促進事業）
　強度行動障害を有する者等に対し、適切
な支援を行う職員等の人材育成を進める。

①強度行動障害支援者養成研修（基礎研
修）
②強度行動障害支援者養成研修（実践研
修）

〔実施主体：東京都〕

研修修了者数
　①2,230人
　②1,025人

研修修了者数
①2,769人
②1,415人

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

２　地域生活を支える相談支援体制等の整備

（１）相談支援体制の整備

127　相談支援従事者研修（東京都地域生
活支援事業）
　障害者等の意向に基づく地域生活を実現
するために必要なサービスの総合的かつ計
画的な利用支援等のため、サービス等利用
計画及び障害児支援利用計画を作成する相
談支援専門員の養成及び資質の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

①東京都
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　1回
・主任研修　　　　　1回
・専門コース別研修　2回
②指定研修事業者
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　0回

①東京都
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　1回
・主任研修　　　　　1回
・専門コース別研修　1回
②指定研修事業者
・初任者研修　　　　5回
・現任研修　　　　　9回

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

128　精神障害者地域移行体制整備支援事
業（東京都地域生活支援事業）
　いわゆる「社会的入院」の状態にある精
神障害者が円滑な地域移行や安定した地域
生活を送るための体制整備を行うととも
に、精神科医療機関と地域との相互理解及
び連携強化の推進により、精神障害者が望
む地域生活の実現を図り、もって精神障害
者の福祉の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

○地域移行促進事業
・指定一般相談支援事業所等への指導・助言（連絡調整、会
議等への参加を含む）　9,162件
　協力病院　62病院
・地域移行関係職員に対する研修（オンデマンド配信）　１
回開催
○グループホーム活用型ショートステイ事業
　利用者数　94人
　利用日数　823日
○地域生活移行支援会議（圏域別会議含む）　8回開催

○地域移行促進事業
・指定一般相談支援事業所等への指導・助言（連絡調整、会
議等への参加を含む）7,461 件
　協力病院　62病院
・地域移行関係職員に対する研修（オンデマンド配信）　１
回開催
○グループホーム活用型ショートステイ事業
　利用者数　96人
　利用日数　722日
○地域生活移行支援会議（圏域別会議含む）　8回開催

　事業の推進を図る。 福 祉 局

129　精神障害者社会復帰支援事業（障害
者施策推進区市町村包括補助事業）
　地域活動支援センターの機能に加えて、
専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の
社会基盤との連携強化のための調整、地域
住民ボランティア育成、障害に対する理解
促進を図るための普及啓発等の事業を実施
する施設の運営を支援する。

（運営支援の対象）
　旧「精神障害者地域生活支援センター」
から地域活動支援センターⅠ型に移行した
施設
　相談支援事業を併せて実施しているか又
は区市町村から相談支援事業の委託を受け
ていることを要件とする。

〔実施主体：区市町村〕

　35区市で実施 ３３区市で実施 　継続して実施する。 福 祉 局

130　東京都心身障害者福祉センターの運
営
　身体障害者・知的障害者の生活の質の向
上と自立を促進するため、区市町村、サー
ビス事業者、地域の支援機関等に対する専
門的・技術的支援、障害福祉に従事する人
材の養成、都民に対する広報、普及・啓発
など、専門的・広域的に区市町村や地域の
支援機関を支援する。
　また、高次脳機能障害など、広域的・専
門的な対応が必要な障害に関する支援を
行っていく。
　
〔実施主体：東京都〕

・区市町村・関係機関等向け支援
　　　　　３７件

・障害者総合支援法等関連研修
　　　　　１３回開催

・自立支援協議会セミナーの開催
　　　１５４名参加

・高次脳機能障害相談窓口への相談件数
　　　４２４件

・区市町村・関係機関等向け支援
　　　　　３０件

・障害者総合支援法等関連研修
　　　　　１2回開催

・自立支援協議会セミナーの開催
　　　　１７８名参加

・高次脳機能障害者相談窓口への相談件数
　　　　４０１件

　専門的・広域的に区市町村や
地域の支援機関への支援を行
う。

福 祉 局
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131　都立（総合）精神保健福祉センター
の運営
　都における精神保健福祉の技術的中核機
関として、区市町村や保健所等関係諸機関
に対する技術指導・援助、教育研修、普及
啓発、調査研究、精神保健福祉相談及び組
織育成など、専門的・広域的に区市町村や
地域の支援機関を支援する。

　精神保健福祉センター
　　　　　　　　（昭和41年度開設）
　中部総合精神保健福祉センター
　　　　　　　　（昭和60年度開設）
　多摩総合精神保健福祉センター
　　　　　　　　（平成4年度開設）

〔実施主体：東京都〕

・相談及び訪問指導件数
　　29,031件

・技術指導・援助及び協力組織の育成
　　13,110件

・教育・研修
　　　５9回
　　　10,364人

・普及活動
　　　23,523件

・相談及び訪問指導件数
　　36,852件

・技術指導・援助及び協力組織の育成
　　10,708件

・教育・研修
　　　５4回
　　　8,360人

・普及活動
　　　12,721件

　専門的・広域的に区市町村や
地域の支援機関への支援を行
う。

福 祉 局

132　東京都自立支援協議会
　障害者（児）が基本的人権を享有する個
人としての尊厳にふさわしい日常生活又は
社会生活を営むことができる地域社会を構
築するため、相談支援体制を始めとする障
害保健福祉に関する方策を協議する場とし
て設置する。

〔実施主体：東京都〕

　4回開催（協議会形式3回、セミナー形式1回） 4回開催（協議会形式3回、セミナー形式1回） 　継続して実施する。 福 祉 局

133　精神障害計画相談支援従事者等養成
研修事業
　指定特定相談事業所等に対して、精神障
害者に対する地域移行支援等の基本的知識
及び技術の習得等に資する内容の研修を行
い、地域移行・地域定着を担う事業所の資
質向上と拡大を図る。

〔実施主体：東京都〕

　2回開催
　研修修了者数　170人

　2回開催
　研修修了者数　158人

　精神障害者地域移行・地域定
着を担う事業所の資質向上と拡
大を図る。

福 祉 局

134　東京都発達障害者支援センターの運
営（東京都地域生活支援事業）
　発達障害児（者）及びその家族に対する
支援を総合的に行う地域の拠点として、発
達障害に関する各般の問題について発達障
害児（者）及びその家族からの相談に応
じ、適切な指導又は助言を行うとともに、
関係施設との連携強化等により、発達障害
児（者）に対する地域における総合的な支
援体制の整備を推進する。

（対象）
　自閉症、アスペルガー症候群その他の広
汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性
障害、その他これに類する脳機能の障害で
あって、その症状が通常低年齢で発現する
者のうち、言語の障害、協調運動の障害そ
の他心理的発達の障害並びに行動及び情緒
の障害を有する障害児（者）及びその家族

〔実施主体：東京都〕

①相談支援・発達支援件数
　　2,539件

②就労支援件数
　　343件

③普及啓発
　講演会等
　　パンフレット等の作成
　　１回開催

①相談支援・発達支援件数
　　2,303件

②就労支援件数
　　426件

③普及啓発
　講演会等
　　パンフレット等の作成
　　１回開催

　継続して実施する。 福 祉 局

135　高次脳機能障害支援普及事業（東京
都地域生活支援事業）
　高次脳機能障害者及びその家族に対する
専門的な相談支援を行うとともに、区市町
村や関係機関との地域支援ネットワークの
充実を図り、高次脳機能障害者に対する適
切な支援が提供される体制を整備する。
　区市町村や関係機関の職員等への研修を
実施し、地域における適切な支援の普及・
啓発を図り、高次脳機能障害者が自立した
日常生活又は社会生活を営むことができる
ようにする。

（支援拠点）
　東京都心身障害者福祉センター

（事業内容）
①相談支援
②支援ネットワークの構築
③都民や支援機関等への広報、普及・啓
発、人材育成

〔実施主体：東京都〕

○新規相談件数
　　252件

○相談支援体制連携調整委員会
　　2回開催

○支援従事者向け研修会及び連絡会の開催

○就労準備支援プログラムの実施

○社会生活評価プログラムの実施

○専門的リハビリテーションの充実事業を島しょ二次保健医
療圏を除く12圏域で実施

○新規相談件数
　　274件

○相談支援体制連携調整委員会
　　2回開催

○支援従事者向け研修会及び連絡会の開催

○就労準備支援プログラムの実施

○社会生活評価プログラムの実施

○専門的リハビリテーションの充実事業を島しょ二次保健医
療圏を除く12圏域で実施

　事業の推進を図る。 福 祉 局

136　障害児等療育支援事業（東京都地域
生活支援事業）
　在宅心身障害児（者）の地域生活を支援
するため、以下の事業を行う。
①在宅支援訪問療育等指導事業
　相談・指導班を編成して、必要とする地
域又は希望する家庭を定期的若しくは随時
訪問して、在宅心身障害児（者）に対する
各種相談・指導を行う。
②在宅支援外来療育等指導事業
　外来の方法により、地域の心身障害児
（者）に対し、各種相談・指導を行う。
③施設支援一般指導事業
　障害児通所支援事業所及び障害児保育を
行う保育所等の職員に、療育技術の指導を
行う。
　
〔実施主体：東京都〕

8施設
　　都立　3施設
　　民間　5施設

8施設
　　都立　3施設
　　民間　5施設

　継続して実施する。 福 祉 局
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137　保健所の機能の充実
　身近なサービスを提供する市町村への支
援や障害者や関係機関に対する相談支援の
充実など、広域的・専門的・技術的拠点と
しての機能を充実する。

（主な事業）
・障害者施設等の入所者等に対する受託検
診
・障害者等歯科保健医療推進対策事業
・精神保健福祉相談・訪問指導
・精神障害者社会適応訓練事業（専門グ
ループワーク）
・在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
・地域の関係機関、障害者施設職員等を対
象とした人材育成や普及啓発（研修・講演
会等）

〔実施主体：東京都〕

　都保健所　6所
　（令和７年4月1日現在）

　都保健所　6所
　（令和８年4月1日現在）

　各種事業、保健活動を通じて
保健所の機能の充実を図る。

福 祉 局

保健医療
局

138　夜間こころの電話相談事業
　夜間に起こるこころ（精神）の状態悪化
（孤独感、不安感、憂うつ、抑うつ等）に
関する電話相談に対応できる体制（都内全
域）を確保し、相談者のストレス（不安感
等の症状）の解消や医療への受診を働きか
けることによって、病状悪化や自殺の予防
を図る。

〔実施主体：東京都〕

　相談電話件数
　　15,506件

　相談電話件数
　15,491件

　継続して実施する。 福 祉 局

139　障害者社会参加推進センター事業
（東京都地域生活支援事業）
　障害の有無にかかわらず、誰もが家庭や
地域で明るく暮らすことができる社会づく
りに向けて、障害者自らによる諸種の社会
参加促進施策の体系的、効果的、効率的な
推進を図り、障害者の地域における自立生
活と社会参加を促進するための障害者社会
参加推進センターを設置する団体に対して
補助を行う。

（センターの主な事業内容）
・社会参加推進協議会の設置
・専門相談（法律相談、雇用相談）
・普及啓発

〔実施主体：民間団体〕

・社会参加推進協議会　2回

・普及啓発：障害者週間イベント

・相談　35件

・社会参加推進協議会　2回

・普及啓発：障害者週間イベント

・相談　３5件

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）44　障害者デジタル技術支援総合
基盤整備事業（東京都地域生活支援事業）
　障害者に対するデジタル技術利用相談支
援を実施するとともに、区市町村の障害者
デジタル技術活用支援体制を整備するため
に、区市町村職員等を対象とした研修を実
施し、もって障害者の自立と社会参加促進
に資する。

①デジタル技術に関する利用相談・情報提
供
②デジタル技術活用支援者養成研修の実施

〔実施主体：東京都〕

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,184件
　ＨＰアクセス数
　　8,616件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  81人
<出張型>  69人

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,548件
　ＨＰアクセス数
　　15,224件(※HP不具合によりR7.9～R8.3までの集計)

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8８人
<出張型>  27人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

140　地域生活定着促進事業
　高齢であり又は障害を有するため、福祉
的な支援を必要とする矯正施設退所予定者
又は被疑者等に対して、地域生活定着支援
センターを設置し、身体の拘束が解かれた
後直ちに福祉サービスへとつなぎ、社会復
帰を支援する。
　センターは、矯正施設退所後に必要な福
祉サービス等のニーズを入所中から把握
し、受入施設等の確保や福祉サービス等の
申請支援を行うコーディネート業務、受入
施設等に対するフォローアップ業務を実施
する。また、釈放後に必要な援助等を継続
的に行う被疑者等支援業務や、本人又はそ
の家族、関係者等に相談支援業務等を実施
する。

〔実施主体：東京都〕

　コーディネート開始数
　161人

　コーディネート開始数
　174人

　事業対象者が、身体の拘束が
解かれた後、適切な場で必要な
支援が受けられるよう、刑事司
法関係機関や地域の福祉関係機
関等と連携し、事業の円滑な実
施を図る。

福 祉 局

141　特定相談連携強化支援事業
　特定相談支援事業者が関係機関等と連携
するための経費を補助する区市町村の取組
を支援し、障害者の地域移行の促進を図
る。

（実績なし） 3区市町で実施 　事業の推進を図る 福 祉 局

142　一般相談連携強化支援事業
　一般相談支援事業者が保健所等と連携す
るための経費を補助する区市町村の取組を
支援し、精神障害者の精神科病院からの地
域移行等、障害者の地域移行・定着の促進
を図る。

1市 4区市町で実施 　事業の推進を図る 福 祉 局

143　東京都障害者相談支援体制整備事業
　区市町村等を対象に相談支援に関するア
ドバイザー派遣等を実施により、地域の
ネットワーク構築を支援することで、相談
体制整備の推進を図る。

14区市町で実施 9区市町で実施 　事業の推進を図る 福 祉 局

144　ヤングケアラー支援事業
　ヤングケアラーを早期に発見して適切な
支援につなげられるよう、関係機関の連携
強化を一層促進するとともに、ヤングケア
ラーが抱える悩みを相談・共有するための
相談支援体制を整備する。

〔実施主体：東京都、民間団体〕

・ヤングケアラー・コーディネーター事例集の作成
・ヤングケアラー・コーディネーター向け研修の実施
・ヤングケアラー・コーディネーターの配置促進支援の実施
・ピアサポート等の悩み相談や家事支援ヘルパー派遣、キャ
リア相談やレスパイト・自己発見等のイベント開催等を行う
団体、悩みや経験を共有するオンライン等のサロンを設置運
営する団体への支援の実施

・ヤングケアラー支援マニュアルの改訂
・ヤングケアラー・コーディネーター向け研修の実施
・ヤングケアラー・コーディネーターの配置促進支援の実施
・ピアサポート等の悩み相談や家事支援ヘルパー派遣、キャ
リア相談やレスパイト・自己発見等のイベント開催等を行う
団体、悩みや経験を共有するオンライン等のサロンを設置運
営する団体への支援の実施

　ヤングケアラーを早期に発見
して適切な支援につなげられる
よう、関係機関の連携強化を一
層促進するとともに、ヤングケ
アラーが抱える悩みを相談・共
有するための相談支援体制を整
備する。

〇 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（２）障害福祉サービス等の質の確保・向上

145　指導検査における区市町村との連携
　障害福祉サービス事業者等の指導に従事
する区市町村の職員に対し、指導検査に関
する情報・ノウハウを提供し、業務の理解
を深めることを目的として、平成２０年度
から「指導検査支援研修会」を実施してい
る。
　また、東京都と区市町村との情報交換及
び実務に関する連絡調整を定期的に行い、
東京都全体の指導検査体制の充実を図るこ
とを目的として、平成２２年度に「障害福
祉サービス指導検査連絡会」を設置し、毎
年２回程度開催している。

〔実施主体：東京都〕

　区市町村障害福祉サービス等指導検査支援研修
　2回実施

　障害福祉サービス指導検査連絡会
　　２回実施

　区市町村障害福祉サービス等指導検査支援研修
　2回実施

　障害福祉サービス指導検査連絡会
　　２回実施

　習熟度別の研修の実施や連絡
会の活性化等、事業の推進を図
る。

福 祉 局

146　福祉サービス第三者評価の普及
　中立的な第三者である評価機関が福祉
サービス事業者のサービスや経営を評価
し、結果を公表することで、事業者のサー
ビスの質の向上と利用者のサービス選択を
支援することを目的として、平成15年度よ
り実施している。
　都の福祉サービス第三者評価は、「利用
者調査」と「事業評価」をあわせて実施
し、評価結果は「とうきょう福祉ナビゲー
ション」でインターネットを通じて広く公
表している。
　東京都福祉サービス評価推進機構を設置
し、評価機関の認証、評価者養成、共通評
価項目の策定・改定、評価結果の公表、苦
情対応、評価制度の普及啓発を行ってい
る。

〔実施主体：公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

・対象サービス数
　　6２
　うち障害福祉サービス
　　27

・受審　4,021件
　うち障害福祉サービス
   事業所の受審　９６５件

・対象サービス数
　　6３
　うち障害福祉サービス
　　27

・受審　4,245件
　うち障害福祉サービス
   事業所の受審　1,185件

　法制度改正等に対応し、障害
者及び障害児サービスの評価項
目の策定及び改定を行ってい
く。

福 祉 局

（３）地域生活支援事業等

147　区市町村地域生活支援事業
　障害者（児）が基本的人権を享有する個
人としての尊厳にふさわしい日常生活又は
社会生活を営むことができるよう、地域の
特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態に
よる事業を計画的に実施する。

〔実施主体：区市町村〕

【地域生活支援事業】
・必須事業
　理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事
業、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事
業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員
養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化
事業

・任意事業
　日常生活支援に関する事業、社会参加支援に関する事業、就
業・就労支援に関する事業

・特別支援事業

【地域生活支援促進事業】
　発達障害者地域生活支援モデル事業、障害者虐待防止対策支
援事業、成年後見制度普及啓発事業、発達障害者及び家族等支
援事業、意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業、重度
訪問介護利用者の大学修学支援事業、地域における読書バリア
フリー体制強化事業、雇用施策との連携による重度障害者等就
労支援特別事業、特別促進事業

【地域生活支援事業】
・必須事業
　理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事
業、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事
業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、奉仕員養成
研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業

・任意事業
　日常生活支援に関する事業、社会参加支援に関する事業、就
業・就労支援に関する事業

・特別支援事業

【地域生活支援促進事業】
　発達障害者地域生活支援モデル事業、障害者虐待防止対策支
援事業、成年後見制度普及啓発事業、発達障害者及び家族等支
援事業、意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業、重度
訪問介護利用者の大学修学支援事業、地域における読書バリア
フリー体制強化事業、雇用施策との連携による重度障害者等就
労支援特別事業、特別促進事業

　継続して実施する。 福 祉 局

148　障害者施策推進区市町村包括補助事
業
　区市町村が地域の実情に応じて、主体的
に障害分野の基盤の整備及び地域福祉サー
ビスの充実を図ることにより、都民の福祉
の増進を図る。

〔実施主体：区市町村〕

・先駆的事業
・選択事業
・一般事業

・先駆的事業
・選択事業
・一般事業

　継続して実施する。 福 祉 局

149　地域生活支援拠点における緊急時受
入体制支援事業（障害者施策推進区市町村
包括補助事業）
　地域生活支援拠点を整備し、拠点の短期
入所に有資格の支援員等を配置するなど、
緊急時に重度障害者（児）を確実に受け入
れる体制確保に取り組む区市町村を支援す
る。

〔実施主体：区市町村〕

　１０区市町村で実施 １３区市で実施 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

150　地域生活支援拠点連携強化支援事業
（障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　障害者が住み慣れた地域で安心して暮ら
していけるよう、相談、緊急時の受入対
応、専門人材の確保・養成等の機能を有す
る地域生活支援拠点における連携強化に取
り組む区市町村を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　9区市町村で実施 11区市町で実施 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

３　地域移行の促進と地域生活継続のための支援

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行

151　地域生活支援型入所施設の整備
　入所施設による支援が真に必要な障害者
の利用を確保するとともに、入所者の地域
生活への移行を促進するため、地域生活支
援型入所施設を整備する。
　また、既存施設についても地域生活支援
型入所施設への転換を進める。
　
（「地域生活支援型入所施設」の要件）
　居室は全室個室又はユニット（小規模生
活単位）型であることのほか、以下の条件
を１つ以上満たすこと。
①施設外に日中活動の場を確保すること。
②日中活動の場として自立訓練又は就労移
行支援を併設すること。
③地域の障害者に対する24時間相談を実施
すること。
④ショートステイを併設すること。
⑤グループホーム整備、バックアップに関
する計画を有していること。

〔実施主体：東京都〕

０か所

＜参考＞
（令和7年4月1日現在）
障害者支援施設（旧身体障害者更生施設から移行したものを
除く。）
定員7,484人
（都内4,615人）
（都外2,869人）

０か所

＜参考＞
（令和８年4月1日現在）
障害者支援施設（旧身体障害者更生施設から移行したものを
除く。）
定員7,471人
（都内4,605人）
（都外2,866人）

　「障害者・障害児地域生活支
援3か年プラン」の推進

　未設置地域において障害者支
援施設を整備する。

福 祉 局

152　地域移行促進コーディネート事業
　都内・都外の入所施設に地域移行促進
コーディネーターを配置し、地域移行の困
難ケースへの働きかけを行う等、施設入所
者の地域移行を促進するほか、新規開拓・
受入促進員を配置し、重度障害者に対応す
る地域の受け皿を掘り起す等、地域移行が
円滑に進むよう支援する。

〔実施主体：東京都〕

・ピアサポート活動利用者数
　1,125人
・ＧＨ体験実習等利用者数
　1,159人
・事業を通じて、利用者又は保護者が地域移行を希望するよ
うになった数967人

（平成25年10月からの累計）

地域移行促進コーディネーターを都内・都外10施設に配
置。都全域を対象とした新規開拓・受入促進員を２名配置。
都全域を対象とした地域移行体験室を２か所設置。

　事業の推進を図る。 〇 福 祉 局

153　地域生活への移行及び定着の支援
（障害者施策推進区市町村包括補助事業を
含む）
　地域生活への移行を希望する重度の入所
施設利用者等が、希望する地域でサービス
を利用しながら安心して暮らせるよう、グ
ループホームへの移行後の相談援助等につ
いて支援を行うとともに、地域で暮らす障
害者及びその家族が将来にわたって地域で
暮らし続けるイメージを持つことを目的と
した普及啓発等を行うことにより、潜在的
な入所待機者の解消を図る。
　また、都外施設利用者の地域移行を支援
する相談支援事業所に対し、支援に要する
経費の一部を補助することにより、都内へ
の地域移行を促進するとともに、相談支援
事業所の機能強化を図る。

（事業内容）
①地域移行した利用者の個別支援事業
②区市町村支援事業
③都外施設利用者地域移行促進事業
④都外施設入所者地域移行特別支援事業

〔実施主体：区市町村〕

①地域移行した利用者の個別支援事業
　2区3市で実施

②区市町村支援事業
　2区で実施

③都外施設利用者地域移行促進事業
　実施区市なし

④都外施設入所者地域移行特別支援事業
　実施区市なし

・障害者地域生活移行・定着化支援事業
4区３市で実施

・都外入所者地域移行特別支援事業
１区１市で実施

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）141　特定相談連携機能強化支援
事業〔福祉局〕
　特定相談支援事業者が関係機関等と連携
するための経費を補助する区市町村の取組
を支援し、障害者の地域移行の促進を図
る。

（実績なし） 3区市町で実施 　事業の推進を図る 福 祉 局

（２）精神科病院からの地域生活への移行

（再掲）31　精神科病院における虐待防止
の推進
　精神科病院における虐待防止・早期発見
に向けて、都の通報窓口を設置するととも
に、病院の体制整備を支援するための研修
を実施する。

〔実施主体：東京都〕

管理監督者向け研修　８５病院参加
現場リーダー向け研修　８５病院参加

管理監督層向け研修　８９病院参加
現場リーダー向け研修　８９病院参加

　精神科病院における虐待防
止・早期発見を推進する。

福 祉 局

（再掲）32　入院者訪問支援事業
　精神科病院の入院者のうち、特に医療機
関外の者との面会交流が途絶えやすくなる
ことが想定される患者からの希望に基づ
き、医療機関外の第三者が入院中の患者を
訪問し、傾聴や情報提供を行うなどの支援
を実施する。

〔実施主体：東京都〕

訪問８件 訪問92件 　入院者本人の孤独感や自尊心
低下の解消を図る。

〇 福 祉 局

154　精神障害者地域移行体制整備支援事
業（東京都地域生活支援事業）
　いわゆる「社会的入院」の状態にある精
神障害者が円滑な地域移行や安定した地域
生活を送るための体制整備を行うととも
に、精神科医療機関と地域との相互理解及
び連携強化の推進により、精神障害者が望
む地域生活の実現を図り、もって精神障害
者の福祉の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

○地域移行促進事業
・指定一般相談支援事業所等への指導・助言（連絡調整、会
議等への参加を含む）　9,162件
　協力病院　62病院
・地域移行関係職員に対する研修（オンデマンド配信）　１
回開催
○グループホーム活用型ショートステイ事業
　利用者数　94人
　利用日数　823日
○地域生活移行支援会議（圏域別会議含む）　8回開催

○地域移行促進事業
・指定一般相談支援事業所等への指導・助言（連絡調整、会
議等への参加を含む）7,461件
　協力病院　62病院
・地域移行関係職員に対する研修（オンデマンド配信）　１
回開催
○グループホーム活用型ショートステイ事業
　利用者数　96人
　利用日数　722日
○地域生活移行支援会議（圏域別会議含む）　8回開催

　事業の推進を図る。 福 祉 局
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155　精神障害者早期退院支援事業
（目的）
　医療保護入院者本人や家族等の相談支援
を行うほか、地域援助事業者の出席する退
院支援委員会など、地域援助事業者との連
携を図り、地域における医療と福祉の連携
体制を整備する精神科医療機関に対する支
援を行う。

（補助対象）
①地域援助事業者が、医療機関における医
療保護入院者の退院支援のための会議へ出
席した際の事前調整経費等

②退院支援のための会議に地域援助事業者
を出席させた医療機関への事務費補助

〔実施主体：東京都〕

①　376件（57病院）

②　262件（57病院）

"①　244件（57病院）

②　173件（57病院）"

　事業の推進を図る。 福 祉 局

156　精神保健福祉士配置促進事業
　医療保護入院者の早期退院に向けた、病
院内外における調整や、退院支援計画の作
成、退院支援委員会の開催など、医療と福
祉の連携体制を整備する精神科医療機関に
おける精神保健福祉士の確保のための人件
費の補助を行う。

〔実施主体：東京都〕

・人件費補助
　35病院

・人件費補助
　37病院

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）133　精神障害計画相談支援従事
者等養成研修事業
　指定特定相談事業所等に対して、精神障
害者に対する地域移行支援等の基本的知識
及び技術の習得等に資する内容の研修を行
い、地域移行・地域定着を担う事業所の資
質向上と拡大を図る。

〔実施主体：東京都〕

　2回開催
　研修修了者数　170人

2回
研修終了１５８人

　精神障害者地域移行・地域定
着を担う事業所の資質向上と拡
大を図る。

福 祉 局

157　措置入院者退院後支援体制整備事業
（目的）
　措置入院者が退院後に医療等の継続的な
支援を確実に受けられる体制の整備を行
う。
（事業内容）
①退院後支援(東京都における措置入院者退
院後支援ガイドラインの運用)
②退院後支援人材育成
③その他（措置入院者退院後支援体制整備
推進会議の開催等）

［実施主体：東京都］

①退院後支援
・ガイドラインの運用
　都内保健所29所／31所
・措置入院者退院後支援担当者会
　年1回
②退院後支援人材育成
・専門研修（基礎研修）
　年1回（オンデマンド）
・専門研修（応用研修）
　年1回（集合）
③その他
・措置入院者退院後支援体制整備推進会議
　年1回

①退院後支援
・ガイドラインの運用
　都内保健所30所／31所
・措置入院者退院後支援担当者会
　年1回
②退院後支援人材育成
・専門研修（基礎研修）
　年1回（オンデマンド）
・専門研修（応用研修）
　年1回（集合）
③その他
・措置入院者退院後支援体制整備推進会議
　年２回

　措置入院者が退院後に医療等
の包括的な支援を継続的かつ確
実に受けられる体制を整備す
る。

福 祉 局

158　難治性精神疾患地域支援体制整備事
業
　入院が長期化しやすい難治性の精神疾患
を有する患者が、専門的治療等を受けなが
ら地域で安心して生活できるよう支援体制
を構築する。

〔実施主体：東京都〕

○難治性精神疾患対策関係者会議　1回
○難治性精神疾患地域支援体制構築事業
・相談窓口の運営
・難治性精神疾患に関する研修会　4区分
・サポートブック作成

○難治性精神疾患対策関係者会議　1回
○難治性精神疾患地域支援体制構築事業
・相談窓口の運営
・難治性精神疾患に関する研修会　5区分
・サポートブック作成

　難治性の精神疾患を有する患
者が、専門的治療等を受けなが
ら地域で安心して生活できる支
援体制を構築する。

福 祉 局

（再掲）142　一般相談連携強化支援事業
　一般相談支援事業者が保健所等と連携す
るための経費を補助する区市町村の取組を
支援し、精神障害者の精神科病院からの地
域移行等、障害者の地域移行・定着の促進
を図る。

1市 3区市町で実施 事業の推進を図る 福 祉 局

４　保健・医療・福祉等の連携による支援体制

（１）精神障害者

159　地域における精神科医療提供体制の
整備
　精神疾患の発症後、早期に発見・対応
し、患者が身近な地域で症状に応じた適切
な治療が受けられる体制を構築するととも
に、精神障害者の安定した地域生活の継続
を支援する。

①精神科医療地域連携事業
　一般診療科との円滑な連携を構築すると
ともに、精神科病院と診療所等の連携を強
化し、身近な地域で必要な時に適切な医療
を受けられる体制整備を推進する。

②アウトリーチ支援事業
　医療中断等により、安定した地域生活が
難しい精神障害者に区市町村等と連携し、
アウトリーチ支援を実施する。

③精神障害者アウトリーチ支援事業（障害
者施策推進区市町村包括補助事業）
　地域社会での生活に困難をきたしている
精神障害者に対し、医師等の専門職チーム
による訪問型支援等の体制整備に取り組む
区市町村を支援する。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

①1２圏域で実施（区中央部、区南部、区西南部、区西部、
区西北部、区東北部、区東部、西多摩、南多摩、北多摩西
部、北多摩南部及び北多摩北部）

②都立（総合）精神保健福祉センターで実施
　　　79人

③２市

①1２圏域で実施（区中央部、区南部、区西南部、区西部、
区西北部、区東北部、区東部、西多摩、南多摩、北多摩西
部、北多摩南部及び北多摩北部）

②（今後回答）

③３市

・身近な地域において、必要な
時に適切な精神科医療を受ける
ことができる地域精神科医療体
制を構築する。

・区市町村等、より身近な地域
へのアウトリーチ支援の普及な
どにより、精神障害者の地域生
活支援体制の構築を図るととも
に、精神障害者の地域における
自立した生活を実現する。

福 祉 局

160　精神科救急医療体制の整備
　夜間及び休日における精神科救急とし
て、都内４ブロックにそれぞれ都立病院
（墨東・豊島・松沢・多摩総合医療セン
ター）を設置し、疾病の急発及び急変のた
めの医療体制を確保する。
　併せて、民間医療機関等の協力を得て、
精神科初期、二次救急医療体制を確保する
とともに、精神科救急医療情報センターを
設置し、精神科救急患者のトリアージ及び
医療機関との連絡調整を行う。

〔実施主体：東京都〕

　緊急入院　1,128件 　緊急入院　1,077件（速報値・変動可能性あり） 　夜間・休日等に発生する急性
期患者が、症状に応じて速やか
に医療を受けられるようにする
ため、夜間・休日の救急医療体
制を整備する。

福 祉 局
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161　精神科身体合併症医療体制の整備
　夜間休日に発症・増悪した身体症状によ
り身体治療を必要とした精神科患者、ある
いは都内の精神科病院に入院中の精神疾患
患者で、精神症状により一般診療科での受
診を困難とする精神身体合併症患者に対し
て、精神科身体合併症医療事業を実施する
ことにより、適正な医療を確保する。

〔実施主体：東京都〕

　転院751件 　転院707件（速報値・変動可能性あり） 　継続して実施する。 福 祉 局

162　地域精神科身体合併症救急連携事業
　精神障害者が身体疾患に罹患した際に、
地域で迅速かつ適正な医療が受けられるよ
う、精神科医療機関による一般救急医療機
関からの相談・受入体制の整備を図るとと
もに、一般救急医療機関と精神科医療機関
との地域における相互連携体制の強化を図
る。

〔実施主体：東京都〕

　都内を5ブロックに分けて取組実施 　都内を5ブロックに分けて取組実施 　一般救急との連携を強化し、
精神身体合併症救急医療体制の
整備を図る。

福 祉 局

163　都立病院における精神科医療の提供
①松沢病院の運営
　松沢病院において、他施設と密接に連携
することで、我が国の精神科医療をリード
するとともに、都全体の精神科医療の質の
向上や精神保健福祉サービスの充実を一層
推進する。
・精神科急性期医療、精神科救急医療、精
神科身体合併症医療、認知症医療等のセン
ター的機能のほか、精神科特殊医療（依存
症、医療観察法等）、精神障害者歯科医
療、精神科リハビリテーション医療に取り
組む。
・長期入院患者の転・退院支援や新入院患
者の退院支援等、患者の社会復帰に積極的
に取り組む。

〔実施主体：東京都立病院機構〕

　
　入院　512.8人/日
　外来　415.8人/日

　
　入院　539.1人/日
　外来　424.2人/日

　精神科医療の拠点としての役
割を果たしていく。

保健医療
局

②小児総合医療センターの運営
　小児総合医療センターにおいて、関係機
関と連携しながら、都における小児医療の
拠点として総合的で高度・専門的な医療を
提供していく。
・児童・思春期精神科医療では、自閉症な
どの広汎性発達障害、ＡＤＨＤ、ＬＤ、統
合失調症、適応障害など、様々な障害をも
つ幼児期から思春期までの患者に対応す
る。
・「こころ」と「からだ」を総合した医療
を提供し、神経症や心身症、摂食障害など
に取り組む。

〔実施主体：東京都立病院機構〕

　入院　82.0人/日
　外来　88.4人/日

　入院　79.4人/日
　外来　90.8人/日

　小児医療の拠点としての役割
を果たしていく。

保健医療
局

③大塚病院における児童精神科外来の運営
　大塚病院において、小児総合医療セン
ターとの密接な連携の下、外来診療及びデ
イケアを行う児童精神科外来を運営してい
く。

〔実施主体：東京都立病院機構〕

　初診患者数
　　242人

　ショートケア（就学前児童）利用者数
　　708人

　学童グループ（小学生）利用者数
　　 672人

　思春期グループ（小学校高学年～中学３年生）利用者数
　　 53人

　初診患者数
　　204人

　ショートケア（就学前児童）利用者数
　　578人

　学童グループ（小学生）利用者数
　　 668人

　思春期グループ（小学校高学年～中学３年生）利用者数
　　 56人

　区部における小児精神科外来
の機能を果たしていく。

保健医療
局

164　子供の心診療支援拠点病院事業
　都立小児総合医療センターを拠点病院と
して、都内関係機関への医学的支援に加え
て、様々な子供の心に対応する地域の関係
機関への専門支援や、都民への普及啓発を
行う。

〔実施主体：東京都〕

○普及啓発・情報提供事業
・都民向けシンポジウム
　　1回実施
・関連情報のホームページ掲載
　　通年

○子供の心の診療連携事業
・子供の心診療機関マップの公開
　1６3機関参加

○子供の心の診療関係者研修事業
・関係機関向けセミナー
　　1回実施
・児童青年期臨床精神医療講座（入門編）
　　3回実施
・児童青年期臨床精神医療講座（応用編）
　　2回実施
・幼児・学童デイケア応用編（早期発達支援連続講座）
　　1回実施
・CVPPPトレーナー養成研修
　　1回実施
・CVPPPトレーナーフォローアップ研修
　　1回実施

○普及啓発・情報提供事業
・都民向けシンポジウム
　　1回実施
・関連情報のホームページ掲載
　　通年

○子供の心の診療連携事業
・子供の心診療機関マップの公開
　２２６機関参加

○子供の心の診療関係者研修事業
・関係機関向けセミナー
　　1回実施
・児童青年期臨床精神医療講座（基礎編）
　　3回実施
・児童青年期臨床精神医療講座（応用編）
　　2回実施
・幼児・学童デイケア応用編（早期発達支援連続講座）
　　３回実施
・CVPPPトレーナー養成研修
　　1回実施
・CVPPPトレーナーフォローアップ研修
　　1回実施

　継続して実施する。 福 祉 局

保健医療
局

165　依存症対策の推進
　依存症対策の一層の推進に向け、依存症
対策に係る計画の策定・進行管理や情報の
発信、関係機関の連携強化の取組等を実施
する。

①ギャンブル等依存症対策の推進
　東京都ギャンブル等依存症対策推進計画
の改定及び進行管理を行う。

②アルコール健康障害対策の推進
　東京都アルコール健康障害対策推進計画
の進行管理を行う。

③情報発信・関係機関の連携強化
　依存症に関する正しい知識等の情報発信
を行い、一般都民等の理解促進を図るとと
もに、地域における関係機関の連携強化の
取組等を実施する。
　
〔実施主体：東京都〕

①東京都ギャンブル等依存症対策推進委員会
　　４回

②東京都アルコール健康障害対策推進委員会
　　１回

③情報発信・関係機関の連携強化
・依存症対策普及啓発フォーラム
　　1回
・連携会議
　　3回
・区市町村等職員向け研修
　　相談対応研修：2回
　　生活支援研修：3回

①東京都ギャンブル等依存症対策推進委員会
　1回
②東京都アルコール健康障害対策推進委員会
　4回
③情報発信・関係機関の連携強化
・依存症対策普及啓発フォーラム
　１回
・連携会議
　３回
・区市町村等職員向け研修
　相談対応研修：2回
　生活支援研修：2回

　依存症対策に係る計画の改
定・進行管理や情報の発信、関
係機関の連携強化の取組等を実
施し、東京都の依存症対策を推
進する。

福 祉 局
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166　てんかん地域診療連携体制整備事業
  設置した東京都てんかん支援拠点病院を中
心に、各診療科間・各医療機関間の連携強
化、人材育成、医療機関等の職員、関係機
関、患者・家族、一般都民へ情報発信を行
い、てんかん診療体制の充実を図る。

〔実施主体：東京都〕

・東京都てんかん治療医療連携協議会
　　2回
・東京都てんかん支援拠点病院の設定（国立研究開発法人国
立精神・神経医療研究センター病院）
・てんかん治療医療連携研修　1８回
・普及啓発　４回

・東京都てんかん治療医療連携協議会
　　2回
・東京都てんかん支援拠点病院の設定（国立研究開発法人国
立精神・神経医療研究センター病院）
・てんかん治療医療連携研修　２０回
・普及啓発　５回

　てんかんについて、診療連携
体制の充実を図る。

福 祉 局

167　摂食障害治療支援体制整備事業
　「東京都摂食障害支援拠点病院」を指定
し、拠点病院において、急性期における摂
食障害患者への適切な対応、専門的な相談
支援、他の医療機関等や患者家族との連
携・調整を図るほか、治療や相談支援に携
わる関係機関の医師等に対し、普及啓発を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

・摂食障害治療支援体制検討委員会
　２回
・都内の医療体制等について実態調査実施

・摂食障害対策推進協議会2回 　摂食障害について、支援体制
を整備する。

福 祉 局

（再掲）134　東京都発達障害者支援セン
ターの運営（東京都地域生活支援事業）
　発達障害児（者）及びその家族に対する
支援を総合的に行う地域の拠点として、発
達障害に関する各般の問題について発達障
害児（者）及びその家族からの相談に応
じ、適切な指導又は助言を行うとともに、
関係施設との連携強化等により、発達障害
児（者）に対する地域における総合的な支
援体制の整備を推進する。

（対象）
　自閉症、アスペルガー症候群その他の広
汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性
障害、その他これに類する脳機能の障害で
あって、その症状が通常低年齢で発現する
者のうち、言語の障害、協調運動の障害そ
の他心理的発達の障害並びに行動及び情緒
の障害を有する障害児（者）及びその家族

〔実施主体：東京都〕

①相談支援・発達支援件数
　　2,539件

②就労支援件数
　　343件

③普及啓発
　講演会等
　　パンフレット等の作成
　　１回開催

①相談支援・発達支援件数
　　2,303件

②就労支援件数
　　426件

③普及啓発
　講演会等
　　パンフレット等の作成
　　１回開催

　継続して実施する。 福 祉 局

168　区市町村発達障害者支援体制整備推
進事業（障害者施策推進区市町村包括補助
事業）
　区市町村の発達障害児（者）に対する取
組を支援することにより、発達障害者支援
体制の整備を推進する。

（事業内容）
①早期発見・早期支援のための支援システ
ムの構築
②成人への支援の取組

〔実施主体：区市町村〕

①37区市町で実施

②15区市で実施

①37区市町で実施

②16区市で実施

①49区市町村での事業実施を図
る。

②49区市町村での事業実施を図
る。

福 祉 局

169　発達障害者支援体制整備推進事業
（東京都地域生活支援事業）
　発達障害児（者）のライフステージに応
じた支援体制を充実し、支援機関に従事す
る専門的人材の育成等を行うことにより、
発達障害者支援体制の整備を推進し、もっ
て発達障害児（者）の福祉の増進を図る。

（事業内容）
①発達障害者支援地域協議会の設置
②専門的人材育成

〔実施主体：東京都〕

①発達障害者支援地域協議会の設置
・委員会
　1回開催
・シンポジウム
　1回開催

②専門的人材育成
・相談支援研修
　　14回開催
・医療従事者向け講習会
　　6回開催

①発達障害者支援地域協議会の設置
・委員会
　2回開催
・シンポジウム
　1回開催

②専門的人材育成
・相談支援研修
　　15回開催
・医療従事者向け講習会
　　5回開催
　　1回ＷＥＢにて動画公開

　事業の推進を図る。 福 祉 局

170　発達障害児の検査に関する実態調査
〔福祉局〕
発達障害児の検査の現状及び課題を分析す
るため、自治体や医療機関、検査機関、保
護者等に対して実態調査を実施する。

○都内区市町村、都内医療機関、都内民間検査機関、保護者
に対しアンケート調査を実施
○アンケート調査実施後、一部の自治体等に対し個別にヒア
リング調査を実施した上で最終報告書を作成

令和6年度で調査終了 福 祉 局

171　区市町村発達検査体制充実緊急支援
事業〔福祉局〕
地域における検査体制の充実を図るため、
区市町村が実施する発達検査の人件費や外
部委託経費等に対して緊急支援を実施す
る。

○計２４区市町村に対し補助を実施 令和6年度で事業終了（後継事業は区市町村発達障害者支援
体制整備推進事業）

福 祉 局

172　ペアレントメンター養成・派遣事業
　発達障害児（者）とその家族が地域で安
心して生活ができるよう、発達障害児
（者）の養育経験がある親を子育てを通じ
た情報提供・助言などを行うペアレントメ
ンターとして養成・派遣することにより、
地域における家族支援体制の構築を図る。

〔実施主体：東京都〕

○0名養成（事業目標である150名を達成したため、養成は
行わず）
○133回（延べ322名）派遣

○0名養成（事業目標である150名を達成したため、養成は
行わず）
○144回派遣

　150名養成 福 祉 局

173　発達障害専門医療機関ネットワーク
構築事業
　地域における発達障害の診断待機を解消
するため、専門性の高い医療機関を中心と
したネットワークを構築し、地域の医療機
関に対して実地研修等を実施することで、
発達障害を早期に診断する体制を確保す
る。

〔実施主体：東京都〕

○人材育成・実地研修
　19回
○情報収集・提供
○ネットワーク構築・運営
　・拠点医療機関：
      協議会2回、講演会１回
　・地域拠点医療機関：
      圏域連絡会4回、
      関係機関向け研修2回

○人材育成・実地研修
　19回
○情報収集・提供
○ネットワーク構築・運営
　・拠点医療機関：
      協議会2回、講演会１回
　・地域拠点医療機関：
      圏域連絡会3回、
      関係機関向け研修2回

　発達障害を早期に診断する体
制の確保

福 祉 局

174　区市町村高次脳機能障害者支援促進
事業（東京都地域生活支援事業）
　区市町村に高次脳機能障害者支援員を配
置し、高次脳機能障害者及びその家族に対
する相談支援を実施するとともに、関係機
関等との連携を図り、区市町村における高
次脳機能障害者への支援の充実を図る。

〔実施主体：区市町村〕

　45区市町で実施 　45区市町で実施 　43区市町村での事業実施を図
る。

福 祉 局
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（再掲）135　高次脳機能障害支援普及事
業（東京都地域生活支援事業）
　高次脳機能障害者及びその家族に対する
専門的な相談支援を行うとともに、区市町
村や関係機関との地域支援ネットワークの
充実を図り、高次脳機能障害者に対する適
切な支援が提供される体制を整備する。
　区市町村や関係機関の職員等への研修を
実施し、地域における適切な支援の普及・
啓発を図り、高次脳機能障害者が自立した
日常生活又は社会生活を営むことができる
ようにする。

（支援拠点）
　東京都心身障害者福祉センター

（事業内容）
①相談支援
②支援ネットワークの構築
③都民や支援機関等への広報、普及・啓
発、人材育成

〔実施主体：東京都〕

○新規相談件数
　　252件

○相談支援体制連携調整委員会
　　2回開催

○支援従事者向け研修会及び連絡会の開催

○就労準備支援プログラムの実施

○社会生活評価プログラムの実施

○専門的リハビリテーションの充実事業を島しょ二次保健医
療圏を除く12圏域で実施

○新規相談件数
　　274件

○相談支援体制連携調整委員会
　　2回開催

○支援従事者向け研修会及び連絡会の開催

○就労準備支援プログラムの実施

○社会生活評価プログラムの実施

○専門的リハビリテーションの充実事業を島しょ二次保健医
療圏を除く12圏域で実施

　事業の推進を図る。 福 祉 局

175　高次脳機能障害者緊急相談支援事業
（障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　心身障害者福祉センターのノウハウを活
用し、区市町村の相談支援事業の充実につ
なげるため、相談・研修経費等の支援を行
う。

〔実施主体：区市町村〕

　2区で実施 　2区で実施 　地域における相談支援事業の
充実を図る。

福 祉 局

176　心のサポーター養成事業
　精神疾患の早期発見・早期対応を促進す
るとともに、精神障害者が必要なサービス
の提供を受け、周囲の理解を得ながら地域
の一員として安心して生活できる体制を整
備するため、各区市町村が円滑に「心のサ
ポーター養成研修」を実施できるよう区市
町村職員向け研修を実施する。

〔実施主体：東京都〕

○心のサポーター養成研修　２回 ○心のサポーター養成研修　１回 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

（再掲）158　難治性精神疾患地域支援体
制整備事業
　入院が長期化しやすい難治性の精神疾患
を有する患者が、専門的治療等を受けなが
ら地域で安心して生活できるよう支援体制
を構築する。

〔実施主体：東京都〕

○難治性精神疾患対策関係者会議　1回
○難治性精神疾患地域支援体制構築事業
・相談窓口の運営
・難治性精神疾患に関する研修会　4区分
・サポートブック更新

○難治性精神疾患対策関係者会議　1回
○難治性精神疾患地域支援体制構築事業
・相談窓口の運営
・難治性精神疾患に関する研修会　5区分
・サポートブック更新

　難治性の精神疾患を有する患
者が、専門的治療等を受けなが
ら地域で安心して生活できる支
援体制を構築する。

福 祉 局

177　身体合併症（慢性維持透析）に係る
医療提供体制の確保事業〔福祉局〕
　入院患者に対して他の医療機関を受診し
て維持透析を実施する精神科病床を有する
医療機関に対して、外来通院に係る費用を
補助し、身体合併症（慢性維持透析）に係
る医療提供体制の確保を図る。

補助申請なし 補助１件 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（２）重症心身障害児者

178　重症心身障害児等在宅療育支援事業
　在宅重症心身障害児（者）等の健康の保
持、安定した家庭療育の確保を図るため、
専門医等による健康診査及び看護師等によ
る在宅看護サービスを提供するとともに、
ＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児
等について、在宅での生活を希望した際に
円滑に移行できるよう、重症心身障害児等
とその家族への早期支援や相談等を実施す
ることなどにより、重症心身障害児（者）
等の支援の充実を図る。

①重症心身障害児等在宅療育支援センター
の設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開催

〔実施主体：東京都〕

①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置（継続）
②在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
　訪問看護
　　延 6,807件
　訪問健康診査
　　　　　  ６ 件
③在宅療育相談事業
　在宅移行支援
　　延 4,017 件
　家庭訪問相談
　　延 ４０８件
　関係機関連絡、会議等
　　延 2５７件
④訪問看護師等育成研修事業
　基礎編
　　1回（web）
　　参加実数　３５３人
　レベルアップ編
　　1回（web）
　　参加実数　３３１人
　　1回（対面方式）
　　参加実数　３８人
　在宅移行編
　　1回（Web）
　　参加実数　323人
　訪問実習受講者数　26 人
⑤在宅療育支援地域連携会議
　区部 1回（Web開催）
　多摩地区 1回（Web開催）

①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置（継続）
②在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
　訪問看護
　　延 7,301件
　訪問健康診査
　　　　  12 件
③在宅療育相談事業
　在宅移行支援
　　延 4,503 件
　家庭訪問相談
　　延 462件
　関係機関連絡、会議等
　　延 373件
④訪問看護師等育成研修事業（Web）
　基礎編1回
　　参加実数　265人
　実践編1回
　　参加実数　333人
　在宅移行編1回
　　参加実数　319人
　訪問実習受講者数
      7 人
⑤在宅療育支援地域連携会議(Web)
　区部 1回
　多摩地区 1回

　継続して実施する。 福 祉 局

179　在宅レスパイト・就労等支援事業
　医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害
児（者）等に対し、訪問看護師が自宅に出
向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の
休養や就労等を支援することにより、重症
心身障害児（者）等の健康の保持とその家
庭の福祉の向上を図る。

〔実施主体：区市町村〕

23区14市で実施 23区15市で実施 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

180　障害者（児）ショートステイ事業
（受入促進員配置）
　ショートステイ実施施設において、高い
看護技術を持った看護師を受入促進員とし
て配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重
症心身障害児（者）の積極的な受入れの促
進を図る。

〔実施主体：東京都〕

11施設

　受入延べ人数
　　13,788人

11施設

　受入延べ人数
　　14,465人

　超重症児（者）・準超重症児
（者）の受入れの促進を図る。

福 祉 局
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181　重症心身障害児通所委託（受入促進
員配置）
　民間の通所施設（医療型）において、高
い看護技術を持った看護師を受入促進員と
して配置し、特に医療ニーズが高い在宅の
重症心身障害児（者）の積極的な受入れの
促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　８施設

　受入延べ人数
　　16,873人

　８施設

　受入延べ人数
　　16,763人

　超重症児（者）・準超重症児
（者）の受入れの促進を図る。

福 祉 局

182　重症心身障害児（者）通所運営費補
助事業（障害者施策推進区市町村包括補助
事業）
　在宅の重症心身障害児者に日中活動の場
を提供し、通所施設における適切な療育環
境の確保を図る。

〔実施主体：区市町村〕

　107施設
　
　定員　1028名
　延べ利用日数
　157,477日

　１０９施設

　定員　1029名
　延べ利用日数
　141,509日

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（３）難病患者

183　難病相談・支援センターの運営
　地域で生活する難病患者等の日常生活に
おける相談・支援、地域交流活動の促進な
どを行う拠点として、患者等の療養上、日
常生活上の悩みや不安等の解消を図るとと
もに、難病患者就労コーディネーターによ
る就労相談等様々なニーズに対応したきめ
細かな相談や支援を行う。

〔実施主体：東京都〕

　療養相談　5,015件 　療養相談　5,623件 　継続して実施する。 保健医療
局

184　難病医療ネットワークの構築
　全ての難病患者が、発症から診断、治
療、入院、通院、在宅療養まで、適切な医
療が受けられるよう、都が指定する難病診
療連携拠点病院と難病医療協力病院を中心
とした医療提供体制を構築する。

〔実施主体：東京都〕

拠点病院　　　　13病院
分野別拠点病院　  ２病院
協力病院　　　　41病院

拠点病院　　　　13病院
分野別拠点病院　  ２病院
協力病院　　　　41病院

　継続して実施する。 保健医療
局

185　在宅難病患者一時入院事業
　在宅難病患者が家族等の介護者の療養・
休息により、一時的に介護を受けられなく
なった場合に入院できる体制を整え、安定
した療養生活の確保を図る。

〔実施主体：東京都〕

　確保病床　19床
　利用実績　228人

　確保病床　19床
　利用実績　200人

　継続して実施する。 保健医療
局

186　難病患者在宅レスパイト事業
　在宅で人工呼吸器を使用している難病患
者が、家族等の介護者の病気治療、休息等
の理由により、一時的に在宅で介護を受け
ることが困難となった場合に、患者宅に看
護人を派遣する体制を整えることにより、
安定した療養生活の確保を図る。

〔実施主体：東京都〕

　利用患者　68人
　利用時間　延べ1,212時間

　利用患者　67人
　利用時間　延べ1,417時間

　継続して実施する。 保健医療
局

187　難病患者療養支援事業
　医療面、生活面等に様々な不安や悩みを
抱えている在宅難病患者及びその家族に対
し、保健師等による相談・指導を行い、患
者・家族の療養環境の整備・改善を図る。

〔実施主体：東京都〕

　訪問相談・指導
　2,230回（家庭訪問）

　訪問相談・指導
　2,145回（家庭訪問）

　継続して実施する。 保健医療
局

188　在宅難病患者訪問診療事業
　寝たきり等により受療の困難な在宅難病
患者に対し、地域における適切な医療を確
保し、療養環境の向上を図るとともに、医
療と保健･福祉の連携による在宅ケア体制の
整備、充実を図る。

〔実施主体：東京都〕

   対象者　134人
　件数　　298件

   対象者　126人
　件数　　267件

　継続して実施する。 保健医療
局

189　在宅難病患者医療機器貸与・整備事
業
　難病患者が在宅療養で使用する医療機器
を貸与・整備し、必要に応じて訪問看護を
実施することで、患者・家族の経済的負担
の軽減と、在宅療養環境の整備を図る。

〔実施主体：東京都〕

　貸与患者数　88人
　貸与台数　115台
　訪問看護　571回

　貸与患者数　72人
　貸与台数　96台
　訪問看護　505回

　継続して実施する。 保健医療
局

190　在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看
護事業
　在宅において人工呼吸器を使用している
難病患者に対して、診療報酬で定められた
回数を超えて訪問看護を実施することによ
り、在宅重症難病患者に対する在宅療養
サービスの向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　対象者　127人
　件数　　10,974回

　対象者　120人
　件数　　10,527回

　継続して実施する。 保健医療
局

191　難病対策地域協議会
　地域における難病の患者への支援体制に
関する課題に係る情報の共有及び地域の実
情に応じた体制の整備について協議するこ
とにより、支援体制の整備を図ることを目
的として東京都疾病対策課及び東京都保健
所（６か所）において実施する。

〔実施主体：東京都〕

　本課　1回
　東京都保健所　６回

　本課　1回
　東京都保健所　６回

　継続して実施する。 保健医療
局
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192　難病・がん患者就業支援事業
　 難病・がん患者就業支援奨励金
　難病やがん患者を、治療と仕事の両立に
配慮して、新たに雇入れ、就業継続に必要
な支援を行う事業主に奨励金を支給する。
　また、難病やがんの発症等により休職し
た労働者を、治療と仕事の両立に配慮して
復職させ、就業継続に必要な支援を行う中
小企業事業主に助成金を支給する。さら
に、復職時に治療と仕事の両立に配慮した
勤務・休暇制度などを新たに導入する場
合、助成金を加算する。
　さらに、雇入れ時又は復職時に治療と仕
事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを
新たに導入する場合、助成金を加算する。

〔実施主体：東京都〕

　支給件数　105件 支給件数　84件 　企業における、難病・がん患
者の雇入れ、復職、就業継続を
促進する。

○ 産 業
労 働 局

（５）強度行動障害を有する障害者

（再掲）126　強度行動障害支援者養成研
修（東京都地域生活支援促進事業）
　強度行動障害を有する者等に対し、適切
な支援を行う職員等の人材育成を進める。

①強度行動障害支援者養成研修（基礎研
修）
②強度行動障害支援者養成研修（実践研
修）

〔実施主体：東京都〕

研修修了者数
　①2,230人
　②1,025人

研修修了者数
　①2,769人
　②1,415人

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

193　障害者支援施設等支援力育成派遣事
業
　障害者支援施設等において、高齢・重度
化や強度行動障害等への対応力を向上させ
るため、各施設へ専門職等を派遣し、施設
の支援力強化を図る。

〔実施主体：東京都〕

　対象である6施設等に対して専門職等を派遣し、研修や技
術指導などを実施。

　対象である6施設等に対して専門職等を派遣し、研修や技
術指導などを実施。

　事業の推進を図る ○ 福 祉 局

（再掲）113　グループホームの整備・運
営の支援（障害者施策推進区市町村包括補
助事業を含む）
　障害者の地域社会における自立を支援す
るため、生活の場を提供し、食事の介護そ
の他必要な援助等を行う。

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せするなど補
助の拡充を実施する。

〔実施主体：東京都〕

　2,905か所
　定員15,736人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　846人

　3,083か所
　定員16,770人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　1,034人

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　2,700人

○ 福 祉 局

◇障害者グループホーム事業を行う社会福
祉法人等に、既設の都営住宅を提供する。
（住宅政策本部）

◇都営住宅におけるグループホーム
　10団地　24戸

◇都営住宅におけるグループホーム
　11団地　25戸

◇事業を行う社会福祉法人等か
らの要望を受け、順次、実施す
る。

住 宅
政 策
本 部

（再掲）120　短期入所事業（ショートス
テイ）の充実（障害者施策推進区市町村包
括補助事業を含む）
　介護者の事情による場合など必要なとき
に、障害者（児）が短期間、身近な地域で
必要な支援を受けられるよう、短期入所事
業（ショートステイ）の充実を図る。

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せする加算を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

　定員1,395人

　うち重症心身障害児（者）
　定員 153人
　

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　　　34人

　定員1,459人

うち重症心身障害児（者）
　定員159人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　　　64人

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　140人

福 祉 局

（再掲）114　障害者グループホーム体制
強化支援事業
　特別な支援を必要とする重度の利用者を
受け入れるために、手厚い職員配置や支援
スキルの共有を行っているグループホーム
に対し、体制確保のための補助を行う。

〔実施主体：東京都〕

体制強化Ⅰ　270ユニット
体制強化Ⅱ　  61ユニット
体制強化Ⅲ　  20ユニット
（※Ⅱのうち５8はⅠの内数、Ⅲのうち16はⅡの内数）

体制強化Ⅰ　290ユニット
体制強化Ⅱ　  83ユニット
体制強化Ⅲ　  38ユニット
（※Ⅱのうち79はⅠの内数、Ⅲのうち30はⅡの内数）

　事業の推進を図る。 〇 福 祉 局

（５）盲ろう者

（再掲）56　盲ろう者通訳・介助者の派遣
及び養成（東京都地域生活支援事業）
　盲ろう者のコミュニケーション手段及び
移動の自由を確保し、その社会参加を促進
するため、都内在住の盲ろう者に対して通
訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・
介助者の養成研修を行う講習会等に対し補
助を行う。

※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが
重複してある重度の障害者（児）

〔実施主体：（派遣）東京都（養成研修）
民間団体〕

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　13,162件
　派遣時間　49,381時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　28人
　修了者数　25人

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　13,162件
　派遣時間　49,381時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　28人
　修了者数　26人

　継続して実施する。 福 祉 局
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（再掲）57　盲ろう者支援センター事業
（東京都地域生活支援事業）
　盲ろう者（児）からの相談に応じるとと
もに、コミュニケーション訓練などを実施
し、地域生活支援の充実と社会参加の促進
を図る「盲ろう者支援センター」を運営す
る。

（センターにおける事業内容）
①訓練事業
②専門人材養成事業
③総合相談支援事業
④社会参加促進事業

〔実施主体：東京都〕

①訓練事業
　実施回数122回
　対象者数18人

②専門人材養成事業
　養成講習会・研修等
　３科目　 ３回
　修了者　計74人

③総合相談支援事業
　盲ろう者相談件数442件
　盲ろう児相談件数41件

④社会参加促進事業
　交流会　計34回
　参加者　計854人

　学習会　計139回
　参加者　計1,444人
盲ろう児向け交流会　計9回
参加者　69人

①訓練事業
　実施回数87回
　対象者数13人

②専門人材養成事業
　養成講習会・研修等
　３科目　 4回
　修了者　計105人

③総合相談支援事業
　盲ろう者相談件数608件
　盲ろう児相談件数37件

④社会参加促進事業
　交流会　計34回
　参加者　計853人

　学習会　計139回
　参加者　計1,352人
盲ろう児向け交流会　計11回
参加者　138人

　継続して実施する。 福 祉 局

（６）障害の早期発見・早期療育の推進

194　周産期医療システムの整備
　出産前後の母体・胎児や新生児に対する
高度な医療に対応できる周産期母子医療セ
ンターなどの整備を進めるとともに、総合
的な周産期医療体制を確立する。

〔実施主体：東京都〕

  総合周産期母子医療センター
　　14施設

　地域周産期母子医療センター
　　14施設

　NICU（新生児集中治療管理室）
　　365床（周産期連携病院を含む）

  総合周産期母子医療センター
　　14施設

　地域周産期母子医療センター
　　14施設

　NICU（新生児集中治療管理室）
　　371床（周産期連携病院を含む）

　周産期医療体制の充実を図
る。

保健医療
局

195　身体障害児療育相談等
①療育相談
　身体の機能に障害のある児童やその可能
性のある児童、疾病により長期にわたり療
養を必要とする児童に対し、療養上の相
談・指導等を行い、その障害又は疾病の治
ゆ若しくは軽減を図るとともに、当該児童
及び家族への支援を行う。

〔実施主体：東京都･特別区･保健所設置
市〕

②未熟児訪問指導
　保健師や助産師などが家庭訪問を行い、
未熟児をもつ親に対して育児や日常生活の
指導を行う。

〔実施主体：区市町村〕

①療育相談
　個別指導　6人（１回）
　集団指導　１６人（1回）

①療育相談
　個別指導　6人（１回）
　集団指導　１６人（1回）

　継続して実施する。 福 祉 局

（７）リハビリテーション医療体制の整備 

196　東京都リハビリテーション病院の運
営
　東京都におけるリハビリテーション医療
の中核的施設として高度診療機能を備え、
身体に機能障害があり、リハビリテーショ
ン医療を専門的に行う必要のある患者に、
外来及び入院による医療を行うとともに、
医療関係者の教育研修やリハビリテーショ
ンの臨床研究を行う。

（事業内容）
①専門リハビリ医療の提供（入院165床、
　外来50人/日程度）
②リハビリ医療に係る教育、研修
③リハビリ医療研究

〔実施主体：東京都、公益社団法人東京都
医師会が指定管理者〕

・入院 47,502人
　　（130.2人/日）

・外来 9,094人
　　（24.9人/日）

・入院 55,910人
　　（153.2人/日）

・外来 9,318人
　　（25.6人/日）

　リハビリテーション専門病院
として、多様な機能障害に対応
できるリハビリ医療の中核的施
設として機能を果たすほか、リ
ハビリテーション医療の研究及
び教育・研修事業を積極的に展
開する。

保健医療
局

197　地域リハビリテーション支援事業
　障害者や高齢者が寝たきり状態になるこ
とを予防し、地域において生涯にわたって
生き生きとした生活を送るためには、急性
期から回復期、維持期のそれぞれの状態に
応じた適切かつ円滑なリハビリテーション
の提供が必要である。地域において様々な
形態で実施されているリハビリテーション
事業を支援することによって、保健・医
療・福祉が連携した地域におけるリハビリ
テーションのシステム化を図る。

（事業内容）
　二次保健医療圏ごとに地域リハビリテー
ション支援センターを指定し、センターを
拠点に、地域リハビリテーションの支援を
行う。
①地域のリハビリテーション従事者の研
修、援助
②直接地域住民と接する相談機関の支援
③福祉用具、住宅改修等の相談への対応に
係る支援
④地域の関係団体の支援
⑤連絡会、事例検討会の実施　　　　等

〔実施主体：東京都〕

　1２病院 　１２病院 　二次保健医療圏ごとに12の地
域リハビリテーション支援セン
ターを指定し、地域におけるリ
ハビリテーション提供体制の充
実を図っていく。

保健医療
局

（８）障害者歯科保健医療体制の整備

198　障害者歯科健康相談・支援
　重度・難症例の障害者を対象に、歯科相
談業務を行う。また、各関係者を対象に研
修を実施するほか、障害者入通所施設への
支援等を行い、地域の障害者歯科保健の推
進を図る。

①重度・難症例歯科相談
②施設等歯科健康管理支援
③研修会・講習会・事例検討会
④障害者等歯科保健医療推進基盤整備
⑤摂食・嚥下機能支援基盤整備

〔実施主体：東京都〕

①重度・難症例歯科相談
　０回

②施設等歯科健康管理支援
　３回・３施設

③研修会・講習会・事例検討会
　16回・1,028人

④障害者等歯科保健医療推進基盤整備
　19回

⑤摂食･嚥下機能支援基盤整備
　1回・19関係機関

集計中 　継続して実施する。 保健医療
局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

199　心身障害児（者）歯科診療施設の確
保
　心身障害児の入所施設及び通園施設にお
ける歯科診療事業の運営経費の一部を補助
することにより、心身障害児（者）の歯科
診療体制の確保を図る。

〔実施主体：東京都〕

6か所 6か所 　継続して実施する。 保健医療
局

200　都立心身障害者口腔保健センターの
運営
　心身障害児（者）等に対する歯科診療を
行うとともに、心身障害児（者）のう蝕予
防、歯周疾患の予防、歯科保健医療従事者
に対する教育研修、情報提供等を通じて、
地域における障害者歯科保健の向上を図
る。

〔実施主体：東京都、公益社団法人東京都
歯科医師会が指定管理者〕

歯科治療
　　平均59.8人/日

　予防管理
　　平均34.0人/日

　教育研修
　　年間17コース
　　1,520人

集計中 　継続して実施する。 保健医療
局

201　障害者歯科医療設備の整備
　障害の状態等により、地域の歯科診療所
での治療等が困難な場合、全身麻酔や鎮静
等の全身管理下で歯科治療を受けられるよ
う、必要な医療機器等の整備に係る経費を
補助することにより、専門的な医療機関の
受入体制の拡充等を支援する。

5か所 ３か所 　継続して実施する。 保健医療
局

（９）内部障害の方への支援

202　エイズ医療体制の整備
　エイズ診療協力病院の確保と相互の連携
を進めるとともに、一般医療機関とのネッ
トワーク化を図り、地域の医療機関でのエ
イズ診療への取組を推進する。

〔実施主体：東京都〕

・拠点病院
　　4３病院（公開）（うち中核拠点病院3）

　連携病院
　　8病院（公開）

・協力歯科医療機関紹介事業の実施

・医療従事者への意識啓発（研修の実施等）

・拠点病院
　　4３病院（公開）（うち中核拠点病院3）

　連携病院
　　8病院（公開）

・協力歯科医療機関紹介事業の実施

・医療従事者への意識啓発（研修の実施等）

　エイズ診療協力病院相互の連
携を強化するとともに、協力病
院と診療所間の連携を推進し、
ＨＩＶ陽性者が働き学びながら
身近な地域で医療を受けられる
体制の整備を図る。

保健医療
局

203　ＨＩＶ陽性者の療養支援体制の整備
　保健・医療・福祉の連携を強化し、ＨＩ
Ｖ陽性者への在宅での療養を支援する体制
を整備する。

〔実施主体：東京都、区、保健所設置市〕

・エイズ専門相談員の派遣

・都・区保健所職員等向け研修の実施

（地域エイズ連絡会議は開催なし）

・エイズ専門相談員の派遣

・都・区保健所職員等向け研修の実施

（地域エイズ連絡会議は開催なし）
（令和7年度事業終了）

　保健所を中心とした保健・医
療・福祉のネットワークの構築
により、HIV陽性者の地域での療
養を総合的に支えていく体制の
整備を図る。

保健医療
局

（再掲）177　身体合併症（慢性維持透
析）に係る医療提供体制の確保事業
入院患者に対して他の医療機関を受診して
維持透析を実施する精神科病床を有する医
療機関に対して、外来通院に係る費用を補
助し、身体合併症（慢性維持透析）に係る
医療提供体制の確保を図る。

〔実施主体：東京都〕

補助申請なし 補助１件 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

204オストメイト社会適応訓練事業（東京
都地域生活支援事業）

オストメイトに対し、ストマ増設に伴うス
トマの衛生管理等に関する訓練指導を行こ
とにより、オストメイトの社会復帰の促進
を図る。

〔実施主体〕

12回実施 12回実施 　継続して実施する。 福 祉 局

（１０）医療費公費負担・助成制度の充実

205　心身障害者（児）医療費助成制度
　心身障害者（児）の医療を確保し、保健
の向上と福祉の増進を図るため、医療費の
一部を助成する。
　
〔実施主体：東京都〕

　助成対象延人員
　　1,235,510人

　助成対象延人員
　　1,223,180人

　継続して実施する。 福 祉 局

206　精神障害者等医療費公費負担
　医療費を公費負担することにより、精神
障害者の医療を確保し、重症化防止及び早
期の社会復帰・自立を図る。

①措置入院医療
②自立支援医療（精神通院医療）
③小児精神入院医療

〔実施主体：東京都〕

①措置入院医療
　延べ6,458件

②自立支援医療
　（精神通院医療）
　延べ5,440,036件

③小児精神医療
　延べ98件

①措置入院医療
　延べ6,601件

②自立支援医療
　（精神通院医療）
　延べ5,747,336件

③小児精神医療
　延べ17件

　継続して実施する。 福 祉 局

207　難病医療費の公費負担
　原因が不明で、根治的な治療方法がな
く、長期の療養を必要とする難病患者に対
し、難病医療費等を助成することにより、
受療の機会を確保し、治療研究事業を推進
するとともに、難病患者・家族の負担軽減
と療養の安定を図る。

〔実施主体：東京都〕

＜難病医療費対象疾病＞
　指定難病（国庫対象）
　341疾病
　都単独
　8疾病

＜難病医療費対象疾病＞
　指定難病（国庫対象）
　348疾病
　都単独
　8疾病

　継続して実施する。 保健医療
局

208　小児慢性特定疾病の医療費助成
　子供の病気の中で、治療に長い時間を要
し、医療費も高額となる特定の疾病（小児
慢性特定疾病）に対し、その医療費の保険
診療の患者自己負担分の一部を公費で助成
する。

〔実施主体：東京都〕

認定者数5,826人 認定者数5,935人 　継続して実施する。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

209　自立支援医療（更生医療・育成医
療）
①更生医療
　身体障害者の自立と社会経済活動への参
加の促進を図るため、障害の状態の軽減の
ために必要な医療に要する費用について、
公費で負担する。

②育成医療
　区市町村において身体に障害のある児童
に対し、指定自立支援医療機関において、
生活能力を得るために必要な医療の支給を
行う。
　
〔実施主体：区市町村〕

①延べ20,156件

②延べ448件

①7月以降に実績が確定

②延べ394件

　継続して実施する。 福 祉 局

５　障害者の住まいの確保

（再掲）113　グループホームの整備・運
営の支援（障害者施策推進区市町村包括補
助事業を含む）
　障害者の地域社会における自立を支援す
るため、生活の場を提供し、食事の介護そ
の他必要な援助等を行う。

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せするなど
補助の拡充を実施する。

〔実施主体：東京都〕

　2,905か所
　定員15,736人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　846人

　3,083か所
　定員16,770人

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　1,034人

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　2,700人

○ 福 祉 局

◇障害者グループホーム事業を行う社会福
祉法人等に、既設の都営住宅を提供する。
（住宅政策本部）

◇都営住宅におけるグループホーム
　10団地　24戸

◇都営住宅におけるグループホーム
　11団地　25戸

◇事業を行う社会福祉法人等か
らの要望を受け、順次、実施す
る。

住 宅
政 策
本 部

（再掲）114　障害者グループホーム体制
強化支援事業
　 特別な支援を必要とする重度の利用者を
受け入れるために、手厚い職員配置や支援
スキルの共有を行っているグループホーム
に対し、体制確保のための補助を行う。

〔実施主体：東京都〕

体制強化Ⅰ　270ユニット
体制強化Ⅱ　  61ユニット
体制強化Ⅲ　  20ユニット
（※Ⅱのうち５8はⅠの内数、Ⅲのうち16はⅡの内数）

体制強化Ⅰ　290ユニット
体制強化Ⅱ　  83ユニット
体制強化Ⅲ　  38ユニット
（※Ⅱのうち79はⅠの内数、Ⅲのうち30はⅡの内数）

　事業の推進を図る。 〇 福 祉 局

210　都営住宅の供給
　都営住宅の建替えなどにより、障害者等
にも住みやすいバリアフリー住宅のストッ
ク形成に努めるとともに、住宅に困窮する
車いす使用者が、地域社会の中で安全・快
適な生活が送れるよう、都営住宅の建替事
業の中で車いす使用者向け住宅を供給す
る。

〔実施主体：東京都〕

車いす使用者向け住宅
管理戸数　1,036戸

車いす使用者向け住宅
管理戸数　1,036戸

　建替事業において、従前居住
者に車いす使用者がいる場合に
ついては、地元区市と協議した
上で、必要に応じ車いす使用者
向け住宅を建設している。

住 宅
政 策
本 部

　募集状況

○抽せん方式
　家族向優遇抽せん
　（5、11月実施）
　単身者向
　（8、2月実施）
　単身者用車いす使用者向
　（8、2月実施）

○ポイント方式
　家族向
　（8、2月実施）
　車いす使用者家族向
　（8、2月実施）

〇毎月募集
　家族向、単身者向
　（毎月中旬）

〇随時募集
　家族向
　（随時）

　募集状況

○抽せん方式
　家族向優遇抽せん
　（5、11月実施）
　単身者向
　（8、2月実施）
　単身者用車いす使用者向
　（8、2月実施）

○ポイント方式
　家族向
　（8、2月実施）
　車いす使用者家族向
　（8、2月実施）

〇毎月募集
　家族向、単身者向
　（毎月中旬）

〇随時募集
　家族向、単身者向
　（随時）

住 宅
政 策
本 部

住 宅
政 策
本 部

212　都営住宅の設備改善
　既存の都営住宅に入居している高齢者、
障害者がいる世帯に対して、必要に応じて
住戸内の手すりの設置や和式トイレの洋式
化などの住宅設備改善を行う。

〔実施主体：東京都〕

高齢者向改善
　令和６年度
　　     3,180戸
   （累計）
　　 129,104戸

　障害者向改善
　令和６年度
　　        220戸
   （累計）
　　   21,840戸

高齢者向改善
　令和７年度
　　     2,621戸
   （累計）
　　 131,725戸

　障害者向改善
　令和7年度
　　        176戸
   （累計）
　　   22,016戸

　継続して事業を推進する。 住 宅
政 策
本 部

213　あんしん居住制度
　高齢者、障害者等が安心して住み続けら
れるための居住支援として、見守りサービ
ス等を実施する「あんしん居住制度」（公
益財団法人東京都防災・建築まちづくりセ
ンターの自主事業）について、区市町村や
社会福祉協議会等との連携により普及を促
進するなど、民間賃貸住宅において入居制
限を受けやすい世帯の居住の安定の確保を
図る。

〔公益財団法人東京都防災・建築まちづく
りセンターの自主事業として実施〕

　51件
（累計1,616件）

　46件
（累計1,662件）

　本制度の周知を図り、高齢
者・障害者等の居住の安定を確
保する。

住 宅
政 策
本 部

　障害者の居住の安定を図るた
め、都営住宅への入居に際して
の配慮や家賃負担の軽減を行
う。

211　都営住宅への入居支援
①入居収入基準の緩和(平成10年度から)
　障害者等の都営住宅への入居機会を拡大
するため、一般世帯より高い収入基準を適
用する。
　一般世帯　　　収入分位25％
　障害者等世帯　収入分位40％

②優先入居
　家族向け募集において、優遇抽せんや住
宅困窮度に応じたポイント方式により、障
害者世帯が都営住宅に優先的に入居できる
ようにする。
ア　優遇抽せん(昭和54年度から)
　障害の程度に応じて、甲優遇（5倍優遇）
又は乙優遇(7倍優遇)を適用
イ　ポイント方式(昭和48年度から)
　住宅困窮度を点数化し、高いものから順
に入居

③単身入居(身体障害者は昭和55年度、精神
障害者・知的障害者は平成17年度から)
　身体障害者手帳4級以上、精神障害者保健
福祉手帳3級以上、愛の手帳4度以上の障害
者は、単身で都営住宅に入居することがで
きる。

④特別減額(昭和51年度から)
　一定所得以下の障害者世帯の使用料を減
額する。

〔実施主体：東京都〕
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

214　居住支援協議会
　地域に身近な基礎的自治体である区市町
村が、関係団体等とともに居住支援協議会
を設立し、高齢者や障害者など住宅確保要
配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に係る
具体的な取組を円滑に実施できるよう、東
京都居住支援協議会（平成26年6月設立）
は、広域的な立場から、区市町村における
協議会の設立促進・活動支援や都民への幅
広い啓発活動などを行う。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

・都内2２区1３市で居住支援協議会を設立済み
・総会1回、幹事会2回、セミナー2回（令和６年度実績）
・パンフレット及び賃貸住宅オーナー向けチラシの改訂
・東京ささエール住宅の登録支援

・都内2２区1４市で居住支援協議会を設立済み（居住支援
協議会を設立している区市町村の人口カバー率約９0％）
・総会1回、幹事会2回、セミナー2回（令和7年度実績）
・パンフレット及び賃貸住宅オーナー向けチラシの改訂
・東京ささエール住宅の登録支援

　2030年度までに居住支援協
議会を設立している区市町村の
人口カバー率95％以上を目指
す。

○ 住 宅
政 策
本 部

215　住宅確保要配慮者向け住宅の登録・
閲覧制度
　住宅セーフティネット法に基づき、規
模・構造・設備等について一定の基準を満
たし、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅
（東京ささエール住宅）を登録し、広く情
報提供を行う。
　
〔実施主体：東京都〕

登録住宅　　　55,090戸
うち専用住宅     1,053戸

登録住宅　　　57,047戸
うち専用住宅     1,148戸

   2030年度までに専用住宅
3,500戸の登録を目指す。

○ 住 宅
政 策
本 部

216　障害者単身生活サポート事業（障害
者施策推進区市町村包括補助事業）
　グループホームから一般住宅等への入居
を希望している障害者に対して、区市町村
が以下の事業を実施することにより、地域
における障害者の単身生活を支援した場合
に、その経費の一部を補助する。

（事業内容）
①障害者単身生活サポートセンター助成
　24時間体制での相談・助言や必要な調整
を実施
②単身生活移行・定着支援助成
　単身生活移行・定着のために必要な直接
支援を実施

〔実施主体：区市町村〕

　5区で実施 　5区で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

217　民生・児童委員による地域生活の見
守り
　障害者が地域社会において自立した生活
を送ることを支援するため、民生・児童委
員がその生活を見守り、必要に応じて相
談、情報提供等を行う。

〔実施主体：東京都〕

都内の民生・児童委員定数
　　10,361人
・民生児童委員
　　　9,576人
・主任児童委員
　　　　785人

　民生・児童委員による障害者相談・支援件数（令和6年
度）
　5,059件（八王子市除く）

都内の民生・児童委員定数
　　 10,311人
・民生児童委員
　　　９,5２4人
・主任児童委員
　　　　787人

　民生・児童委員による障害者相談・支援件数（令和7年
度）
　集計中（八王子市除く）

　障害及び障害者について民
生・児童委員の理解を深め、相
談支援体制の充実を図る。

福 祉 局

218　重度身体障害者（児）住宅設備改善
費給付事業（障害者施策推進区市町村包括
補助事業）
　在宅の重度身体障害者（児）に対し、そ
の者の居住する住宅の設備改善に要する費
用を給付し、もって日常生活の利便を図る
ことを目的とする。

〔実施主体：区市町村〕

実施区市町村　37区市町 実施区市町村　３７区市町村 　継続して実施する。 福 祉 局

６　安全・安心の確保

（１）災害時における支援の継続

219　災害時要配慮者対策の推進（地域福
祉推進区市町村包括補助事業を含む）〔福
祉局〕
令和３年５月の災害対策基本法改正によ
り、避難行動要支援者ごとの個別避難計画
作成が区市町村の努力義務とされるなど、
要配慮者の避難支援等の強化が図られ、各
区市町村において取組が進められている。
東京都は、広域的な立場から、要配慮者支
援体制の整備に取り組む区市町村を支援し
ていく。
（１）災害時要配慮者支援体制整備補助
（地域福祉推進区市町村包括補助事業）
　　区市町村における要配慮者支援体制の
整備に必要な経費の一部を補助する。
（２）東京都災害福祉広域支援ネットワー
ク推進事業
　災害時に、関係機関が連携して福祉施設
や避難所に対する支援を円滑かつ機動的に
実施するため、東京都災害福祉広域支援
ネットワークの取組を推進する。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

　地域福祉推進区市町村包括補助事業による補助の実施
　令和6年度　36区市町採択

　区市町村福祉保健・防災担当者向け研修会の実施
　令和6年度　1回開催

　社会福祉法人東京都社会福祉協議会に事務の一部を委託
し、東京都災害福祉広域支援ネットワーク推進委員会、訓練
及び研修を実施
　令和6年度
　　推進委員会　２回開催
　　研修委員会　２回開催
　　訓練　　　　1回開催
　　研修　　　　2回開催

　地域福祉推進区市町村包括補助事業による補助の実施
　令和７年度　3８区市町採択

　区市町村福祉保健・防災担当者向け研修会の実施
　令和７年度　1回開催

　社会福祉法人東京都社会福祉協議会に事務の一部を委託
し、東京都災害福祉広域支援ネットワーク推進委員会及び研
修を実施
　令和７年度
　　推進委員会　２回開催
　　研修委員会　３回開催
　　研修　　　　６回開催
　※例年実施している訓練については、令和7年台風第22
号・23号により被災した八丈町へ東京DWATを派遣し支援
を行う等の対応があったことから、実施を見合わせた。

　全ての区市町村で実効性のあ
る要配慮者支援体制が構築され
るよう、支援を行う。
　また、東京都災害福祉広域支
援ネットワークの取組を推進
し、発災時に区市町村を広域的
に支援する。

福 祉 局

221　住宅防火対策の推進
　障害者等の防火安全を確保するため、防
火防災診断等により、住宅用火災警報器の
設置や適切な維持管理を促進し、消火器、
防炎製品などの住宅用防災機器等の普及を
推進するなど、住宅の防火性能の向上を図
る。

〔実施主体：東京消防庁〕

　防火防災巡回の実施

　住宅用火災警報器の設置促進・適切な維持管理に係る意識
啓発

　住宅用防災機器等の普及

　各署住宅防火防災対策推進会議の実施

　防火防災巡回の実施

　住宅用火災警報器の設置促進・適切な維持管理に係る意識
啓発

　住宅用防災機器等の普及

　各署住宅防火防災対策推進会議の実施

　継続して実施する。
　関係機関、町会・自治会等と
連携を図り、地域主導による施
策を展開する。

東 京
消 防 庁

230　要配慮者が参加する防火防災訓練の
推進
　要配慮者が参加する防火防災訓練を推進
し、地域における要配慮者への対応力を強
化し、また、要配慮者自身の防災行動力の
向上を図る。
　消防署職員の要配慮者に関する知識及び
対応技術の向上方策を推進する。

〔実施主体：東京消防庁〕

　要配慮者対応を取り入れた防災訓練推進用マニュアル及び
啓発資料にもとづいた防火防災訓練、講習会等の実施

　特別支援学校における総合
防災教育の実施
　実施件数　103件

　職員教養の実施

　要配慮者対応を取り入れた防災訓練推進用マニュアル及び
啓発資料にもとづいた防火防災訓練、講習会等の実施

　特別支援学校における総合
防災教育の実施
　実施件数　134件

　職員教養の実施

　障害者関係団体等と連携して
要配慮者が参加する防火防災訓
練等を推進し、災害時の防災行
動力の向上を図るとともに地域
全体の防災行動力の強化を図
る。

東 京
消 防 庁

231　防火防災訓練用資器材の活用
　避難支援資器材を活用した防火防災訓練
を推進する。

〔実施主体：東京消防庁〕

　訓練用模擬消火器・スタンドパイプ及び要配慮者用避難支
援資器材（リヤカー、布担架等）を活用した訓練の実施

　訓練用模擬消火器・スタンドパイプ及び要配慮者用避難支
援資器材（リヤカー、布担架等）を活用した訓練の実施

　避難支援資器材を活用した防
火防災訓練を推進し、要配慮者
の迅速な避難が図られる。

東 京
消 防 庁
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2050
東京戦略 所管局

事
業

232　教育訓練施設の充実
　障害者の特性に配慮した教育訓練施設を
充実する。

〔実施主体：東京消防庁〕

防災教育センター3か所（池袋、立川、本所）で各種体験訓
練を実施

音声コード入りのリーフレット等の配布を実施

防災教育センター3か所（池袋、立川、本所）で各種体験訓
練を実施

音声コード入りのリーフレット等の配布を実施

立川防災館地震コーナーをリニューアルし、車いすの方でも
より利用がしやすいように改修を実施

　施設・設備と体験訓練種目
で、障害者向け配慮を行う。

東 京
消 防 庁

233　直接通報システムの整備
　病院や社会福祉施設等において、火災等
の緊急時に自動的に東京消防庁に通報でき
るシステムの整備促進を図る。

〔実施主体：社会福祉法人等〕

自動通報（事業所火災直接通報）に係る承認対象物数
　　　1,285件

自動通報（事業所火災直接通報）に係る承認対象物数
　　　1,284件

　継続して実施する。 東 京
消 防 庁

234　社会福祉施設等と地域の協力体制の
整備
　災害発生時に、社会福祉施設等と町会・
自治会、近隣事業所等が自主的に協力し合
い、発災初期段階での避難誘導、初期消火
及び救出・救護活動等を相互に支援する共
助体制づくりを推進する。

〔実施主体：社会福祉法人等〕

応援協定
929件

社会福祉施設等との応援協定数
796件

※東京消防庁が把握している件数

応援協定
929件

社会福祉施設等との応援協定数
796件

※東京消防庁が把握している件数

　社会福祉施設等と町会・自治
会、近隣事業所等との間での災
害時相互応援協定の締結を促進
し、地域防災力の向上を図る。

東 京
消 防 庁

235　東京消防庁認定通報事業者制度
　東京消防庁が示す一定の基準（派遣員の
現場への駆付け、組織的な教育体制の樹立
等）を満たし、申請した事業者を「東京消
防庁認定通報事業者」として認定し、公表
する。

住宅火災代理通報　7事業者
救急代理通報　9事業者
（東京消防庁ホームページ等で公表）

住宅火災代理通報　7事業者
救急代理通報　8事業者
（東京消防庁ホームページ等で公表）

　継続して実施する。 東 京
消 防 庁

220　要配慮者対策に係る区市町村向け指
針の作成・普及等
　区市町村が実施する災害時要配慮者対策
の取組を支援するため、「災害時要配慮者
防災行動マニュアル作成のための指針（区
市町村向け）」及び「災害時要配慮者への
災害対策推進のための指針（区市町村向
け）」を作成している。また、区市町村の
福祉保健・防災担当者向け研修会を行い、
要配慮者対策の一体的な向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　自治体間の情報共有を図ることを目的とした、区市町村の
福祉保健・防災部門担当者向け研修会を実施

自治体間の情報共有を図ることを目的とした、区市町村の福
祉保健・防災部門担当者向け研修会を実施

　区市町村向け指針の改訂・周
知、研修会の実施により、区市
町村における災害時要配慮者対
策を推進する。

福 祉 局

226　災害時こころのケア体制整備事業
　大規模災害時等の緊急時に、被災によっ
て機能しなくなった精神医療の補填、被災
した精神障害者や災害ストレスによる被災
住民等への対応及び地域精神保健活動の支
援等、専門的なこころのケアに関する対応
が超急性期から中長期まで円滑かつ迅速に
行われるよう、東京都こころのケア体制
（東京ＤＰＡＴ）を整備し、災害発生時に
おける支援体制の強化を図る。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

○災害時こころのケア体制（東京DPAT）連絡調整会議　２
回開催
○医療体制、DPAT作業部会合同会議　1回開催
○養成研修　１回開催
○フォローアップ研修：３回開催
○ファシリテーター養成研修：1回開催
○普及啓発研修：1回開催
○東京DPAT登録医療機関：31医療機関

○災害時こころのケア体制（東京DPAT）連絡調整会議　２
回開催
○医療体制、DPAT作業部会合同会議　1回開催
○養成研修　１回開催
○フォローアップ研修：３回開催
○ファシリテーター養成研修：1回開催
○普及啓発研修：1回開催
○東京DPAT登録医療機関：31医療機関

　災害派遣精神科医療チーム
（東京ＤＰＡＴ）の体制整備

福 祉 局

227　災害時精神科医療体制整備事業
　精神科病院が被災により、入院機能を停
止した場合、早急に入院患者の転院が必要
になる。当該入院患者の一時受入及び精神
症状の安定化を図るために、都の現状を踏
まえ、災害拠点精神科病院及び都独自の災
害拠点精神科連携病院を整備する。

〔実施主体：東京都〕

・災害拠点精神科病院
　3病院

・災害拠点精神科連携病院
　2４病院

・災害拠点精神科病院
　3病院

・災害拠点精神科連携病院
　2４病院

　大規模災害が発生した際、災
害拠点精神科病院と災害拠点精
神科連携病院において、被災し
た病院に入院している精神疾患
患者等を受け入れる体制が構築
されている。

福 祉 局

228　災害拠点精神科病院等自家発電設備
等整備強化事業
　災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科
連携病院が行う自家発電設備等の新設、増
設、更新等に要する工事費用を支援するこ
とにより、発災時に診療を継続するための
電力等の保有・確保を推進する。

〔実施主体：東京都〕

　補助件数：0件 　補助件数：２件 　大規模災害が発生した際、災
害拠点精神科病院及び災害拠点
精神科連携病院において、被災
した病院に入院している精神疾
患患者等を受け入れるための病
院機能が維持できる体制が構築
されている。

○ 福 祉 局

229　社会福祉施設への非常用電源等の整
備促進事業
　社会福祉施設等に対して、緊急災害時用
に非常用電源等の整備に係る費用の一部を
補助することで、施設利用者の安全確保を
図る。

〇令和６年度事業補助実績
　事業全体：4,211件
　うち障害分野：810件

〇令和７年度事業補助実績
　事業全体：1,494件
　うち障害分野：489件

社会福祉施設等の利用者の安全
確保を図る。

〇 福 祉 局

236　社会福祉施設等耐震化の推進
　都内の民間社会福祉施設等の耐震化を促
進し、利用者等の安全・安心を確保するた
め、耐震診断、耐震改修及び耐震性が確保
されている建築物への移転に要する費用の
一部を補助する。

〔実施主体：社会福祉法人等〕

　耐震診断、耐震改修及び耐震性が確保されている建築物へ
の移転に要する費用の補助を実施

　耐震診断、耐震改修及び耐震性が確保されている建築物へ
の移転に要する費用の補助を実施

　社会福祉施設等の耐震化の推
進を図る。

○ 福 祉 局

237　社会福祉施設・医療施設等耐震化促
進事業
　耐震化が必要な施設を個別訪問し、状況
に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣
など、きめ細かな対応を行い、社会福祉施
設・医療施設等の耐震化を促進する。

〔実施主体：東京都〕

　個別訪問、アドバイザーの派遣等により耐震化を促進 　個別訪問、アドバイザーの派遣等により耐震化を促進 　社会福祉施設及び医療施設等
の耐震化を促進する。

○ 福 祉 局

238　グループホーム等防災対策助成事業
（障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　グループホーム等が消防用設備等を設置
する場合、地域を交えた防災訓練を開催す
る場合及び従業者が防災に関する講習会等
へ参加する場合の経費の一部を補助する。

〔実施主体：区市町村〕

　8区市で実施 　８区市で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

239　障害福祉サービス等職員宿舎借り上
げ支援事業
　職員住宅の借り上げを支援することで、
福祉・介護人材の確保定着を図るととも
に、施設による防災の取組を計画的に進
め、地域の災害福祉拠点として、災害時の
迅速な対応を推進する。

〔実施主体：公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

　784戸（継続647戸、新規137戸） 973戸(継続813戸、新規160戸) 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

240　障害者（児）施設の防災・減災対策
推進事業
　　障害者（児）施設に対して、非常用自
家発電設備及び給水設備の整備、ブロック
塀等の改修に係る費用の一部を補助するこ
とで、障害者（児）施設の利用者の安全確
保を図ることを目的とする。

〔実施主体：東京都〕

1か所 ４か所 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）15　ヘルプマークの推進（障害者
施策推進区市町村包括補助事業を含む）
　共生社会の実現を目指し、義足や人工関
節を使用している方、内部障害や難病の
方、または、妊娠初期の方など、援助や配
慮を必要としていることが外見からは分か
らない方々が、援助を得やすくなるよう、
周囲の方に配慮を必要としていることを知
らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓
発に取り組む。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

①公共交通機関での取組

② 区市町村による活用等の取組支援（障害者施策推進区市町
村包括補助事業・選択的事業）
・ヘルプマーク製作・配布経費の補助
・ヘルプマークの活用に係る経費の補助

③ 民間企業による活用
・民間企業による普及啓発の取組促進

④普及啓発
・イベント等でのポスター掲示、チラシ・ノベルティグッズ
等配布
・ホームページ等での周知
・ヘルプマークのエピソード募集、掲載による理解促進
・令和3年10月末時点で全都道府県にて取組を開始

①公共交通機関での取組

② 区市町村による活用等の取組支援（障害者施策推進区市町
村包括補助事業・選択的事業）
・ヘルプマーク製作・配布経費の補助
・ヘルプマークの活用に係る経費の補助

③ 民間企業による活用
・民間企業による普及啓発の取組促進

④普及啓発
・イベント等でのポスター掲示、チラシ・ノベルティグッズ
等配布
・ホームページ等での周知
・ヘルプマークのエピソード募集、掲載による理解促進
・令和3年10月末時点で全都道府県にて取組を開始
・ヘルプマークの日を制定し、都庁舎等ライトアップ、ＳＮ
Ｓ広告等を実施

　公共交通機関・区市町村・民
間企業による取組の拡大を図
り、都民へのマークの普及啓発
を図る。

○ 福 祉 局

（再掲）16　ヘルプカード活用促進事業
（障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　緊急連絡先や必要な支援内容等を記載し
た「ヘルプカード」を活用して、障害者が
災害時等に自己の障害に対する理解や必要
な支援を周囲に求めることができるよう、
区市町村が行う、学習会・セミナー等関係
機関と連携して実施する普及啓発、「ヘル
プカード」を活用した防災訓練の検討・実
施、ポスター等作成に係る経費の一部を補
助する。

〔実施主体：区市町村〕

53区市町村で作成配布 　53区市町村で作成配布 　区市町村におけるカード作成
の取組促進及び事業者や都民へ
のカードの普及促進を図る。

○ 福 祉 局

241　障害者（児）施設の感染症対策推進
事業
　 障害者（児）施設等に対して、新型コロ
ナウイルス感染症対策の環境整備に係る費
用の一部を補助することで、感染症の拡大
や新たな感染症の発生を防止し、障害者
（児）施設等における感染症対策の推進及
び徹底を図る。

〔実施主体：東京都〕

2か所 ０か所 　事業の推進を図る。 福 祉 局

223 東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支
援指針の作成・普及等〔保健医療局〕
人工呼吸器を使用し在宅で療養している方
が、災害時にとるべき行動を確認し、予め
災害への備えができるよう、「東京都在宅
人工呼吸器使用者災害時支援指針」を作成
し、区市町村が主体となり災害時個別支援
計画を作成できるよう支援している。

〔実施主体：東京都〕

　東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針について、令
和6年3月一部改正
　東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援窓口一覧を作成
し、情報提供を実施

　東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援窓口一覧を作成
し、情報提供を実施

　継続して実施する。 保健医療
局

224　在宅人工呼吸器使用難病患者非常用
電源設備整備事業
　人工呼吸療法を実施する医療機関が、在
宅人工呼吸器使用難病患者に無償貸与する
ために購入する予備電源等の物品の購入経
費を補助することにより、緊急時における
安全を確保する。

〔実施主体：東京都〕

　自家発電装置　　12人
　無停電電源装置　0人
　蓄電池　　　　　34人

　自家発電装置　　8人
　無停電電源装置　0人
　蓄電池　　　　　29人

　継続して実施する。 保健医療
局

225　在宅人工呼吸器使用者療養支援事業
　電力供給の停止がそのまま生命の危機に
直結する恐れがある、在宅人工呼吸器使用
者に対し、区市町村を通じ、停電時等に必
要とする自家発電装置等の購入経費を補助
することにより、在宅療養における安全・
安心を確保する。

〔実施主体：東京都〕

  18区市 　19区市 　継続して実施する。 保健医療
局

222　帰宅困難者対策における要配慮者へ
の支援
　帰宅困難者対策における要配慮者への視
点を踏まえた対応について広く普及啓発を
行う。また、災害時において、長距離の徒
歩帰宅が困難な要配慮者を優先的に搬送す
るため国の体制整備を支援する。

〔実施主体：東京都〕

〇要配慮者への視点も踏まえた対応内容が含まれる帰宅困難
者対策に関する普及啓発や民間事業者への支援を実施
・帰宅困難者対策ハンドブックの配布
・一時滞在施設戦略アドバイザーの派遣　20回
・アドバイザーによるオンラインセミナー（YouTube）
15回分
・新たな普及啓発動画の累計再生回数（YouTube)　約148
万回
・３月１１日を中心とした普及啓発動画放映　23路線、17
駅（週間）

○要配慮者への視点も踏まえた対応内容が含まれる帰宅困難
者対策に関する普及啓発や民間事業者への支援を実施。
・帰宅困難者対策ハンドブックの配布
・企業防災アドバイザーの派遣　21回
・新たな普及啓発動画の累計再生回数(YouTube)
約226万回
・3月11日を中心とした普及啓発動画放映　23路線、17駅
(週間)

　継続して実施する。 ○ 総 務 局

242　障害者施設における感染症対策研
修・訓練支援事業
　障害者施設に対して、感染予防・まん延
防止に係る研修・訓練等を適切に実施でき
るよう支援する。

〔実施主体：東京都〕

113施設に防疫支援チームを派遣し、感染予防・まん延防止
に係る研修・訓練等の支援を実施。

54施設に防疫支援チームを派遣し、感染予防・まん延防止
に係る研修・訓練等の支援を実施。

　事業の推進を図る。 福 祉 局
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令和６年度末

状況等
令和7年度末
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2050
東京戦略 所管局

事
業

（再掲）63　福祉避難所情報伝達等支援事
業（包括補助）
　福祉避難所において、障害者に対して必
要な情報伝達等が円滑に行えるよう、情報
伝達機器の整備、導入等に取り組む区市町
村を支援することにより、障害者の福祉の
向上を図る。

　実施区市町村　1区 実施区市町村　１区市町村 着実に実施する。 福 祉 局

（２）地域における安全・安心の確保

243　「手話交番」の表示板の設置
　一見して、手話のできる警察官が勤務し
ていることがわかるように、「手話交番」
の表示板を掲示する。

（警視庁職員に対する手話研修）
　警察署の窓口、交番、運転免許試験場等
に勤務する警視庁職員を中心に、手話技能
を修得させることを目的として、初級、中
級、上級と段階的に実施する。

〔実施主体：警視庁〕

６署
（４交番・2駐在所）

３署
（２交番・１駐在所）

　継続して実施する。 警 視 庁

244　重度身体障害者等救急直接通報シス
テムの整備（障害者施策推進区市町村包括
補助事業）
　一人暮らし等の重度身体障害者や難病患
者に通報機器を給付又は貸与し、急病や事
故等の緊急事態に陥った時にペンダントを
押して東京消防庁等へ通報した後、順次協
力員が駆け付けるもので、重度身体障害者
の安全確保を目的に、区市町村・東京消防
庁・福祉保健局が一体となって運営してい
る。

〔実施主体：区市町村〕

実施区市町村数　40区市町
（障害者施策推進区市町村包括補助事業実績）

　８９世帯　登録
（東京消防庁登録世帯数）

実施区市町村数　4１区市町
（障害者施策推進区市町村包括補助事業実績）

　85世帯　登録
（東京消防庁登録世帯数）

　継続して実施する。 東 京
消 防 庁

福 祉 局

245　重度心身障害者住宅火災直接通報シ
ステムの整備（障害者施策推進区市町村包
括補助事業）
　在宅の重度心身障害者に対し、家庭内で
火災が発生した時、住宅用火災警報器によ
り火災を発見し、専用通報機から東京消防
庁へ自動的に通報が行われるもので、在宅
の重度心身障害者の安全を確保することを
目的に、区市町村・東京消防庁・福祉保健
局が一体となって運営している。

〔実施主体：区市町村〕

実施区市町村数　8区市町
（障害者施策推進区市町村包括補助事業実績）

　７世帯　登録
（東京消防庁登録世帯数）

実施区市町村数　７区市町
（障害者施策推進区市町村包括補助事業実績）

　７世帯　登録
（東京消防庁登録世帯数）

　継続して実施する。 東 京
消 防 庁

福 祉 局

246　緊急ネット通報の整備
　聴覚又は言語・音声等に機能障害があ
り、音声による119番通報が困難な人の通
報手段を確保することを目的に、緊急時に
携帯電話等のウェブ機能を利用して東京消
防庁に通報できるシステムを整備し運営す
る。

〔実施主体：東京消防庁〕

　登録者数　2,101名 　登録者数　2,435名 　継続して実施する。 東 京
消 防 庁

（再掲）47　障害者が利用しやすい防火防
災情報の発信
　障害者に対し、防火防災に関する情報を
保障し、安全・安心を確保する。障害者が
利用しやすい防火防災情報を発信する。

〔実施主体：東京消防庁〕

　ユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報の発信

　音声コード入りリーフレット等の作成・配布

　119番ファクシミリ通報カード等の作成・配布

　防火防災訓練、講演会等への手話通訳者の派遣

　デイジー版を含む、視覚障害者向け防災情報資料（録音図
書）の整備

　ユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報の発信

　音声コード入りリーフレット等の作成・配布

　119番ファクシミリ通報カード等の作成・配布

　防火防災訓練、講演会等への手話通訳者の派遣

　デイジー版を含む、視覚障害者向け防災情報資料（録音図
書）の整備

　防火防災情報に関するYoutube動画（手話付）の作成・配
信

　障害者の安全・安心を確保す
るため、障害者が利用しやすい
ユニバーサルデザインに配慮し
た防火防災情報を積極的に発信
する。

東 京
消 防 庁

247　特別支援学校における被害防止教室
等
　特別支援学校に通う児童・生徒が、犯罪
に巻き込まれることなく、健全な社会生活
を営むために必要な能力を身に付けること
を目的として、警察官及びスクールサポー
ターによる非行防止・犯罪被害防止教室及
びセーフティ教室を実施している。

〔実施主体：警視庁、東京都教育委員会〕

実施校数
　　51校

　実施回数
　　87回

　参加人数
　　7,792名

実施校数
　　50校

　実施回数
　　8３回

　参加人数
　　6,224名

　継続して実施する。 警 視 庁

教 育 庁

248　「消費生活情報」の提供
　視覚障害等のハンディキャップにより消
費生活情報を得にくい消費者に向けて、録
音CDや字幕入りDVD、出前講座等により
情報を提供する。

〔実施主体：東京都〕

(「東京くらしねっと」CD 版の作成）
・作成数　3,469本（6回分）

（字幕入り消費者教育DVDの制作）
・年1種類を制作

（障害者向け出前講座等の実施）
・実施回数　19回

（東京くらしWEB）
・音声読み上げ機能を継続導入

(「東京くらしねっと」CD 版の作成）
・作成数　3,321本（6回分）

（字幕入り消費者教育DVDの制作）
・年1種類を制作

（障害者向け出前講座等の実施）
・実施回数　３０回

（東京くらしWEB）
・音声読み上げ機能を継続導入

　継続して実施する。 生 活
文 化 局

249　聴覚障害者向けメール相談
　電話による消費生活相談が困難な聴覚障
害者のために、電子メールにより相談を受
付け、メールで回答する「メール相談」を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

（メール相談対応実績）
・相談件数　46件

（メール相談対応実績）
・相談件数　１３３件

　相談方法を多様化することに
より、障害者への相談対応の充
実を図る。

生 活
文 化 局

250　障害児通所支援事業所における安全
対策支援事業
子供の安心・安全性確保の取組を支援する
ため、国の支援策を踏まえ、置き去り・午
睡時等の事故防止に係る経費について補助
を行うとともに、都独自に対象を拡充す
る。

80事業所 ８７事業所
※実績報告書提出事業所数

子供の安全・安心を確保するた
めの対策の普及・啓発に努め
る。

福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
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事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

施策目標Ⅲ　社会で生きる力を高める支援の充実

１　障害児への支援の充実

（１）障害児への支援

251　児童発達支援センターの設置促進・
運営の支援（障害者施策推進区市町村包括
補助事業を含む）
　地域における障害児支援の中核的施設と
して、児童発達支援を提供するとともに、
地域の障害児やその家族、障害児が通う他
の施設・事業所等に対し、専門的な支援を
行う。

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せする加算を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

42区市町村 44区市町村 　「障害者・障害児地域生活支
援3か年プラン」の推進

　令和8年度末までに各区市町村
に少なくとも1か所以上設置

福 祉 局

252　保育所等訪問支援を利用できる体制
の構築（障害者施策推進区市町村包括補助
事業）
   保育所等を利用中の障害児又は今後利用
する予定の障害児に対し、その安定した利
用を促進するため、保育所等を訪問し、集
団生活への適応のための専門的な支援を行
う。

〔実施主体：区市町村〕

47区市町村 49区市町村 　令和8年度までに各区市町村に
おいて利用できる体制を構築

福 祉 局

253　主に重症心身障害児を支援する児童
発達支援事業所の設置促進（障害者施策推
進区市町村包括補助事業）
　未就学の重症心身障害児を通所させて、
日常生活における基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活への適応訓練など
の支援を行う。
〔実施主体：区市町村〕

・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せする加算を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

37区市町村
（児童発達支援センター含む）

38区市町村
（児童発達支援センター含む）

　令和8年度までに各区市町村に
少なくとも1か所以上確保

福 祉 局

254　主に重症心身障害児を支援する放課
後等デイサービスの設置促進（障害者施策
推進区市町村包括補助事業）
　就学中の重症心身障害児を通所させて、
授業の終了後又は休校日に、生活能力向上
のための必要な訓練、社会との交流促進な
どの支援を行う。

〔実施主体：区市町村〕

・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せする加算を
実施する。

〔実施主体：東京都〕

43区市町村 43区市町村 　令和8年度までに各区市町村に
少なくとも1か所以上確保

福 祉 局

（再掲）178　重症心身障害児等在宅療育
支援事業
　在宅重症心身障害児（者）等の健康の保
持、安定した家庭療育の確保を図るため、
専門医等による健康診査及び看護師等によ
る在宅看護サービスを提供するとともに、
ＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児
等について、在宅での生活を希望した際に
円滑に移行できるよう、重症心身障害児等
とその家族への早期支援や相談等を実施す
ることなどにより、重症心身障害児（者）
等の支援の充実を図る。

①重症心身障害児在宅療育支援センターの
設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開催

〔実施主体：東京都〕

①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置（継続）
②在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
　訪問看護
　　延 6,807件
　訪問健康診査
　　　　　  ６ 件
③在宅療育相談事業
　在宅移行支援
　　延 4,017 件
　家庭訪問相談
　　延 ４０８件
　関係機関連絡、会議等
　　延 2５７件
④訪問看護師等育成研修事業
　基礎編
　　1回（web）
　　参加実数　３５３人
　レベルアップ編
　　1回（web）
　　参加実数　３３１人
　　1回（対面方式）
　　参加実数　３８人
　在宅移行編
　　1回（Web）
　　参加実数　323人
　訪問実習受講者数　26 人
⑤在宅療育支援地域連携会議
　区部 1回（Web開催）
　多摩地区 1回（Web開催）

①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置（継続）
②在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
　訪問看護
　　延 7,301件
　訪問健康診査
　　　　  12 件
③在宅療育相談事業
　在宅移行支援
　　延 4,503 件
　家庭訪問相談
　　延 462件
　関係機関連絡、会議等
　　延 373件
④訪問看護師等育成研修事業（Web）
　基礎編1回
　　参加実数　265人
　実践編1回
　　参加実数　333人
　在宅移行編1回
　　参加実数　319人
　訪問実習受講者数
      7 人
⑤在宅療育支援地域連携会議(Web)
　区部 1回
　多摩地区 1回

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）179　在宅レスパイト・就労等支
援事業
　医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害
児（者）等に対し、訪問看護師が自宅に出
向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の
休養や就労等を支援することにより、重症
心身障害児（者）等の健康の保持とその家
庭の福祉の向上を図る。

〔実施主体：区市町村〕

23区14市で実施 23区15市で実施 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局
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（再掲）180　障害者（児）ショートステ
イ事業（受入促進員配置）
　ショートステイ実施施設において、高い
看護技術を持った看護師を受入促進員とし
て配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重
症心身障害児（者）の積極的な受入れの促
進を図る。

〔実施主体：東京都〕

11施設

　受入延べ人数
　　13,788人

11施設

　受入延べ人数
　　14,465人

　超重症児（者）・準超重症児
（者）の受入れの促進を図る。

福 祉 局

（再掲）181　重症心身障害児通所委託
（受入促進員配置）
　民間の通所施設（医療型）において、高
い看護技術を持った看護師を受入促進員と
して配置し、特に医療ニーズが高い在宅の
重症心身障害児（者）の積極的な受入れの
促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　８施設

　受入延べ人数
　　16,873人

　８施設

　受入延べ人数
　　16,763人

　超重症児（者）・準超重症児
（者）の受入れの促進を図る。

福 祉 局

（再掲）182　重症心身障害児（者）通所
運営費補助事業（障害者施策推進区市町村
包括補助事業）
　在宅の重症心身障害児（者）に日中活動
の場を提供し、通所施設における適切な療
育環境の確保を図る。

〔実施主体：区市町村〕

　107施設
　
　定員　1028名
　延べ利用日数
　157,477日

　１０９施設

　定員　1029名
　延べ利用日数
　141,509日
"

　事業の推進を図る。 福 祉 局

255　障害児の放課後等支援事業
　区市町村が地域の実情に応じて、重症心
身障害児や医療的ケア児の放課後等支援の
充実のため、放課後等デイサービスや日中
一時支援において、放課後等支援に資する
取組を実施する場合に支援を行う。

補助率　　１／２

〔実施主体：区市町村〕

　13区市町村 14市区町村 　事業の推進を図る。 福 祉 局

256　障害児入所施設協議体制整備事業
　福祉型障害児入所施設に入所中の児童及
び過齢児が、１８歳以降も適切な場所で適
切な支援を受けることができるよう、障害
児入所施設、障害者支援施設、相談支援事
業所等の関係機関を集めた検討会を設置
し、運営する。

〔実施主体：東京都〕

　検討会　1回 　検討会　1回 　事業の推進を図る。 福 祉 局

257　聴覚障害児のための体制整備事業
　聴覚障害児の支援は、乳児からの適切な
支援が必要であり、また、状態像が多様に
なっていることから、切れ目のない支援と
多様な状態像への支援が求められている。
都内の聴覚障害児が、早期に適切な支援を
受けられるようにするため、関係機関等と
の連携強化を図る等、難聴児支援のための
中核的機能を有する体制を整備する。

①聴覚障害児に対応する協議会設置運営
（年２回程度・令和３年度は検討会）
②相談支援センターの設置運営

〔実施主体：東京都〕

　協議会　1回 協議会1回 　事業の推進を図る。 福 祉 局

258　障害児保育事業への助成
　保育所等において、障害のある子供を受
け入れるために必要な改修等に要する経費
を補助する。
　障害児やアレルギー児などの、特に配慮
が必要な児童に対する保育の充実を図るた
め、地域の実情に応じて保育サービスの向
上に取り組む区市町村や事業者を支援す
る。

〔実施主体：区市町村〕

【国調査（障害児保育の実施状況調査）の集約速報値
   障害児受入保育所等数
　2,824　か所
　障害児数
　10,804　人

令和８年10月調査実施予定（国） 　継続して実施する。 福 祉 局

259　学童クラブ事業への助成
　学童クラブにおいて、障害のある子供を
受け入れるために必要な改修や人材確保等
に要する経費を補助する。

〔実施主体：区市町村〕

令和６年5月1日現在
障害児受入クラブ数
　　1,382　所
受入障害児童数
　　4,836　人

令和７年5月1日現在
障害児受入クラブ数
　　1,526　所
受入障害児童数
　　6,152　人

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）127　相談支援従事者研修（東京
都地域生活支援事業）
　障害者等の意向に基づく地域生活を実現
するために必要なサービスの総合的かつ計
画的な利用支援等のため、サービス等利用
計画及び障害児支援利用計画を作成する相
談支援専門員の養成及び資質の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

①東京都
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　1回
・主任研修　　　　　1回
・専門コース別研修　2回
②指定研修事業者
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　0回

①東京都
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　1回
・主任研修　　　　　1回
・専門コース別研修　1回
②指定研修事業者
・初任者研修　　　　5回
・現任研修　　　　　9回

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

260　小児等在宅医療推進研修事業
　小児の在宅医療に関する研修を実施する
ことで、小児等在宅医療を担う人材の育
成・確保を図る。

〔実施主体：東京都〕

○基礎編
　１回（9月）　83名

○実践編（同行訪問）
　20名

○スタートアップ・フォローアップ支援
　３名

○基礎編
　医師向け（７月）　31名
　多職種向け（10月）　106名

○実践編（同行訪問）
　20名

○スタートアップ・フォローアップ支援
　２名

　小児等在宅医療を担う人材を
育成・確保する。

保健医療
局

261　小児等在宅医療推進事業（区市町村
在宅療養推進事業）
　区市町村が地域の実情に応じて実施する
小児等在宅医療の提供体制の整備に当た
り、関係各部署、関係職種及び関係機関と
連携して実施する取組等を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　８区市町村 　９区市 　地域の実情に応じた小児等在
宅医療の提供体制を整備する。

保健医療
局
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262　都型放課後等デイサービス事業
　放課後等デイサービス事業所の質の向上
を目指し、経験豊富な職員（コア職員）に
より、都が定める基準を満たして事業を実
施している事業所を「都型放課後等デイ
サービス」として位置づけ、財政的な支援
を行う。

32事業所 60事業所 　事業の推進を図る。 〇 福 祉 局

263　障害児入所施設協議体制整備事業
福祉型障害児入所施設に入所中の児童及び
過齢児が、１８歳以降も適切な場所で適切
な支援を受けることができるよう、障害児
入所施設、障害者支援施設、相談支援事業
所等の関係機関を集めた検討会を設置し、
運営する。

〔実施主体：東京都〕

　検討会　1回 　検討会　1回 　事業の推進を図る。 福 祉 局

264　児童発達支援事業所等利用支援事業
　安心して子育てできる環境づくりを推進
することを目的として、児童発達支援事業
等を利用する第２子以降の保護者の自己負
担を、第１子の年齢や世帯収入にかかわら
ず無償化する。

支給決定　565件 支給決定　657件 継続して実施する 福 祉 局

265　児童発達支援センター地域支援体制
強化事業
　地域における障害児やその家族への支援
体制を強化するため、国の支援策を踏ま
え、児童発達支援センターが地域の中核的
役割を果たす取組について補助を行う。

２７事業所 ２８事業所 　事業の推進を図る。 福 祉 局

266　発達障害児等巡回支援専門員整備事
業
 巡回支援専門員整備を行う区市町村に対し
て、その経費を補助する。
補助率1/4、補助基準額：1区市町村当たり
5,572千円
〔実施主体：区市町村〕

 24区市村で実施  24区市村で実施 気になる段階から支援を行うた
めの体制整備を図り、発達障害
児等への支援やインクルージョ
ンの推進等、地域における障害
児やその家族への支援体制の強
化を図る。

福 祉 局

（再掲）170 区市町村発達検査体制充実緊
急支援事業〔福祉局〕
地域における検査体制の充実を図るため、
区市町村が実施する発達検査の人件費や外
部委託経費等に対して緊急支援を実施す
る。

○計２４区市町村に対し補助を実施 令和6年度で事業終了（後継事業は区市町村発達障害者支援
体制整備推進事業）

福 祉 局

（再掲）171発達障害児の検査に関する実
態調査〔福祉局〕
発達障害児の検査の現状及び課題を分析す
るため、自治体や医療機関、検査機関、保
護者等に対して実態調査を実施する。

○都内区市町村、都内医療機関、都内民間検査機関、保護者
に対しアンケート調査を実施
○アンケート調査実施後、一部の自治体等に対し個別にヒア
リング調査を実施した上で最終報告書を作成

令和6年度で事業終了 福 祉 局

（再掲）250 障害児通所支援事業所におけ
る安全対策支援事業
子供の安心・安全性確保の取組を支援する
ため、国の支援策を踏まえ、置き去り・午
睡時等の事故防止に係る経費について補助
を行うとともに、都独自に対象を拡充す
る。

80事業所 ８７事業所
※実績報告書提出事業所数

　子供の安全・安心を確保する
ための対策の普及・啓発に努め
る。

福 祉 局

（２）医療的ケア児への支援

267　医療的ケア児に対する支援のための
体制整備事業
　医療的ケア児等の支援に携わる関係機関
相互の意見交換等を行う協議会の運営に加
え、医療的ケア児等コーディネーターの養
成及び障害児通所支援施設において医療的
ケア児等に対応できる看護職員を育成する
ための研修を行い、在宅の医療的ケア児等
に対する支援体制を整備する。

〔実施主体：東京都〕

・東京都医療的ケア児支援地域協議会　　3回実施

・東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修
修了者　12６人

・東京都医療的ケア児支援者育成研修
1回実施（Web）
受講者数　817人

・医療的ケア児に対応する看護職員育成研修
3回実施
受講者数　2５人

・東京都医療的ケア児支援地域協議会　　3回実施

・東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修
修了者　1４８人

・東京都医療的ケア児支援者育成研修
1回実施（Web）
受講者数　1173人

・医療的ケア児に対応する看護職員育成研修
6回実施
受講者数　４８人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

268　障害者（児）ショートステイ事業
（短期入所開設支援）

新規に医療型短期入所事業所を開設しよう
とする事業者に対して、講習会を開催する
等の開設支援を行う。

〔実施主体：東京都〕

・法人開拓提案　50施設訪問
・フォローアップ　20回
・新規開設講習　１回実施（17施設参加）
・職員向け研修　３回実施（延38名参加）
・他施設視察支援　病院１回、老健１回実施（4施設参加）

・法人開拓提案　50施設訪問
・フォローアップ　34回
・新規開設講習　1回実施（17施設参加）
・職員向け研修　3回実施（延63名参加）
・他施設視察支援　病院1回、老健1回実施（6施設、１自治
体参加）

　超重症児（者）・準超重症児
（者）等の受入れの促進を図
る。

〇 福 祉 局

269　障害者（児）ショートステイ事業
（医療機器等整備費補助）
新たに医療型短期入所事業に参画する等、
より多くの医療的ケア児等を受け入れるた
めの環境を整備した場合に、必要となる医
療機器等の整備費用を補助することによ
り、医療型短期入所における医療的ケア児
等の受入れを促進する。
〔実施主体：東京都〕

６施設(７床) 2施設(2床) 　超重症児（者）・準超重症児
（者）等の受入れの促進を図
る。

〇 福 祉 局

270　医療的ケア児訪問看護ステーション
体制整備事業
訪問看護ステーションの職員に対する研修
の実施及び医療的ケア児の受入れに係る経
費を補助し、医療的ケア児の対応ができる
訪問看護ステーションを拡充する。
（１）訪問看護における医療的ケア児に対
応する看護職員研修
（２）医療的ケア児受入経費補助
〔実施主体：東京都〕

（１）訪問看護における医療的ケア児に対応する看護職員研
修　29事業所
（２）医療的ケア児受入経費補助　1事業所

（１）訪問看護における医療的ケア児に対応する看護職員研
修　28事業所
（２）医療的ケア児受入経費補助　1事業所

　事業の推進を図る 〇 福 祉 局

271　医療的ケア児等コーディネーター支
援体制整備促進事業
民間事業所等に配置されている医療的ケア
児等コーディネーターの地域における活動
の定着を図り、医療的ケア児等の支援体制
の整備を促進する。
（１）区市町村における医療的ケア児等支
援の基盤整備に係る業務
（２）サービス等利用計画策定前の業務
〔実施主体：区市町村〕

9自治体 13自治体 　事業の推進を図る 〇 福 祉 局
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令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

272　医療的ケア児ペアレントメンター事
業
　医療的ケア児ペアレントメンターが、医
療的ケア児を育てる親が抱える就労や子育
てに関する不安や悩みについて、共感し、
寄り添い、必要な情報の提供を行う。

〔実施主体：東京都〕

相談実施件数　３５件 個別相談実施件数　22件
グループ相談実施回数　21回
　　　　　　参加人数　77名

　事業の推進を図る 〇 福 祉 局

273　医療的ケア児日中預かり支援事業
 医療的ケア児の日中預かりを行う事業所に
対し支援を行うことで、日中の預かり先を
確保し、医療的ケア児の保護者が安心して
就労できる環境の整備を行う。

〔実施主体：東京都〕

1施設（4人) 1施設（６人） 医療的ケア児の保護者の就労促
進を図る。

〇 福 祉 局

274　医療的ケア児支援センター事業
　医療的ケア児及びその家族が個々の医療
的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支
援を受けられるようにするため、医療的ケ
ア児支援センターを設置し、相談支援や情
報提供を行うとともに、支援に関わる人材
を養成する。

〔実施主体：東京都〕

2か所 2か所 事業の推進を図る。 〇 福 祉 局

275　医療的ケア児等総合支援事業
　医療的ケア児や重症心身障害児の地域に
おける受入れが促進されるよう、区市町村
の体制整備に係る取組を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

医療的ケア児等の協議の場の設置、医療的ケア児等支援者養
成研修の実施、医療的ケア児等の相談体制の整備、併行通園
の促進、医療的ケア児等に対応する看護職員確保のための体
制構築、医療的ケア児等とその家族への支援、医療的ケア児
等を一時的に預かる環境の整備

医療的ケア児等の協議の場の設置、医療的ケア児等支援者養
成研修の実施、医療的ケア児等の相談体制の整備、併行通園
の促進、医療的ケア児等に対応する看護職員確保のための体
制構築、医療的ケア児等とその家族への支援、医療的ケア児
等を一時的に預かる環境の整備

事業の推進を図る。 福 祉 局

（３）難聴児への支援（難聴児支援計画）

（再掲）52　中等度難聴児発達支援事業
（障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　身体障害者手帳の交付対象とならない中
等度難聴児に対して、補聴器の装用により
言語の習得や生活能力、コミュニケーショ
ン能力等の向上を促進するため、補聴器の
購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な
発達を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　実施区市町村　5２区市町村 実施区市町村　5３区市町村 　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）257　聴覚障害児のための体制整
備事業
　聴覚障害児の支援は、乳児からの適切な
支援が必要であり、また、状態像が多様に
なっていることから、切れ目のない支援と
多様な状態像への支援が求められている。
都内の聴覚障害児が、早期に適切な支援を
受けられるようにするため、関係機関等と
の連携強化を図る等、難聴児支援のための
中核的機能を有する体制を整備する。

①聴覚障害児に対応する協議会設置運営
（年２回程度・令和３年度は検討会）
②相談支援センターの設置運営

〔実施主体：東京都〕

　協議会　1回 協議会1回 　事業の推進を図る。 福 祉 局

276　乳幼児教育相談の実施〔教育庁〕
　聴覚に障害のある乳幼児への早期からの
支援を適切に行うため、幼稚部を設置して
いる都立聴覚障害特別支援学校で言語聴覚
士等の専門家を活用し、早期からの乳幼児
教育相談を実施する。
　
〔実施主体：東京都教育委員会〕

　医師
　　1名×3校

　言語聴覚士
　　1名×3校

　臨床心理士
　　1名×3校

　技術者
　　1名×3校

　につき継続して実施

　医師
　　1名×3校

　言語聴覚士
　　1名×3校

　臨床心理士
　　1名×3校

　技術者
　　1名×3校

　につき継続して実施

　継続して実施する。 教 育 庁

277　新生児聴覚検査機器購入支援事業
　全ての新生児が精度の高い聴覚検査を受
けられるよう、東京都内の医療機関におけ
る聴覚検査機器（自動ABR検査機器）の購
入を支援することにより、都内における新
生児聴覚検査体制の整備推進を図る。

〔実施主体：分娩取扱医療機関等〕

〇補助実績
　43施設

〇補助実績
　13施設

　都内の自動ABR検査機器を保
有していない産婦人科、耳鼻咽
喉科に対して新生児聴覚検査体
制の整備推進を図る。

福 祉 局

２　全ての学校における特別支援教育の充実

278　就学相談の充実（東京都特別支援教
育推進室）
　東京都における特別支援教育を推進する
センターである東京都特別支援教育推進室
において、「就学・入学相談機能」、「情
報提供機能」「理解啓発機能」「関係機関
の連携調整機能」を備える。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

【就学・入学相談】
・手引き作成を含む区市町村及び都立特別支援学校との連携
を密にした就学・入学相談、転学相談等の実施
・対面及び動画配信による区市町村就学相談担当者及び都立
特別支援学校関係者を対象とした各種説明会や講習会等の実
施
・東京都特別支援教育就学支援員会専門家チームを設置し、
区市町村教育委員会からの相談内容について、専門家チーム
による専門的かつ多角的な視点から助言
【情報提供】
・閲覧室の整備、ホームページの随時更新等による情報提供
機能の充実
【就労支援】
・民間企業や外部専門家等を活用した就労支援等の推進
【理解啓発】
・就学相談等関連資料作成・配布等による特別支援教育の理
解推進
　　　　　　　　　　など

【就学・入学相談】
・手引き作成を含む区市町村及び都立特別支援学校との連携
を密にした就学・入学相談、転学相談等の実施
・対面及び動画配信による区市町村就学相談担当者及び都立
特別支援学校関係者を対象とした各種説明会や講習会等の実
施
・東京都特別支援教育就学支援員会専門家チームを設置し、
区市町村教育委員会からの相談内容について、専門家チーム
による専門的かつ多角的な視点から助言
【情報提供】
・閲覧室の整備、ホームページの随時更新等による情報提供
機能の充実
【就労支援】
・民間企業や外部専門家等を活用した就労支援等の推進
【理解啓発】
・就学相談等関連資料作成・配布等による特別支援教育の理
解推進
　　　　　　　　　　など

　東京都における特別支援教育
を推進する中核的役割を担って
いく。

教 育 庁
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279　小・中学校及び高等学校における特
別支援教育の推進
【小・中学校】
（１）通常の学級に在籍する発達障害等
（自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害）のある児童・生徒が、障害の
状態に応じた特別な指導・支援を受けられ
るよう、公立小・中学校では、平成28年度
から順次、「特別支援教室」を導入し、令
和３年４月に全校導入が完了しました。加
えて、在籍校の教職員や巡回指導教員に指
導内容・方法について助言する臨床発達心
理士等の巡回、特別支援教室の円滑な運営
を図るために、巡回指導教員を補助する特
別支援教室専門員の配置等を行う。
【高等学校】
（２）令和３年度より、全ての都立高等学
校等で外部人材を活用した通級による指導
を開始。このことを踏まえ、令和４年度よ
り、都立特別支援学校が都立高等学校等を
地区ごとに支援する「都立学校発達障害教
育推進エリアネットワーク」を運用する。

〔実施主体：東京都教育委員会、区市町
村〕

【小・中学校】
　都内の全公立小・中学校に特別支援教室を設置済。また、
区市町村における特別支援教室の円滑な運営のために、特別
支援教室専門員（非常勤職員）の採用及び採用時講習会の実
施、臨床発達心理士等の巡回体制の整備を実施
（発達障害教育等支援員の配置及び特別支援教育コーディ
ネーターを補助する人材の配置に係る経費補助については、
R6年度から289「インクルーシブ教育システム体制の整
備」における「インクルーシブ教育支援員」の配置に係る補
助事業に統合）

【高等学校】
　令和3年度より、全ての都立高等学校等で外部人材を活用
した通級による指導を開始。このことを踏まえ、令和4年度
より、都立特別支援学校が都立高等学校等を地区ごとに支援
する「都立学校発達障害教育推進エリアネットワーク」を整
備

【小・中学校】
　都内の全公立小・中学校に特別支援教室を設置済。また、
区市町村における特別支援教室の円滑な運営のために、特別
支援教室専門員（非常勤職員）の採用及び採用時講習会の実
施、臨床発達心理士等の巡回体制の整備を実施

【高等学校】
　令和3年度より、全ての都立高等学校等で外部人材を活用
した通級による指導を開始。このことを踏まえ、令和4年度
より、都立特別支援学校が都立高等学校等を地区ごとに支援
する「都立学校発達障害教育推進エリアネットワーク」を整
備

　小・中学校及び高等学校を通
じて、発達障害の児童生徒一人
一人がその能力を最大限伸ばし
ていけるよう、発達障害教育の
充実を図っていく。

教 育 庁

280　区市町村との連携体制の構築
①「エリア・ネットワーク」の定着
　発達障害を含む障害のある幼児・児童・
生徒や保護者に対して、総合的な支援を行
うための地域性と専門性を備えたシステム
である「エリア・ネットワーク」を定着さ
せ、特別支援学校と区市町村の保健、福
祉、労働の関係機関との緊密な連携の充実
を図っていく。
　なお、都立及び区立の知的障害特別支援
学校小・中学部設置校を「エリア・ネット
ワーク」のセンター校に指定し、区市町村
における特別支援教育の取組を支援してい
く。

②都立特別支援学校のセンター的機能の発
揮
　都立特別支援学校の地域における特別支
援教育のセンター的機能として、幼稚園や
小・中学校等への支援、特別支援教育に関
する相談・情報提供、幼稚園や小・中学校
等の教職員に対する研修協力、障害児
（者）の理解啓発、地域の障害のある幼
児・児童・生徒への施設設備等の提供など
の機能を発揮し、地域における特別支援教
育を推進していく。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①「エリアネットワーク」の定着の推進

②都立知的障害・視覚障害・聴覚障害・肢体不自由特別支援
学校（小・中学部設置校）で実施

①「エリアネットワーク」の定着の推進

②都立知的障害・視覚障害・聴覚障害・肢体不自由特別支援
学校（小・中学部設置校）で実施

　東京都特別支援教育推進計画
に基づき、地域における特別支
援教育推進のための連携体制づ
くりを進めていく。

教 育 庁

（再掲）90　高等学校等への受入れ体制の
整備
　都立高校等の校舎においては、改築や大
規模改修の際に「東京都福祉のまちづくり
条例」及び「高齢者、障害者等が利用しや
すい建築物の整備に関する条例」に基づい
た整備を行っている。また、例年障害のあ
る生徒の入学状況を把握し、学校生活に支
障がないかを調査した上で、必要な場合は
簡易的なバリアフリー改修工事を実施して
いる。
　具体的には、
①エレベーターの新設（新築、改築、大規
模改修の際に限る）
②校舎内外の段差解消
③障害者トイレの設置
④廊下・階段の手摺新設
⑤非常用スロープ階段の新設
⑥出入口の扉改造
等を行う。

〔実施主体：東京都教育委員会、東京都公
立大学法人〕

【高等学校】
エレベーター設置
　　　　　159校
校内段差解消
　　　　　  52校
障害者トイレ設置
　　　　　181校
階段手摺設置
　　　　　185校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　121校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　123校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  57校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  99校

【高等学校】
エレベーター設置
　　　　　160校
校内段差解消
　　　　　  52校
障害者トイレ設置
　　　　　181校
階段手摺設置
　　　　　186校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　121校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　123校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  57校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  99校

　近年の高等学校等への入学者
多様化を考慮し、校舎改修をよ
り一層推進していく。

教 育 庁

総 務 局

【附属中学校・中等教育学校】
エレベーター設置
　　　　　11校
校内段差解消
　　　　　  5校
障害者トイレ設置
　　　　　11校
階段手摺設置
　　　　　11校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　  8校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　  8校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  4校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  7校

【附属中学校・中等教育学校・附属小学校】
エレベーター設置
　　　　　11校
校内段差解消
　　　　　  5校
障害者トイレ設置
　　　　　11校
階段手摺設置
　　　　　11校
スロープ（昇降口）
設置
　　　　　  8校
スロープ（玄関）
設置
　　　　　  8校
自動ドア（昇降口）
設置
　　　　　  4校
自動ドア（玄関）
設置
　　　　　  7校

教 育 庁

総 務 局

【高等専門学校】
エレベーター設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
校内段差解消
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
障害者トイレ設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
階段手摺設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
スロープ（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（昇降口）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）

【高等専門学校】
エレベーター設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
校内段差解消
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
障害者トイレ設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
階段手摺設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
スロープ（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（昇降口）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）
自動ドア（玄関）設置
　　1校（2ｷｬﾝﾊﾟｽ）

教 育 庁

総 務 局
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281　都立特別支援学校の適正な規模と配
置
　東京都特別支援教育推進計画（第二期）
に基づき、今後も在籍者数の増加が見込ま
れる知的障害特別支援学校については、学
校の新設や増改築をはじめとして、多様な
方法により教育環境の充実を図る。
　また、知的障害が軽度から中度の生徒を
対象とした高等部職能開発科の設置を進め
る。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

○八王子南特別支援学校を新たに開校
○練馬特別支援学校に職能開発科を設置

実績なし 【学校の新築・増改築等】
○八王子南特別支援学校：令和6
年度開校
○北多摩地区特別支援学校（仮
称）：令和10年度開校予定
○墨田地区第二特別支援学校
（仮称）：令和11年度開校予定
○戸山地区学園特別支援学校
（仮称）：令和14年度以降開校
予定
○江戸川地区第二特別支援学校
（仮称）：令和14年度以降開校
予定

【職能開発科の設置】
○練馬特別支援学校：令和6年度
設置
○八王子南特別支援学校：令和6
年度設置
○北多摩地区特別支援学校（仮
称）：令和10年度設置予定

教育庁

282　健康教育の充実
①摂食指導研修会
　都立特別支援学校における摂食指導を充
実し、児童･生徒の口腔機能の向上を図ると
ともに、安全で楽しい食事を提供するた
め、教職員を対象に、研修会を実施する。

②歯･口の健康づくり推進指定校
　推進指定校を指定し、特別支援学校にお
ける歯･口の健康づくり（むし歯や歯周疾患
の予防・口腔機能の発達を促すような取
組）を推進する。

③歯･口の健康づくり研修会
　 障害の種類や程度に合わせたきめ細やか
な歯科保健指導や摂食指導を行い、特別支
援学校における歯･口の健康づくりの方向性
を示すとともに、各学校の取組のレベル
アップを図る。あわせて、推進指定校の指
定期間ごとに実践発表の場を設ける。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①研修受講教職員
　　65名　※2日間で実施

②推進指定期間
　　2年（令和6～7年度）
　　推進指定校　1校

③開催回数
　　年1回

①研修受講教職員
　　69名　※2日間で実施

②推進指定期間
　　2年（令和6～7年度）
　　推進指定校　1校

③開催回数
　　年1回

①受講者をさらに拡大し、都立
特別支援学校における摂食指導
を充実させる。

②・③推進指定校を増やし、特
別支援学校における歯･口の健康
づくりを推進する。

教 育 庁

283　都立特別支援学校における医療的ケ
ア整備事業の充実
①都立特別支援学校に在籍する医療的ケア
を必要とする児童・生徒に対し、安全かつ
適切な教育環境を提供する。

②学識経験者や保護者代表、指導医等で構
成する「医療的ケア運営協議会」及び指導
方法の統一や指導医間の連携の促進及び情
報ネットワークを充実するための「指導医
連絡協議会」を実施する。

③障害の重い児童・生徒の医療的ケアに関
する知識を習得するとともに、医療的ケア
を必要とする児童・生徒の日常の学校生活
における健康管理や健康の保持・増進の指
導に資する教員研修を充実する。
　
④都立肢体不自由特別支援学校以外の都立
特別支援学校において、非常勤看護師を配
置し、経管栄養や痰の吸引などの医療的ケ
アを実施できる体制を整備し、幼児・児
童・生徒の安全な教育環境を確保する。

⑤都立肢体不自由特別支援学校において、
医療的ケアが必要な児童・生徒の学習の機
会を拡充するため、専用の通学車両の運行
により通学を支援する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①医療的ケア実施に係る個別課題のうち、学校での解決が困
難なものについて、主治医・指導医等からなるメディカル
チームを設置する体制を構築。

②医療的ケア運営協議会を6月、１２月、２月に実施。学校
医・指導医連絡協議会を12月に実施。

③教諭、学校介護職員、医療的ケア専門員、看護師（非常勤
看護師含む）、及び寄宿舎指導員を対象に医師等専門家を講
師とした医療的ケア研修と、社会福祉士及び介護福祉士法に
基づく第三号研修を実施。看護師専門性向上講習会を7月、
8月、10月に7回実施。医療的ケア講習会を7月、8月に８
回実施。

④肢体不自由特別支援学校以外で医療的ケア児が在籍する特
別支援学校に対し、実態に応じて総合非常勤看護師、主任非
常勤看護師を含む非常勤看護師を配置。（R6.9月1日付：肢
体不自由特別支援学校以外の非常勤看護師118名）

⑤医療的ケアが必要な児童・生徒の学習開会の拡充を図るた
め、安全の確保を第一としながら、専用通学車両を運行。対
象児増加に伴う配車数も増加。

①医療的ケア実施に係る個別課題のうち、学校での解決が困
難なものについて、主治医・指導医等からなるメディカル
チームを設置する体制を構築。

②医療的ケア運営協議会を6月、12月、２月に実施。学校
医・指導医連絡協議会を12月に実施。

③教諭、学校介護職員、医療的ケア専門員、看護師（非常勤
看護師含む）、及び寄宿舎指導員を対象に医師等専門家を講
師とした医療的ケア研修と、社会福祉士及び介護福祉士法に
基づく第三号研修を実施。看護師専門性向上講習会を7月、
8月、10月に7回実施。医療的ケア講習会を7月、8月に８
回実施。

④肢体不自由特別支援学校以外で医療的ケア児が在籍する特
別支援学校に対し、実態に応じて総合非常勤看護師、主任非
常勤看護師を含む非常勤看護師を配置。（R8.3.31付：肢体
不自由特別支援学校以外の非常勤看護師142名）

⑤医療的ケアが必要な児童・生徒の学習開会の拡充を図るた
め、安全の確保を第一としながら、専用通学車両を運行。対
象児増加に伴う配車数も増加。

　引き続き実施、充実を図る。 教 育 庁

284　都立特別支援学校における外部専門
家の導入
①都立肢体不自由特別支援学校において、
教員、看護師、学校介護職員（介護の専門
家）、外部専門家（理学療法士等）などが
連携するチーム・アプローチにより、教員
が授業づくりに専念できる体制を整備し、
児童・生徒の障害の状態に対応した指導の
充実を図る。

②都立知的特別支援学校において、児童・
生徒の社会的自立に向けた指導の充実と教
員の専門性の向上を図るため、外部専門家
を導入する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①肢体不自由校特別支援学校既存18校に学校介護職員（会
計年度任用職員）を配置

②知的障害特別支援学校に導入

①肢体不自由校特別支援学校既存18校に学校介護職員（会
計年度任用職員）を配置

②知的障害特別支援学校に導入

①都立肢体不自由特別支援学校
全校に学校介護職員（非常勤）
を導入する。

②都立知的障害特別支援学校の
児童・生徒の社会的自立に向け
た指導の充実を図る。

教 育 庁

285　摂食・嚥下機能の障害に応じた給食
の提供
①形態別調理による給食の提供
　都立特別支援学校における児童・生徒に
対し、摂食・嚥下機能の障害の状態に応じ
た食形態を提供し、摂食・嚥下機能の向上
を図るため、普通食・後期食・中期食・初
期食の形態別調理を実施する。

②研修会の実施
ア　肢体不自由特別支援学校栄養職員対象
　学校間における形態別調理の格差の解消
や学校間の提供内容の情報交換を行うとと
もに形態別調理の知識を習得することを目
的に研修会を実施する。

イ　都立学校栄養職員研修
　肢体不自由特別支援学校以外の学校栄養
職員（定時制（夜間）課程含む。）を対象
に、摂食・嚥下機能の知識や形態別調理の
基本を習得することを目的に研修会を実施
する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①形態別調理による給食の提供
　肢体不自由校　18校
※肢体不自由校以外では、
校内の給食提供状況に応じて、必要となる形態食を提供して
いる。

②研修会受講数
　特別支援学校栄養職員
　年1回

①形態別調理による給食の提供
　肢体不自由校　18校
※肢体不自由校以外では、
校内の給食提供状況に応じて、必要となる形態食を提供して
いる。

②研修会受講数
　特別支援学校栄養職員
　年1回

②ア　学校間格差の解消及び知
識の修得、調理指導技術の充実
を図る。

②イ　肢体不自由特別支援学校
以外の学校栄養職員（定時制
（夜間）課程含む。）を対象
に、摂食・嚥下機能の知識の向
上を図り、肢体不自由特別支援
学校以外の特別支援学校におけ
る給食の内容の充実を図る。

教 育 庁
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286　東京都教職員研修センターにおける
特別支援教育に関する研修の充実・強化
　特別支援教育に関する研修を充実・強化
することで、教職員の資質の向上を図る。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①専門性向上研修
特別支援教育【Ⅰ】(7911)
83名
特別支援教育【Ⅰ】(7912)
401名
特別支援教育【Ⅰ】(7913)
54名
特別支援教育【Ⅰ・Ⅱ】(7914)
904名
特別支援教育【Ⅰ】(7915)
111名
特別支援教育【Ⅰ・Ⅱ】(7916)
273名
特別支援教育【Ⅰ】(7917)
312名
特別支援教育（知的障害）【Ⅰ・Ⅱ】(7918)
73名
特別支援教育（視覚障害）【Ⅰ・Ⅱ】(7919)
９名
特別支援教育（聴覚障害）【Ⅰ・Ⅱ】(7920)
23名
特別支援教育（肢体不自由）【Ⅰ・Ⅱ】(7921)
25名

①専門性向上研修
特別支援教育【Ⅰ】(8411)
122名
特別支援教育【Ⅰ】(8421)
399名
特別支援教育【Ⅰ】(8431)
62名
特別支援教育【Ⅰ・Ⅱ】(8441)
1233名
特別支援教育【Ⅰ】(8451)
96名
特別支援教育【Ⅰ・Ⅱ】(8461)
322名
特別支援教育【Ⅰ】(8471)
331名
特別支援教育（知的障害）【Ⅰ・Ⅱ】(8511)
44名
特別支援教育（視覚障害）【Ⅰ・Ⅱ】(8521)
４名
特別支援教育（聴覚障害）【Ⅰ・Ⅱ】(8531)
３名
特別支援教育（肢体不自由）【Ⅰ・Ⅱ】(8541)
45名

①特別支援教育担当教員等の専
門性の向上のための研修及び指
定研修を実施する。

教 育 庁

②リーダー養成研修
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3001)
67名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3002)
85名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3003)
61名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3004)
102名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3005)
95名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3006)
90名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3007)
406名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3008)
155名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3009)
51名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3010)
371名
特別支援教育コーディネーター（特）(3011)
21名
特別支援教室・高等学校通級指導担当教員研修(3021)
44名
特別支援学級担当教員研修(3022)
30名

②特別支援教育コーディネー
ターの養成・育成に関する研修
を実施する。

教 育 庁

〇教育管理職研修
・東京都立学校長研修（1001）250名
・東京都立学校副校長研修（1012）382名
○教育管理職候補者研修
・教育管理職候補者A1年次研修　(1111)85名
・教育管理職候補者B研修Ⅱ(1121)397名
・教育管理職候補者C研修　(1131)32名
〇４級職研修
・主幹教諭任用時研修（1201）151名
・指導教諭任用時研修（1211）48名

287　 東京都教育委員会研究推進団体事業
　東京都教育委員会は、東京都教育団体が
認定した団体に対し、東京都教育委員会の
教育目標を踏まえ、教員の教科等の専門性
を育成するため研究団体の研究活動の促
進、支援及び研究成果の普及活動を行って
いる。（東京都教育委員会研究推進団体事
業実施要項第1条）

　①研究活動促進のため、研究会へ参加す
る都立学校の受講生は研修出張とすること
ができ、講師は出張とする。（東京都教育
委員会研究推進団体事業実施要項第９条）

　②研究成果普及のため、賞賜金を支給す
る。（東京都教育委員会研究団体設置要項
８条）

　③研究活動支援のため、研究会の開催通
知等を教職員研修センターのホームページ
に掲載するとともに教職員研修センター研
修室（平日夜間及び土曜日）を提供する。

東京都教育委員会研究推進団体として認定した143団体（特
別支援教育等に関する団体：47団体）

東京都教育委員会研究推進団体として認定した149団体（特
別支援教育等に関する団体：50団体）

　東京都の教員が組織する教科
等の研究団体による教育に関す
る研究成果を都の全ての教員が
共有できるように、普及事業を
実施し、教員の教科等の専門性
に関する資質・能力を向上す
る。

教 育 庁

（再掲）23　特別支援教育の理解啓発の推
進
　障害のある児童・生徒等が地域の人々に
働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを
発表し、主張する場を設定することを通じ
て、障害のある児童・生徒等一人ひとりが
地域社会で自立できる力を培うとともに、
広く都民に対して特別支援教育の理解啓発
を行う。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

　「第9回東京都特別支援学校アートプロジェクト展」の開
催にあわせて、都営地下鉄の車内広告にてアートプロジェク
ト展を開催していることを宣伝する動画を掲載
　都立特別支援学校（ろう学校）の取組やその成果について
紹介する簡易のサイト（LP）を作成し、インターネット広告
を利用してネット上に掲出

　「第10回東京都特別支援学校アートプロジェクト展」の
開催にあわせて、都営地下鉄の車内広告にてアートプロジェ
クト展を開催していることを宣伝する動画を掲載
　都立特別支援学校の取組（都立高校との協働活動）やその
成果について紹介する簡易のサイト（LP）を作成し、イン
ターネット広告を利用してネット上に掲出

　継続して実施する。 教 育 庁

288　私立特別支援学校等における特別支
援教育への助成
　私立学校における特別支援教育の振興を
図るため、私立特別支援学校、特別支援学
級を置く私立小中学校、障害のある幼児・
生徒が在籍する私立幼稚園及び私立専修学
校高等課程の設置者に対して助成する。

①私立特別支援学校等経常費補助
②私立幼稚園特別支援教育事業費補助
③私立専修学校特別支援教育事業費補助

〔実施主体：東京都〕

①の対象校
　特別支援学校   4校
　小中学校　   　2校
　幼稚園　     316園

②の対象校
　幼稚園　     109園

③の対象校
　専修学校高等課程　７校

①の対象校
　特別支援学校　４校
　小中学校　   　２校
　幼稚園　      333園

②の対象校
　幼稚園　      112園

③の対象校
　専修学校高等課程　６校

　継続して実施する。 生 活
文 化 局

②リーダー養成研修
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3001)
139名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3002)
131名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3003)
150名
特別支援教育コーディネーター（ベーシック）(3004)
203名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3005)
348名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3006)
172名
特別支援教育コーディネーター（アドバンスト）(3007)
79名
特別支援教育コーディネーター（特）(3008)
37名
特別支援教育コーディネーター（特）(3009)
44名
特別支援教育コーディネーター（特）(3010)
47名
特別支援教育コーディネーター・共通(3011)
440名
特別支援教室担当教員養成講座(3021)
93名
特別支援学級担当教員養成講座(3022)
53名
○教育管理職候補者研修
・教育管理職候補者A1年次研修　(1111)95名
・教育管理職候補者B研修Ⅱ(1121)396名
・教育管理職候補者C研修　(1131)27名
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（再掲）91　私立学校における学校施設の
バリアフリー化への支援
（目的）
　私立学校で行う校舎等の施設設備の整備
が「福祉のまちづくり条例施行規則」の整
備基準に合致するよう、公益財団法人東京
都私学財団に対して補助を行い、間接的に
私立学校の利子負担を軽減する。

（事業内容）
　公益財団法人東京都私学財団が行う低利
での融資事業「私立学校振興資金融資事
業」の中で、手すり、スロープの設置等
「福祉のまちづくり事業」を推進する施設
設備を対象とした融資を行う。（融資限度
額　１件１０億円）
　東京都は当財団が当該融資に必要な資金
を金融機関から借り入れた場合、当該原資
に対して一定の利子補給を行う。

〔実施主体：東京都、公益財団法人東京都
私学財団〕

  特定事業利率
　上限1.000%
　なお、当該特定事業利率は、市中金融機関等における利率
等を勘案して設定

（福祉のまちづくり事業は、特定事業に含まれる。）

  特定事業利率
　上限1.000%
　なお、当該特定事業利率は、市中金融機関等における利率
等を勘案して設定

（福祉のまちづくり事業は、特定事業に含まれる。）

　継続して実施する。 生 活
文 化 局

289　インクルーシブ教育システム体制の
整備
　対象：区市町村教育委員会

　特別支援学校への就学が適当と判定され
た児童・生徒がより身近な区市町村立小中
学校に就学した場合等に日常生活上の介助
や学習支援等を行う「インクルーシブ教育
支援員」の配置を支援する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

〇小・中学校において障害のある児童・生徒の日常生活上の
介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支援員」の配
置に係る費用を補助する事業を開始

・特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒が小
中学校へ就学した場合に、日常生活上の介助や学習支援を行
う支援員の配置補助を32区市町村で活用

・発達障害等のある児童・生徒に対する支援員の配置補助を
37区市町村で活用

〇異校種期限付異動を活用し、公立小中学校におけるインク
ルーシブな教育の更なる推進と、その実効性及び体制整備を
図ることを目的とする「インクルーシブ教育システム体制整
備推進事業」について、重点地区を２地区指定して開始

〇小・中学校において障害のある児童・生徒の日常生活上の
介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支援員」の配
置に係る費用を補助する事業を開始

・特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒が小
中学校へ就学した場合に、日常生活上の介助や学習支援を行
う支援員の配置補助を42区市町村で活用

・発達障害等のある児童・生徒に対する支援員の配置補助を
39区市町村で活用

〇異校種期限付異動を活用し、公立小中学校におけるインク
ルーシブな教育の更なる推進と、その実効性及び体制整備を
図ることを目的とする「インクルーシブ教育システム体制整
備推進事業」について、重点地区を２地区指定して実施

　障害のある子どもと障害のな
い子どもが可能な限り共に過ご
せるようインクルーシブな教育
を推進し、教育的ニーズに応え
る多様な学びの場を整備するた
め、区市町村立小・中学校にお
いて障害のある児童・生徒の日
常生活上の介助や学習支援等を
行う「インクルーシブ教育支援
員」の配置のための支援を行
う。
　さらに、公立小中学校におけ
るインクルーシブな教育の更な
る推進と、その実効性及び体制
整備を図るために、重点地区に
指定し、公立小・中学校等にお
けるインクルーシブな教育を推
進する。

〇 教 育 庁

290　学校におけるインクルージョンに関
する交流及び共同学習拡充支援事業
　交流及び共同学習の機会を拡充していく
ことで、障害のある児童・生徒とない児
童・生徒が共に学び、体験し、相互理解を
深める取組を推進する。

【期間】令和５・６年度
【実施対象】区市町村教育委員会

〔実施主体：東京都教育委員会〕

〇区市町村における交流及び共同学習拡充支援事業を３地区
で実施
〇区市町村等との協議会を５回開催

（事業終了） 　学校におけるインクルージョ
ンを推進するため、障害のある
子供と障害のない子供が可能な
限り共に教育を受けられる条件
を整備するとともに、連続性の
ある多様な学びの場の一層の充
実・整備を着実に進めていく。
　そのために、令和２～４年度
に実施した実践的研究事業の事
例等を参考にしながら、交流及
び共同学習を計画的に実施する
区市町村を支援していく。
　また、各区市町村における交
流事業の事例や共同学習の指導
案を都教委で集約し、その教育
手法を広く普及していくこと
で、交流及び共同学習の機会拡
充を図り、障害のある児童・生
徒と障害のない児童・生徒が共
に学び、体験し、相互理解を深
める取組を推進していく。

〇 教 育 庁

３　職業的自立に向けた職業教育の充実

291　特別支援学校における就労支援
　都立特別支援学校生徒の自立と社会参加
を目指し、都立特別支援学校を卒業する生
徒の一層の企業就労を促進するため、次の
事業を展開していく。

①民間の活力による企業開拓等
　民間の活力を導入し、産業現場等におけ
る実習先や雇用先の開拓及び確保を行うと
ともに、高等部を設置する都立特別支援学
校において開拓した企業情報を活用し、就
労支援体制の充実を図る。

②企業向けセミナーの実施
　企業に対し、障害者雇用への理解啓発、
雇用、就業体験の受入れの協力を求めるた
め、セミナーを実施する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

①就労支援アドバイザー
　　　２０人

②対面によるセミナーの実施。実施回数５回。参加企業数：
１０５社

①就労支援アドバイザー
　　　２４人

②対面によるセミナーの実施。実施回数３回。参加企業数：
7１社

　都立特別支援学校生徒の職業
的自立と社会参加を促進してい
く。

教 育 庁

292　高等部職能開発科の設置
　知的障害が軽度から中度の生徒を対象と
した高等部職能開発科を設置する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

練馬特別支援学校、八王子南特別支援学校への職能開発科の
設置完了

北多摩地区特別支援学校（仮称）への職能開発科設置に向け
た準備

　北多摩地区特別支援学校（仮
称）において、高等部に在籍す
る生徒の就労実現に向けた基礎
的な職業教育を行う職能開発科
を設置する。

教 育 庁

施策目標Ⅳ　いきいきと働ける社会の実現

１　一般就労に向けた支援の充実・強化

（１）就労支援機関による支援の充実

293　区市町村障害者就労支援事業（障害
者施策推進区市町村包括補助事業を含む）
　障害者の一般就労の機会を広げるととも
に、障害者が安心して働き続けられるよ
う、身近な地域において就労面と生活面の
支援を一体的に提供する就労支援機関を設
置する。

〔実施主体：区市町村〕

　51区市町で実施

　地域開拓促進コーディネーター
　47区市町に設置

　51区市町で実施

　地域開拓促進コーディネーター
　47区市町に設置

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

294　障害者就業・生活支援センター事業
（東京都地域生活支援事業）
　障害者雇用促進法に基づき、障害者の職
業生活における自立を図るため、福祉部門
と雇用部門の連携により、生活面の支援と
就業面の支援を一体的・継続的に行う「障
害者就業･生活支援センター」を設置し、運
営を支援している。

〔実施主体：東京都〕

　6か所指定 　6か所指定 　事業の推進を図る。 産 業
労 働 局

福 祉 局

295　障害者就労支援体制レベルアップ事
業（従事者研修）
　区市町村障害者就労支援センターのコー
ディネーターや就労移行支援事業所の支援
員等を対象に、障害者の就労支援を行う上
で必要な知識・情報、技術、コミュニケー
ション能力の習得に資する体系的な研修を
行い、就労支援に従事する人材の資質・能
力の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　231名
　3日間×3回

（事業終了） 　研修の実施を通じて、従事者
の資質・能力向上を図る。

福 祉 局

296　就労支援機関連携スキル向上事業
　就労支援機関等を対象に、障害者を雇用
しようとする企業へのアプローチ・マッチ
ング等のスキルを付与するための実践的な
研修、就労定着支援事業所の定着支援スキ
ルを向上する研修及び精神障害者の就労定
着支援に必要な医療機関との連携スキルを
向上する研修を実施することで、就労支援
機関等の支援力の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

○マッチングスキル等向上研修　2回実施

○定着支援研修　２回実施

○医療機関連携スキル向上研修　2回実施

○マッチングスキル等向上研修　2回実施

○定着支援研修　２回実施

○医療機関連携スキル向上研修　2回実施

　研修の実施を通じて、就労支
援機関等の職員の資質・能力向
上を図る。

○ 福 祉 局

297　精神障害者就労定着連携促進事業
　精神障害者就労定着支援連絡会の設置
や、障害者就業・生活支援センターに配置
された医療機関連携コーディネーターによ
る連携医療機関の開拓、医療機関スタッ
フ・患者向けの講座・見学会等の実施によ
り、精神障害者の就労定着支援の充実を図
る。

〔実施主体：東京都〕

○精神障害者就労定着支援連絡会事業
年12回実施

○医療機関・就労支援機関等連携促進（6か所×コーディ
ネーター各1名以上配置）

○精神障害者就労定着支援連絡会事業
年12回実施

○医療機関・就労支援機関等連携促進（6か所×コーディ
ネーター各1名以上配置）

　精神障害者の就労及び安定的
な就労継続に向け、企業・医療
機関・就労支援機関の連携強化
を図る。

○ 福 祉 局

（２）関係機関の連携による支援の充実

298　東京都障害者就労支援協議会
　障害者雇用の拡大を目指し、関係各局に
よる従来の取組に加え、庁内各局、関係機
関、企業及び経済団体を含めた協議の場を
設け、各関係機関が連携を図りながら障害
者の企業就労を促進する。

〔実施主体：東京都〕

　2回開催 　2回開催 　「首都TOKYO障害者就労支
援行動宣言」（平成20年11月
策定）の具体化に向けて協議を
重ねていく。

○ 福 祉 局

産 業
労 働 局

（３）雇用の場と機会の提供

299　障害者雇用の促進
　障害者がその適性と能力に応じて公務に
就く機会を保障するとともに、企業等に対
する指導的役割を果たすため、障害者を対
象とする採用選考の実施や知的障害者を対
象に、非常勤職員から常勤職員へステップ
アップする雇用の枠組みを設けるなど、計
画的な雇用の促進に努める。

〔実施主体：東京都〕

（令和6年6月1日現在）
　障害者雇用率

（知事部局）
　　3.26%

（令和7年6月1日現在）
　障害者雇用率

（知事部局）
　　3.22%

　都全体として雇用率３％を達
成できるよう努める。

総 務 局

300　「東京チャレンジオフィス」等の運
営
（１）知的障害者・精神障害者の雇用機会
の拡大を目指し、都庁におけるチャレンジ
雇用を推進する。（臨時職員・非常勤職員
雇用）
（２）総務局において、知的障害者の活躍
の場の拡大を目指し、非常勤職員であるオ
フィスサポーターを雇用するとともに、非
常勤職員から常勤職員へステップアップで
きる雇用の枠組みを設けるなど、知的障害
者の雇用を促進する。
（３）教育庁において、知的障害者・精神
障害者・身体障害者を対象に、チャレンジ
雇用を実施するとともに、非常勤職員であ
る教育事務サポーター等として教育庁や都
立学校等で雇用する取組を行い、また、非
常勤職員から常勤職員へステップアップで
きる雇用の枠組みを設けるなど、障害者雇
用を推進する。

〔実施主体：東京都、東京都教育委員会〕

（１）会計年度任用職員
　１年間　1５人雇用
（福祉局1３人、産業労働局２人）

（２）会計年度任用職員
　１年間　13人雇用
　常勤職員（業務職）
　１年間　16人雇用

（３）会計年度任用職員
　１年間　230人雇用
　常勤職員（業務職）
　１年間　21人雇用

（１）会計年度任用職員
　１年間　1３人雇用
（福祉局1１人、産業労働局２人）

（２）会計年度任用職員
　１年間　12人雇用
　常勤職員（業務職）
　１年間　20人雇用

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

産 業
労 働 局

総 務 局

教 育 庁

301　障害者による地域緑化推進事業（障
害者施策推進区市町村包括補助事業）
　区市町村が、障害者就労支援の一環とし
て、公園等の公共空間における植栽や屋上
緑化など、都内の緑を創出する事業に取り
組むことを支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　9区市町村で実施 　１１区市町村で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（４）障害特性に応じた職業訓練

302　東京障害者職業能力開発校における
障害者職業訓練の実施
　職業能力開発センターで訓練を受けるこ
とが困難な身体障害者、精神障害者、発達
障害者及び知的障害者の職業訓練を実施す
る。

〔実施主体：東京都〕

　求職者訓練
　年間定員　260名
　在職者訓練
　年間定員　50名

　求職者訓練
　年間定員　260名
　在職者訓練
　年間定員　50名

　訓練科目の見直し、新規科目
の開発など、訓練内容等の充実
を図る。

○
（一部該

当）

産 業
労 働 局

303　障害者職業訓練の地域展開
　身近な地域での受講機会の拡大を図るた
め、一般の職業能力開発センターにおいて
障害者を対象とした訓練科目を実施する。

〔実施主体：東京都〕

　城東職業能力開発センター
　年間定員　20名

　城南職業能力開発センター
　年間定員　20名

　中央・城北職業能力開発センター板橋校
　年間定員　20名

　城東職業能力開発センター
　年間定員　20名

　城南職業能力開発センター
　年間定員　20名

　中央・城北職業能力開発センター板橋校
　年間定員　20名

　一般の職業能力開発センター
において障害者を対象とした訓
練科目を設定する。

産 業
労 働 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

304　障害者の多様なニーズに対応した委
託訓練の実施
　雇用・就業を希望する障害者の増大に対
応し、多様な委託先を活用した委託訓練を
実施し、身近な地域での障害者の職業訓練
機会の拡充を図り、障害者の雇用促進に資
する。

①知識・技能習得コース
　民間教育機関を活用し、知識・技能習得
を目的として職業能力の開発・向上を図る
３か月以内の訓練

②実践能力習得訓練コース
　企業等の現場を活用し、職業実習による
実践的な職業能力の開発・向上を図る３か
月以内の訓練

③ｅ－ラーニングコース
　ＩＴ技術を活用した遠隔地教育により、
ＩＴ技術の習得を図る３～６か月の訓練

〔実施主体：東京都、公益財団法人東京し
ごと財団〕

①知識・技能習得コース
　定員470名

②実践能力習得訓練コース
　定員200名

③ｅ－ラーニングコース
　定員30名

①～③合計
　定員700名

①知識・技能習得コース
　定員470名

②実践能力習得訓練コース
　定員250名

③ｅ－ラーニングコース
　定員30名

①～③合計
　定員750名

　雇用就業を希望する障害者の
増大に対応し、事業の充実を図
るとともに、就職者数の増加に
努める。

産 業
労 働 局

305　重度身体障害者在宅パソコン講習事
業
　在宅の重度身体障害者を対象にインター
ネット等を利用して在宅のままでプログラ
ミングの技術を習得させることにより、パ
ソコンを利用したコミュニケーションや在
宅就労の機会を提供するなど、在宅の重度
身体障害者の社会参加の促進を図る。

〔実施主体：社会福祉法人〕

受講者数　10人
（1年目　5人、2年目　5人）

受講者数　10人
（1年目　5人、2年目　5人）

　継続して実施する。 福 祉 局

（５）障害者の雇用促進に向けた企業への支援等

306　障害者雇用就業総合推進事業
　障害者を就業に結び付けるコーディネー
ト機能の充実・強化を図り、普及啓発のた
めのセミナーから、中小企業等の人事担当
者に対する障害者雇用に必要な知識やノウ
ハウ等の提供、精神障害者を初めて雇用す
る中小企業等に対して、雇用前の環境整備
から雇用後の管理に関する一貫した支援な
ど各種支援事業を実施する。

〔実施主体：公益財団法人東京しごと財
団〕

・就業総合相談会：4回実施
・企業向けセミナー：2回実施
・特例子会社向けセミナー：1回実施
・保護者向けセミナー：2回実施
・医療機関向けセミナー：1回
・職場体験実習生への保険料補助：2,413件
・職場体験実習面談会：8回実施
・ミニ面談会：4回実施
・支援機関との意見交換会：1回実施
・情報発信関係事業
   　パネル展示：1か月間
・障害者就活セミナー：9回実施
・障害者雇用実務講座：6回実施
・障害者雇用ナビゲート事業：年65社支援
・障害者雇用就業サポートデスクによる情報提供
・大学等と連携したセミナー：年2回

・就業総合相談会：５回実施
・企業向けセミナー：2回実施
・特例子会社向けセミナー：1回実施
・保護者向けセミナー：2回実施
・医療機関向けセミナー：1回
・職場体験実習生への保険料補助：2,395件
・職場体験実習面談会：8回実施
・ミニ面談会：4回実施
・支援機関との意見交換会：1回実施
・情報発信関係事業
   　パネル展示：1か月間
・障害者就活セミナー：9回実施
・障害者雇用実務講座：6回実施
・障害者雇用ナビゲート事業：年65社支援
・障害者雇用就業サポートデスクによる情報提供
・大学等と連携したセミナー：年2回

　障害者を就業に結び付ける
コーディネート機能を担う機関
として、一般就労に向けた相談･
支援の充実・強化を図る。

○
（一部該

当）

産 業
労 働 局

307　障害者の就業促進に関する意識啓発
等
　障害者の雇用や就業の促進を図るため、
商工団体、企業、国、区市町村等と意見交
換や企業見学会を実施する。
　また、障害者雇用に関する支援制度や地
域の関係機関を横断的に紹介する啓発用ハ
ンドブックをわかりやすく作成し、ハロー
ワーク、区市町村などを通じて事業主等に
配布する。
　さらに、障害者を多数雇用している中小
企業を登録して、都のホームページ等で紹
介し、その取組を都が広く周知することに
より、障害者の積極的な雇用について普及
啓発する。

〔実施主体：東京都〕

・東京労働局、福祉局、地域就労支援機関との連絡会議開催

・現場の見学会参加者数
　７名

・普及啓発セミナー参加者数
　６０名

・障害者雇用促進啓発用冊子「障害者雇用促進ハンドブッ
ク」を作成
　 30,000部

・東京労働局、福祉局、地域就労支援機関との連絡会議開催

・現場の見学会参加者数
　37名

（※普及啓発セミナーはＲ６年度で終了）

・障害者雇用促進啓発用冊子「障害者雇用促進ハンドブッ
ク」を作成
　 30,000部

　事業主等の障害者雇用への理
解と意識の向上を図り、障害者
雇用の推進及び雇用の安定を図
る。

産 業
労 働 局

308　第三セクター方式による重度障害者
雇用モデル企業の育成
　都が出資する第三セクター企業を育成指
導するとともに、一般企業に特例子会社制
度や障害者多数雇用の取組が広く普及する
よう、周知・啓発を図る。

〔実施主体：東京都〕

　既設企業の育成･指導 　既設企業の育成･指導 　モデル企業の周知・啓発を図
り、特例子会社制度の普及や障
害者雇用の拡大を図る。

産 業
労 働 局

309　東京ジョブコーチ支援事業
　国に準じたジョブコーチを独自に養成
し、初めて障害者を雇用する中小企業など
にジョブコーチが出向いて職場定着支援を
行うことにより、障害者雇用の促進を図
る。
　職場定着支援は公益財団法人東京しごと
財団が民間団体に委託して実施する。

〔実施主体：公益財団法人東京しごと財
団〕

　ジョブコーチ数
　81名
　（令和6年度末時点）

　支援件数
　 942件

　稼働延べ日数
　5,757日

　ジョブコーチ数
　77名
　（令和７年度末時点）

　支援件数
　950件

　稼働延べ日数
　5,795日

　都が国に準じたジョブコーチ
を独自に養成し、初めて障害者
を雇用する中小企業などに職場
定着支援を行うことにより、障
害者雇用の促進を図る。

○ 産 業
労 働 局

310　東京都中小企業障害者雇用支援助成
事業
　大企業と比べて障害者雇用が進んでいな
い都内中小企業に対し、障害者雇用の拡大
と職場定着の一層の促進を図るため、助成
金を支給する。
　また、障害者雇用巡回相談員が、助成対
象企業への巡回訪問・相談を行う。

〔実施主体：東京都〕

　支給決定件数
　488件

　訪問相談件数
　465件

　支給決定件数
　401件

　訪問相談件数
　361件

　国の特定求職者雇用開発助成
金に引き続いて都が賃金助成を
することにより、障害者雇用率
が低迷している中小企業におけ
る障害者雇用を促進するととも
に、その職場定着を図る。

○ 産 業
労 働 局

311　中小企業のための障害者雇用支援
フェア
　障害者雇用の進んでいない中小企業に対
して障害者雇用に係る支援制度・支援機関
等を総合的に紹介し理解を深めるための
フェア（イベント）を開催し、中小企業事
業主の障害者雇用を推進させる。
（内容）
・雇用相談コーナー・支援機関紹介コー
ナー、資料展示・配布コーナー等の設置
・障害者雇用の法制度、就労支援機関の支
援事例、企業の雇用事例等を紹介するセミ
ナーの開催　等
・障害者雇用の特色ある優れた取組を行う
企業の表彰式の同時開催等

〔実施主体：東京都〕

　オンライン開催
　イベントWEBページ来場者数：100,013名 ※UU数

R６をもって事業終了のため実績なし 　中小企業を対象に障害者雇用
に係る支援制度、支援機関を紹
介し障害者雇用についての理解
を深めてもらい中小企業におけ
る障害者雇用の推進を図る。

○ 産 業
労 働 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

312　企業見学支援事業
　中小企業等に対して、障害者が職場で働
くイメージの構築に向けて、障害者雇用に
先行して取り組む企業等の事例を提供する
ことを目的として、年間を通じて随時企業
見学先の提供を行う。

＜企業見学先の提供対象＞
・障害者雇用未経験等の中小企業等の人事
担当者
・一般就労を目指す障害者及びその就労支
援機関支援員

〔実施主体：公益財団法人東京しごと財
団〕

　見学参加者
　416人

　見学参加者
　334人

　中小企業に対する障害者雇用
を支援する。

○ 産 業
労 働 局

313　障害者安定雇用奨励事業
　障害者の正規・無期雇用での雇入れ・転
換などを実施する事業主に対し奨励金を支
給することにより、障害者の安定雇用を促
進する。

〔実施主体：東京都〕

　支給件数　320件 　支給件数　309件 　障害者の正規・無期雇用での
雇入れ・転換などを実施する事
業主に対し奨励金を支給するこ
とにより、障害者の安定雇用と
処遇改善の推進を図る。

○ 産 業
労 働 局

314　障害者雇用の特色ある優れた取組を
行う企業の顕彰制度
　障害者雇用の特色ある優れた取組を行っ
ている企業を顕彰すると共に、好事例を発
信し、障害者が職場でいきいきと活躍する
環境を整備する。

〔実施主体：東京都〕

　障害者雇用優良取組企業
　5件

　障害者雇用優良取組企業
　5件

　障害者雇用の特色ある優れた
取組を行っている企業を顕彰す
ると共に、好事例を発信するこ
とにより、障害者が職場でいき
いきと活躍する環境を整備す
る。

○ 産 業
労 働 局

315　職場内障害者サポーター事業
　障害者の職場定着を推進するため、都内
企業の人事担当者や受け入れ予定職場の社
員に対し、障害者支援のノウハウが学べる
養成講座を実施するとともに、一定の条件
を満たした企業には奨励金を支給すること
で職場内障害者サポーターを養成する。

〔実施主体：東京しごと財団〕

　養成講座
　受講者　560名

　養成講座
　受講者　565名

　企業内に職場内障害者サポー
ターを養成して、障害者の雇用
促進と職場定着の推進を図る。

○ 産 業
労 働 局

316　中小企業障害者雇用応援連携事業
　東京都、国（労働局、ハローワーク）、
東京しごと財団、都内の障害者就労支援機
関が連携し、都内の障害者就労支援機関に
配置された障害者雇用支援員が、雇用率未
達成の中小企業に対して計画的に個別訪問
し、障害者雇用に関する情報提供、相談対
応、求人開拓等を実施する。

〔実施主体：東京都〕

　支援企業数
　新規訪問企業764社
　延べ訪問件数1,437件

　支援企業数
　新規訪問企業769社
　延べ訪問件数1,501件

　中小企業に対する障害者雇用
を支援する。

○ 産 業
労 働 局

317　ソーシャルファームの創設及び活動
の支援
　就労に困難を抱える方を雇用する都内事
業所をソーシャルファームとして認証し、
運営を支援するとともに、ソーシャル
ファームの裾野を広げるための取組等を実
施する。

・ソーシャルファーム支援事業
・ソーシャルファーム認証審査会等の運営
・ソーシャルファーム等に関する普及啓発
事業
・産業分野別ソーシャルファーム推進事業

〔実施主体：東京都、公益財団法人東京し
ごと財団〕

ソーシャルファームを認証（累計）61事業所 ソーシャルファームを認証（累計）76事業所 　ソーシャルファームを認証・
支援するとともに、普及啓発を
実施する。

〇 産業労働
局

２　福祉施設における就労支援の充実・強化

318　工賃アップセミナー事業
　福祉施設の工賃水準を向上するため、施
設職員の経営意識と利用者のモチベーショ
ンを高める研修を実施することにより、工
賃向上に向けた気運を醸成を図る。

〔実施主体：東京都〕

　工賃アップセミナーの実施 　工賃アップセミナーの実施 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

319　受注促進・工賃向上設備整備費補助
事業
（目的）
　受注機会の増大及び工賃向上を目的とし
た生産設備の整備に対する補助を行い、福
祉施設で就労する障害者の自立を促進す
る。

（内容）
①対象施設…就労継続支援B型事業所
②補助率…補助対象経費の1/2

〔実施主体：東京都〕

　補助実績　3件 補助実績　２件 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

320　区市町村ネットワークによる共同受
注体制の構築
　共同受注を推進する協議会を設置し、共
同受注体制の構築や新たな民需及び官公需
の開拓等を行うことで、障害者就労施設に
おける受注機会の拡大と工賃向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

・会議について
　全体会議2回
　ワーキンググループ4回
　計6回の会議の実施

・ネットワークについて
　都内28ネットワーク中、26ネットワークが参加

・会議について
　全体会議2回
　ワーキンググループ4回
　計6回の会議の実施

・ネットワークについて
　都内26ネットワーク中、22ネットワークが参加

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

321　福祉・トライアルショップの展開
　福祉施設の商品を扱うトライアルショッ
プ「ＫＵＲＵＭＩＲＵ（くるみる）」を安
定して運営することにより、就労継続支援
Ｂ型事業所における自主製品の販路拡大及
び工賃向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

B型事業所の自主製品を販売するショップ「KURUMIRU」
を運営
　・都庁を含む3か所等で運営

B型事業所の自主製品を販売するショップ「KURUMIRU」
を運営
　・都庁を含む3か所（R8年2月以降２か所）等で運営

　事業の推進を図る。

（規模）
　区部　1か所
　多摩　1か所

○ 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

322　経営コンサルタント派遣等事業（障
害者施策推進区市町村包括補助事業）
　都内における作業所等の利用者の工賃
アップ、就労意欲の向上を目的として、区
市町村が意欲ある事業所に対して経営コン
サルタントを派遣する経費、及び事業所が
工賃アップに取り組むために必要な経費を
補助する。

〔実施主体：区市町村〕

　4区で実施 　4区で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

323　作業所等経営ネットワーク支援事業
（障害者施策推進区市町村包括補助事業）
　作業所等の利用者の工賃アップや就労意
欲の向上を図ることを目的として、区市町
村が地域の複数の作業所等によるネット
ワークを構築して、受注先開拓、共同受
注、共同商品開発、製品の販路拡大等の活
動に取り組む場合に補助を行う。

〔実施主体：区市町村〕

　19区市で実施 　２0区市で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）118　日中活動の場（通所施設
等）の整備・運営の支援（障害者施策推進
区市町村包括補助事業を含む）
　特別支援学校の卒業生等の利用希望に応
えるため、多様な日中活動の場（通所施設
等）を確保し、必要な支援を提供する。
①生活介護
②自立訓練（機能訓練・生活訓練）
③就労移行支援
④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

〔実施主体：区市町村〕

「３か年プラン」に係る整備費補助
・施設整備費：設置者（社会福祉法人等）
負担の1/2を特別助成する。ただし、利用
者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに
対応するもの及び地域生活支援の拠点とな
るものに限る。
・重度化等に対応した地域生活基盤の整備
に対して、補助基準額に上乗せするなど補
助の拡充を実施する。

〔実施主体：東京都〕

定員58,089人
（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の合
計）
※障害者支援施設における日中活動系サービスを含む。
※児童福祉施設における生活介護等を除く。

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　1,263人
（重症心身障害児（者）通所分76人を含む。施設整備補助
はうち15人）

定員58,987人
（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の合
計）
※障害者支援施設における日中活動系サービスを含む。
※児童福祉施設における生活介護等を除く。

「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」の推進

　令和6年度
　305人
（重症心身障害児（者）通所分28人を含む。施設整備補助
はうち15人）

　「障害者・障害児地域生活支
援３か年プラン」の推進

　令和6年度～令和8年度
　5,100人
（重症心身障害児（者）通所分
200人を含む。）

○ 福 祉 局

324　就労継続支援Ａ型事業所経営適正化
事業
　就労継続支援Ａ型事業所に対し、都内事
業所の経営に関する好事例の普及啓発、経
営改善セミナーの実施やアドバイザーの派
遣等により、企業的経営手法の導入を図る
ことで、収益性向上や業務の効率化等適正
な事業所運営に向けた取組を支援する。

〔実施主体：東京都〕

・経営維持向上セミナー33名参加
・経営適正化アドバイザー派遣　17か所

・経営維持向上セミナー　24名（23事業所）参加
・経営適正化アドバイザー派遣　8事業所

　事業の推進を図る。 福 祉 局

325　デジタル技術を活用した重度障害者
に対する就労支援事業
（目的）
　遠隔操作が可能な分身ロボットや意思伝
達システム等を活用し、重度肢体不自由等
の重度障害者の就労を支援するモデル事業
を実施する。

〔実施主体：東京都〕

・モデル事業の実施により、重度障害者への就労支援につい
て、コーディネーターによる支援機関等の調整や情報発信の
必要性を検証
・令和7年度からデジタルを活用した新規事業を実施予定

令和６年度事業終了。令和７年度から「デジタル技術でつな
ぐ重度障害者の就労支援プラットフォーム事業」に移行。

事業内容
デジタル機器を活用した重度障害者の就労の裾野を広げるた
め、重度障害者と関係機関をつなぐ伴走型の就労支援を実施
し、専用ホームページにより支援のノウハウや重度障害者の
就労に必要な情報を発信する。
　〔実施主体：東京都〕
令和7年度実績
・コーディネーターが関係機関と連携し、重度障害者の就労
支援を実施、事例を蓄積
・専用ホームページ「重度障害者就労サポート」の開設・運
用

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

326　生産活動に係る営業開拓等支援事業
　就労継続支援Ｂ型事業所に対し、事業所
の状況に応じて、仕事が受注できるよう、
企業と事業所の間で仕事のマッチングがで
きる環境を構築し、営業活動を支援するこ
とで、工賃向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

・電子掲示板（仕事情報の掲載等）の運営
・本件事業に登録したB型事業所の数…326事業所

・電子掲示板（仕事情報の掲載等）の運営
・本件事業に登録したB型事業所の数…367事業所

　事業の推進を図る。 福 祉 局

327　就労継続支援Ｂ型事業所マネジメン
ト事業
　就労継続支援Ｂ型事業所が工賃向上を目
指す上で抱える様々な課題について、事業
所の状況に応じて自ら解決できるよう伴走
型支援を実施する。

〔実施主体：東京都〕

３１事業所で実施 ４１事業所で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局
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事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

施策目標Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保及びＤＸの活用

１　障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実

（１）普及啓発の実施

328　福祉人材センターの運営事業
①無料職業紹介事業
　福祉分野における無料職業紹介事業を始
め、大規模合同就職説明会やセミナー等、
福祉人材確保のための様々な取組を行って
いる。

②次世代の介護人材確保事業
　中学・高校への訪問セミナーや、次世代
を担う高校生を対象とした福祉施設での職
場体験を実施するとともに、小中高校の教
員に福祉の仕事の魅力や重要性を伝える動
画を発信し、福祉の仕事に対関する興味関
心を高めていく。

③人材定着・離職防止相談支援事業
　社会福祉従事者の様々な悩み・不安の相
談を受け付ける相談窓口を設置し、離職防
止等を図る。

④事業所に対する育成支援事業
　小・中規模の事業所における職場研修の
実施を支援するため、講師派遣や研修アド
バイザーによる相談・助言を行う。

〔実施主体：東京都〕

①新規求人数　11,714名
　新規求職者数　3,883名
　就職者数　1,624名

②参加者数
　学校訪問セミナー　734名
　職場体験　高校生 94名
　
③相談者数
　福祉の仕事相談　1,954名
　こころスッキリ相談1,090名

④
・登録講師派遣事業
　講師派遣（研修実施）数 418件
・研修実施サポート事業
　相談件数　84件

①新規求人数　11,365名
　新規求職者数　3,591名
　就職者数　1,744名

②参加者数
　学校訪問セミナー　508名
　職場体験　中学・高校生 112名
　
③相談者数
　福祉の仕事相談　1,481名
　こころスッキリ相談　977名

④
・登録講師派遣事業
　講師派遣（研修実施）数 583件
・研修実施サポート事業
　相談件数　54件

○ 福 祉 局

329　福祉の仕事イメージアップキャン
ペーン
　福祉人材の確保を図るため、若年層はも
とより幅広い世代に福祉の仕事の魅力を発
信する普及啓発キャンペーンを実施する。

〔実施主体：東京都〕

・福祉・介護の仕事魅力PR動画の作成・都内主要28駅、都
番組CM及びWEB※にて放映
※WEB広告 総視聴完了数： 243万、YouTube：32万再
生
・上記動画及びハローキティ、インフルエンサー、若手職員
を活用した福祉・介護の仕事の魅力PRイベント開催（新宿ア
ルタ1階）
・若者向け、離職・転職者向け特設サイトによる情報発信
・インターネット広告、ＳＮＳ等バナー広告（Google、
Yahoo、LINE、Microsoft、Meta）
・YouTube広告
・TOKYO福祉のお仕事アンバサダー事務局 Instagram，東
京都公式Xでの情報発信

・ふくむすびの認知および登録者数増を目的とした企画提案
による動画を作成し街頭ビジョン放映やWEB※にて放映
※WEB広告 総視聴完了数： 249万、YouTube（令和7年
度制作）：36万再生
・FC東京×ハローキティーコラボイベントやインフルエン
サー施策を実施
・若者向け、離職・転職者向け特設サイト「教えて！ハロー
キティ 福祉の仕事 ホントのところ」&「Helloエッセンシャ
ルワーク」による情報発信
・インターネット広告、ＳＮＳ等バナー広告（Google、
Yahoo、LINE、UNIVERSE Ads、Smartnews）
・YouTube広告
・TOKYO福祉のお仕事アンバサダー事務局 Instagram，東
京都公式Xでの情報発信

　福祉業界のイメージアップを
図るとともに、キャンペーンの
主な対象者を様々な就労支援に
結び付けることで、福祉人材の
確保を図る。

○ 福 祉 局

（２）確保、定着支援

330　福祉人材確保対策の推進

　福祉関係団体等が参画する協議体を設置
し、福祉人材の確保・育成・定着に向けた
取組の方向性や具体策を検討し、施策の推
進に繋げるとともに、福祉人材の魅力を発
信するムーブメントを創出する。

〔実施主体：東京都〕

・第1回運営協議会：令和6年6月20日（オンライン併用に
よる開催）

・第2回運営協議会：令和7年6月17日（オンライン併用に
よる開催）

　福祉人材の確保・育成・定着
を推進する。

○ 福 祉 局

（再掲）239　障害福祉サービス等職員宿
舎借り上げ支援事業
　職員住宅の借り上げを支援することで、
福祉・介護人材の確保定着を図るととも
に、施設による防災の取組を計画的に進
め、地域の災害福祉拠点として、災害時の
迅速な対応を推進する。

〔実施主体：公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

　784戸（継続647戸、新規137戸） 973戸(継続813戸、新規160戸) 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

331　東京都福祉人材情報バンクシステム
による情報発信
　福祉職場に関心のある方に、東京都福祉
人材情報バンクシステム「ふくむすび」
（Webサイト）への登録を促し、福祉事業
者の職員募集や職場環境等に関する情報、
都・区市町村の資格取得等に関する支援策
や研修・イベント等の情報を発信する。

〔実施主体：東京都〕

・アクセス件数
　TOPページ：452,493件
　全コンテンツ：1,688,549件

・アクセス件数
　TOPページ：1,024,715件
　全コンテンツ：3,332,878件

　東京都福祉人材情報バンクシ
ステムにより、福祉職場に関心
のある方々に福祉職場に関する
様々な情報を発信し、一人でも
多くの方を福祉職場につなぐな
ど、福祉人材の確保に資する。

○ 福 祉 局

332　働きやすい福祉・介護の職場宣言情
報公表事業
　人材育成、キャリアパス、ライフ・ワー
ク・バランス等、働きやすさの指標となる
項目を明示した「働きやすい福祉の職場ガ
イドライン」を策定し、これを踏まえた職
場づくりに取り組み、「働きやすい福祉の
職場宣言」を行う事業所の情報を公表する
ことで、働きやすい事業所の「見える化」
を促進し、福祉人材の確保を推進するとと
もに、福祉業界全体の職場環境の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

・申請数
　新規：50法人・315事業所
　更新：154法人・1,276事業所

・公表数
　新規：311事業所
　更新：1,277事業所

・申請数
　新規：67法人・376事業所
　更新：97法人・706事業所

・公表数
　新規：352事業所
　更新：706事業所

　高齢・児童・障害分野の福祉
事業所における人材確保を推進
するとともに、福祉業界全体の
職場環境を向上させる。

○ 福 祉 局

333　ふくしチャレンジ職場体験事業
　職場体験からマッチング、就業、定着ま
でを一貫して支援することにより、求職者
と求人事業所双方のニーズに応え、未経験
者等の福祉分野への入職・定着を促進す
る。

〔実施主体：東京都〕

・体験者数：557人
・就業決定数：74人
・登録事業者数：786事業所

・体験者数：687人
・就業決定数：85人
・登録事業者数：940事業所

　求職者と求人事業所双方の
ニーズに応え、未経験者等の福
祉分野への入職・定着を促進す
る。

福 祉 局
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334　障害福祉人材の確保・定着に向けた
事業所支援事業
　障害福祉の現場における人材確保・定着
に向け、職員が継続して働くことができる
環境整備を行う事業所等の取組を支援する
ため、中小規模事業者に対し専門家を派遣
し、業務効率化やDX化推進による職員の負
担を軽減するための個別支援を行う。
　また、職員採用や人材育成を効果的に行
うため、協働で採用活動や人材育成を行う
法人のグループに対し、専門家を派遣し、
人材確保・育成に向けた取組について助言
を行う。

〔実施主体：東京都〕

（専門家派遣による生産性向上への取組支援）
　37事業所

（人材採用・育成の協働促進）
　８グループ34法人

（専門家派遣による生産性向上への取組支援）
　37事業所

（人材採用・育成の協働促進）
　８グループ48法人

　事業所等の実情を踏まえた個
別支援により、単独で対策を進
めることが難しい小中規模事業
者における課題解決を推進す
る。

福 祉 局

335　障害福祉サービス居住支援特別手当
事業
　福祉・介護職員に対して居住支援特別手
当を支給する事業所を支援することで、離
職を防止し、今後のニーズの増加に応じた
人材の確保・定着を図る。

〔実施主体：東京都〕

福祉・介護職員を対象に居住支援特別手当を支給する障害福
祉サービス等事業者を支援

福祉・介護職員を対象に居住支援特別手当を支給する障害福
祉サービス等事業者を支援

　事業の推進を図る。 福 祉 局

336　障害福祉分野就職支援金貸付事業
　他業種から障害福祉分野への参入を促進
するため、初任者研修以上の研修を修了し
た者で、障害福祉を主たる業務として就労
した者又は就労を予定している者に対し、
支援金を貸し付ける。

〔実施主体：社会福祉法人東京都社会福祉
協議会〕

新規決定件数
15件

新規決定件数
22件

　新型コロナウイルスの影響に
よる離職者の再就職や、慢性的
な人材不足にある介護・障害福
祉分野への人材参入を促進す
る。

福 祉 局

337　福祉系高校修学資金返還充当資金貸
付事業
　福祉系高校修学資金を借り受けたが、介
護分野を除く障害福祉分野等に就職した場
合に、福祉系高校修学資金の返還に充てる
資金を貸し付ける。

新規決定件数
0件

新規決定件数
0件

　慢性的な人材不足にある介
護・障害福祉分野への人材参入
を促進する。

福 祉 局

（３）質の高いサービスを提供できる人材の養成

338　介護職員等によるたんの吸引等のた
めの研修事業
　在宅や障害者施設等において、適切にた
んの吸引等の医療的ケアを行うことができ
る介護職員等を養成するとともに、たんの
吸引等の業務を行う事業者及び従業者の登
録等を実施し、医療関係者との連携の下で
安全に、たんの吸引等の提供ができる体制
を整備する。

〔実施主体：東京都〕

研修修了者
　　 1,272組

研修修了者
　　 833組

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

339　サービス管理責任者研修（東京都地
域生活支援事業）
　障害者総合支援法の適切かつ円滑な運営
に資するため、サービスの質の確保に必要
な知識、技能を有するサービス管理責任者
の養成を図る。

〔実施主体：東京都〕

　研修修了者
　・基礎研修　2,005人
　・実践研修　1,038人
　・更新研修　   758人
　・専門コース別研修　279人

①東京都
　研修修了者
　・基礎研修　1,954人
　・実践研修　1,074人
　・更新研修　   942人
　・専門コース別研修　190人
②指定研修事業者
　研修修了者
　・基礎研修　   232人
　・実践研修　   106人
　・更新研修　     45人

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

（再掲）133　精神障害計画相談支援従事
者等養成研修事業
　指定特定相談事業所等に対して、精神障
害者に対する地域移行支援等の基本的知識
及び技術の習得等に資する内容の研修を行
い、地域移行・地域定着を担う事業所の資
質向上と拡大を図る。

〔実施主体：東京都〕

　2回開催
　研修修了者数　170人

2回
研修終了１５８人

　精神障害者地域移行・地域定
着を担う事業所の資質向上と拡
大を図る。

福 祉 局

340　障害支援区分認定調査員等研修（東
京都地域生活支援事業）
　自立支援給付に係る障害支援区分調査及
び市町村審査会における審査判定業務に際
して、全国一律の基準に基づき、障害支援
区分認定における客観的かつ公平・公正な
調査及び審査判定等を実施するために必要
な知識、技術を習得及び向上させる。

①障害支援区分認定調査員研修
②市町村審査会委員研修
③主治医研修

〔実施主体：東京都〕

研修修了者
①334人
②80人
③684人

研修修了者
①310人
②115人
③800人

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

341　グループホーム従事者人材育成支援
事業
　グループホーム従事者に対し、適切な支
援等の研修を実施することで、虐待防止と
サービスの質の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　研修修了者
　・基礎研修　　1,446人
　・専門研修　　　  69人
　・管理者研修　　209人

　研修修了者
　・基礎研修　　1,445人
　・専門研修　　　  90人
　・管理者研修　　350人

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

①研修修了者
　　１,７６９人

②研修修了者
　　２,０１０人

③研修修了者
　　５１２人

④研修修了者
　　0人

⑤研修修了者
　　１４人

7月以降に実績が確定 福 祉 局　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

342　ホームヘルパー養成研修事業
①重度訪問介護従業者養成研修
　重度の肢体不自由者であって、常時介護
を要する障害者等に対する入浴、排せつ及
び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の
家事並びに外出時における移動中の介護に
関する知識及び技術を有する重度訪問従業
者の養成

②同行援護従業者養成研修
　視覚障害により、移動に著しい困難を有
する障害者等に対して、外出時に、当該障
害者等に同行して、移動に必要な情報を提
供するとともに、移動の援護、排せつ及び
食事等の介護その他の当該障害者が外出す
る際に必要な援助に関する一般的な知識及
び技術を有する同行援護従業者の養成

③行動援護従業者養成研修
　知的障害又は精神障害により、行動上著
しい困難を有する障害者で常時介護を有す
る者に対する行動時の危険回避の援護、外
出時の移動中の介護等に関する知識及び技
術を有する行動援護従業者の養成

④居宅介護職員初任者研修（平成25年度新
設）
　障害者（児）の多様化するニーズに対応
した専門的な知識・技術を有する居宅介護
職員の養成

⑤居宅介護従業者基礎研修（平成25年度新
設）
　障害者（児）の多様化するニーズに対応
した基礎的な知識・技術を有する居宅介護
従業者の養成

〔実施主体：区市町村、民間養成事業者〕
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福 祉 局

343　難病患者ホームヘルパー養成研修
　難病患者等の多様なニーズに対応した適
切なホームヘルプサービスを提供するた
め、既存のヘルパー研修を修了（履修中を
含む。）した者（及び介護福祉士）に対
し、都が指定する民間団体等の研修によ
り、必要な知識や技能の習得を図る。

〔実施主体：民間養成事業者〕

　養成研修修了者
　累計　102人

　養成研修修了者
　累計72人

　継続して実施する。 保健医療
局

344　ガイドヘルパー養成研修事業
①視覚障害者移動支援従業者養成研修
　視覚障害者（児）の外出時の移動の介護
に関する知識及び技術を有する移動介護従
業者の養成

②全身性障害者移動支援従業者養成研修
　全身性の障害者（児）の外出時の移動の
介護に関する知識及び技術を有する移動介
護従業者の養成

③知的・精神障害者移動支援従業者養成研
修
　知的障害者（児）及び精神障害者（児）
の外出時の移動の介護に関する知識及び技
術を有する移動介護従業者の養成

〔実施主体：区市町村・民間養成事業者〕

①研修修了者
　　０人

②研修修了者
　　2８９人

③研修修了者
　　７２４人

7月以降に実績が確定 　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

345　職業能力開発センターにおける介護
従事者等の養成
　福祉サービス需要の高度化・多様化に対
応するために、職業能力開発センターの
「介護サービス科」等を充実し、介護従事
者の確保と資質の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　５校
　年間定員　300名

　５校
　年間定員　300名

　職業能力開発センターにおけ
る介護従事者養成の訓練内容の
充実を図る。

産 業
労 働 局

346　現任障害福祉サービス等職員資格取
得支援事業
　障害福祉サービス事業所等で働く職員
が、国家資格を取得する際にかかる経費の
一部を補助することにより、職員の育成及
びサービスの質の向上を図る。

〔実施主体：公益財団法人東京都福祉保健
財団〕

　93人補助 71人補助 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

347　代替職員の確保による障害福祉従事
者の研修支援事業
　都内の障害福祉サービス事業所等が職員
の専門性の向上を図るため研修等を受講さ
せる場合に、受講期間中の代替職員を派遣
することで、福祉・介護職員の資質向上を
図る。

〔実施主体：東京都〕

　派遣時間
　　8,648.60時間

　派遣時間
　　13,128.77時間

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

348　障害福祉サービス事業所職員奨学金
返済・育成支援事業
　事業者が新卒者等の経験の浅い常勤職員
の奨学金返済相当額を手当として支給する
場合に要する経費の一部を支援すること
で、職員の確保・定着を図る。

〔実施主体：東京都〕

　85人補助 55人補助（5/8時点） 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

349　区市町村障害福祉人材確保対策事業
　区市町村が実施する障害福祉人材確保に
向けた取組への支援を行うことで、地域社
会を支える障害福祉人材の確保・育成・定
着を図る。

〔実施主体：区市町村〕

　23区市で実施 　24区市で実施 　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

350　社会福祉等に係る研修の充実
①行政機関職員研修
　対象：生活保護行政等（及び社会福祉行
政）に従事する職員
　内容：今日的課題についての理解

②人権研修
　対象：公私（都及び民間）の社会福祉事
業従事者
　内容：人権についての正しい理解と認識

③民生児童委員研修
　対象：新任及び現任の民生・児童委員
　内容：人権についての正しい理解と認識

〔実施主体：東京都〕

①3回開催
　受講者数
　　230人
②
人権研修【Ⅰ】
3回開催
受講者数：1,069人
人権研修【Ⅱ】
8回開催
受講者数：290人

③研修受講者
【現任】2,755人（資料配布数）

①3回開催
　受講者数
　　224人
②
人権研修【Ⅰ】
3回開催
受講者数：576人
人権研修【Ⅱ】
8回開催
受講者数：2５７人

③研修受講者
【現任】2,524人（資料配布数）
【新任】1,558人（資料配布数）

　東京都職員及び民間の社会福
祉事業従事者等の資質の向上を
図る。

福 祉 局

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

342　ホームヘルパー養成研修事業
①重度訪問介護従業者養成研修
　重度の肢体不自由者であって、常時介護
を要する障害者等に対する入浴、排せつ及
び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の
家事並びに外出時における移動中の介護に
関する知識及び技術を有する重度訪問従業
者の養成

②同行援護従業者養成研修
　視覚障害により、移動に著しい困難を有
する障害者等に対して、外出時に、当該障
害者等に同行して、移動に必要な情報を提
供するとともに、移動の援護、排せつ及び
食事等の介護その他の当該障害者が外出す
る際に必要な援助に関する一般的な知識及
び技術を有する同行援護従業者の養成

③行動援護従業者養成研修
　知的障害又は精神障害により、行動上著
しい困難を有する障害者で常時介護を有す
る者に対する行動時の危険回避の援護、外
出時の移動中の介護等に関する知識及び技
術を有する行動援護従業者の養成

④居宅介護職員初任者研修（平成25年度新
設）
　障害者（児）の多様化するニーズに対応
した専門的な知識・技術を有する居宅介護
職員の養成

⑤居宅介護従業者基礎研修（平成25年度新
設）
　障害者（児）の多様化するニーズに対応
した基礎的な知識・技術を有する居宅介護
従業者の養成

〔実施主体：区市町村、民間養成事業者〕
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351　東京都立大学健康福祉学部の運営
　高齢化社会の進展に伴う保健医療に対す
る需要に応え、より高度な専門知識と柔軟
な応用力を備えた資質の高い保健医療職を
育成する。

〔実施主体：東京都公立大学法人〕

（令和６年5月1日時点学生数）
健康福祉学部
　　816名

（令和7年5月1日時点学生数）
健康福祉学部
　　824名

　東京都立大学健康福祉学部の
運営

（養成規模）
①看護師、保健師　80人
②理学療法士　　　35人
③作業療法士　　　40人
④診療放射線技師　40人

総 務 局

352　障害福祉サービス等事業者に対する
経営管理研修事業
　障害福祉サービス事業所等を運営する法
人責任者及び管理者等に対し、人材マネジ
メント等の研修を実施することで、事業所
における職員の定着や資質向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　研修修了者
　　　547人
　セミナー修了者
　　　262人

受講決定者
　　582人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）193　障害者支援施設等支援力育
成派遣事業
　障害者支援施設等において、高齢・重度
化や強度行動障害等への対応力を向上させ
るため、各施設へ専門職等を派遣し、施設
の支援力強化を図る。

〔実施主体：東京都〕

　対象である6施設等に対して専門職等を派遣し、研修や技
術指導などを実施。

対象である6施設等に対して専門職等を派遣し、研修や技術
指導などを実施。

　事業の推進を図る ○ 福 祉 局

353　福祉・介護職員処遇改善加算取得促
進事業
　福祉・介護職員処遇改善加算等の取得に
係る事業所への助言・指導等により、事業
所における加算の新規取得や、より上位の
区分の加算取得を促進することで、職員の
確保及び定着を図る。

〔実施主体：東京都〕

個別訪問
　　　176事業所

個別訪問
　　　95事業所

　事業の推進を図る。 ○ 福 祉 局

（再掲）116　グループホーム地域ネット
ワーク事業（障害者施策推進区市町村包括
補助事業）
　地域のグループホーム同士がネットワー
クを構築し、職員の人材育成やグループ
ホーム相互の連携強化等を進めることで、
援助の質の向上を図る。

〔実施主体：区市町村〕

　4区市で実施 　５区市で実施 　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）127　相談支援従事者研修（東京
都地域生活支援事業）
　障害者等の意向に基づく地域生活を実現
するために必要なサービスの総合的かつ計
画的な利用支援等のため、サービス等利用
計画及び障害児支援利用計画を作成する相
談支援専門員の養成及び資質の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

①東京都
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　1回
・主任研修　　　　　1回
・専門コース別研修　2回
②指定研修事業者
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　0回

①東京都
・初任者研修　　　　1回
・現任研修　　　　　1回
・主任研修　　　　　1回
・専門コース別研修　1回
②指定研修事業者
・初任者研修　　　　5回
・現任研修　　　　　9回

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局

（再掲）27　障害者虐待防止対策支援事業
（東京都地域生活支援事業）
　障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速
な対応、その後の適切な支援のため、障害
者虐待防止法に基づく都道府県障害者権利
擁護センターとしての機能を適切に果たす
とともに、区市町村障害者虐待防止セン
ター担当職員や障害者福祉施設従事者等の
支援体制の強化等を図ることを目的とし
て、障害者虐待防止・権利擁護に関する研
修等の事業を実施する。

〔実施主体：東京都〕

1 障害者虐待防止・権利擁護研修
・区市町村等職員研修（基礎研修）１回　55名
・区市町村等職員研修（テーマ別）１回　60名
・区市町村等職員研修（施設虐待対応）１回　45名

・障害者福祉施設等職員研修
共通講義（オンデマンド配信）及び演習（30回）
　　　　　計2,695名修了

2 専門性強化事業（弁護士等法律相談）
・相談案件なし

1 障害者虐待防止・権利擁護研修
・区市町村等職員研修（基礎研修）１回　57名
・区市町村等職員研修（テーマ別）１回　66名
・区市町村等職員研修（施設虐待対応）１回　41名

・障害者福祉施設等職員研修
共通講義（オンデマンド配信）及び演習（30回）
　　　　　計2,020名修了

2 専門性強化事業（弁護士等法律相談）
・相談案件なし

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）49　聴覚障害者への情報支援のた
めの人材養成（東京都地域生活支援事業）
　聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する
者に対し、要約筆記の指導を行うことによ
り要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者
の福祉の増進を図る。
○中途失聴・難聴者コミュニケーション事
業

〔実施主体：東京都〕

（修了者数）
　要約筆記者　21名

（修了者数）
　要約筆記者　23名

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）54　失語症者向け意思疎通支援者
養成事業（東京都地域生活支援事業）
　失語症のため意思疎通を図ることに支障
がある障害者等が自立した日常生活・社会
生活を営むことができるよう、失語症者向
け意思疎通支援者の養成を図る。

〔実施主体：東京都〕

（終了者数）
必修基礎コース　38名
応用コース　　　15名

（終了者数）
必修基礎コース　38名
応用コース　　　1７名

　着実に実施する。 福 祉 局

（再掲）56　盲ろう者通訳・介助者の派遣
及び養成（東京都地域生活支援事業）
　盲ろう者のコミュニケーション手段及び
移動の自由を確保し、その社会参加を促進
するため、都内在住の盲ろう者に対して通
訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・
介助者の養成研修を行う講習会等に対し補
助を行う。

※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが
重複してある重度の障害者（児）

〔実施主体：（派遣）東京都（養成研修）
民間団体〕

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　13,162件
　派遣時間　49,381時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　28人
　修了者数　25人

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　13,162件
　派遣時間　49,381時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　28人
　修了者数　26人

　継続して実施する。 福 祉 局

53 



事業名・事業内容
令和６年度末

状況等
令和7年度末

状況等
事業目標

2050
東京戦略 所管局

事
業

（再掲）59　点訳・朗読奉仕員指導者等養
成事業（東京都地域生活支援事業）
　点訳・朗読に関する知識と経験を有する
者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指
導することにより、指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増
進を図る。

（内容）
　点訳奉仕員指導者養成
　朗読奉仕員指導者養成
　専門点訳奉仕員養成（英語、理数、楽
譜、触図、コンピュータ）
　修了者研修会

〔実施主体：東京都〕

修了者

点訳奉仕員指導者養成　3名
朗読奉仕員指導者養成 10名
専門点訳奉仕員養成    13名

修了者

点訳奉仕員指導者養成　2名
朗読奉仕員指導者養成 10名
専門点訳奉仕員養成    12名

　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）61　音声機能障害者発声訓練指導
者養成事業（東京都地域生活支援事業）
　音声機能障害者に対する発声訓練の指導
者を養成し、音声機能障害者のコミュニ
ケーション手段の確保を図るとともに、社
会復帰を促進する。

〔実施主体：東京都〕

養成研修会派遣者　　12名 養成研修会派遣者　　12名 　継続して実施する。 福 祉 局

（再掲）295　障害者就労支援体制レベル
アップ事業（従事者研修）
　区市町村障害者就労支援センターのコー
ディネーターや就労移行支援事業所の支援
員等を対象に、障害者の就労支援を行う上
で必要な知識・情報、技術、コミュニケー
ション能力の習得に資する体系的な研修を
行い、就労支援に従事する人材の資質・能
力の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

　231名
　3日間×3回

（事業終了） 　研修の実施を通じて、従事者
の資質・能力向上を図る。

福 祉 局

354　東京都障害者ピアサポート研修事業
　質の高いピアサポート活動実現に向け、
ピアサポーターとして従事する者や、障害
福祉サービス事業所等の管理者等に対し研
修を行う。

研修修了者数
　基礎研修 179名
　専門研修 161名
　フォローアップ研修 112名

研修修了者数
　基礎研修 189名
　専門研修 182名
　フォローアップ研修 109名

継続して実施する 福 祉 局

355　訪問系障害福祉サービス事業所人材
確保対策支援事業
　高齢者・大学生等の介護未経験者等を雇
用し、居宅介護・重度訪問介護のヘルパー
をサポートする人材を確保し、これらの人
材の資格取得を支援する区市町村の取組を
支援する。

〔実施主体：東京都〕

２区市 4区市町で実施 　事業の推進を図る 福 祉 局

356　障害者支援施設等におけるリハビリ
テーション職員配置促進事業
　重度・高齢化が進む入所施設における利
用者の身体機能に応じた適切な支援の実施
を推進するため、対象施設へのリハビリ職
員の配置を促進し、支援の質の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

・リハ職員活用促進動画を、東京動画で公開
・アドバイザーを１９施設に派遣（ST６、PT６、OT７）

・リハ職員活用促進動画を、東京動画で公開
・アドバイザーを20施設に派遣（ST4、PT10、OT6）"

　事業の推進を図る 〇 福 祉 局

２　障害福祉サービス事業所におけるＤＸの活用

（再掲）44　障害者デジタル技術支援総合
基盤整備事業（東京都地域生活支援事業）
　障害者に対するデジタル技術利用相談支
援を実施するとともに、区市町村の障害者
デジタル技術活用支援体制を整備するため
に、区市町村職員等を対象とした研修を実
施し、もって障害者の自立と社会参加促進
に資する。

①デジタル技術に関する利用相談・情報提
供
②デジタル技術活用支援者養成研修の実施

〔実施主体：東京都〕

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,184件
　ＨＰアクセス数
　　8,616件

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  81人
<出張型>  ６9人

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,548件
　ＨＰアクセス数
　　15,224件(※HP不具合によりR7.9～R8.3までの集計)

②区市町村への技術支援のための講習会
<集合型>  8８人
<出張型>  27人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）333　障害福祉人材の確保・定着
に向けた事業所支援事業
　障害福祉の現場における人材確保・定着
に向け、職員が継続して働くことができる
環境整備を行う事業所等の取組を支援する
ため、中小規模事業者に対し専門家を派遣
し、業務効率化やDX化推進による職員の負
担を軽減するための個別支援を行う。
　また、職員採用や人材育成を効果的に行
うため、協働で採用活動や人材育成を行う
法人のグループに対し、専門家を派遣し、
人材確保・育成に向けた取組について助言
を行う。

〔実施主体：東京都〕

（専門家派遣による生産性向上への取組支援）
　37事業所

（人材採用・育成の協働促進）
　８グループ34法人

（専門家派遣による生産性向上への取組支援）
　３７事業所

（人材採用・育成の協働促進）
　８グループ48法人

　事業所等の実情を踏まえた個
別支援により、単独で対策を進
めることが難しい小中規模事業
者における課題解決を推進す
る。

福 祉 局

357　障害者支援施設等におけるデジタル
技術等活用支援事業
　障害福祉分野における業務の生産性及び
支援の質の向上に向けた取組を促進するた
め、障害者支援施設等におけるデジタル技
術等の導入を支援する。

〔実施主体：東京都〕

障害者支援施設：６事業所
障害児入所施設：0事業所
共同生活援助事業所：５事業所
その他：119事業所

障害者支援施設：１８事業所
障害児入所施設：2事業所
共同生活援助事業所：68事業所
その他：306事業所

　事業の推進を図る。 〇 福 祉 局

358　障害福祉サービス等DX推進人材育成
支援事業
　DXをはじめとする生産性向上の取組を推
進するリーダー職員を配置し、リーダー職
員の育成や手当の支給を行う事業者を支援
することで、障害福祉サービス事業所等が
生産性向上に継続的に取り組む体制を確保
する。

65法人122人 １３７法人２６０人 障害福祉サービス事業所等が生
産性向上に継続的に取り組む体
制を確保する。

福 祉 局
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359　精神科入院業務手続のＤＸ化〔福祉
局〕
　各病院における業務負担の軽減や個人情
報紛失リスクの低下等を図るため、精神科
医療に係る各種調整におけるやり取りをオ
ンライン化するためのシステムを構築す
る。

報告様式の電子収受準備を完了 報告様式の電子収受を開始 入院等に係る事務処理や情報共
有等の効率化により、より迅速
に適切な医療へ繋げる。

福 祉 局

360　障害福祉サービス事業者指定申請シ
ステムの開発〔福祉局〕
　利用者にサービスを提供する事業者の事
務負担を軽減し、利用者支援により注力で
きるようにするため、指定申請の説明会予
約から事業計画・指定申請・変更届・更新
届・廃止届等をワンストップで手続可能な
新たなシステムを構築する。

国において全国共通の電子申請システムを整備する方針が示
されたため、国が整備するシステムへ移行することとした。

R6時点で、国が整備する方針と示されているため、東京都
の動きはなし。

福 祉 局

３　障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成

（１）重症心身障害児者

（再掲）260　小児等在宅医療推進研修事
業
　小児の在宅医療に関する研修を実施する
ことで、小児等在宅医療を担う人材の育
成・確保を図る。

〔実施主体：東京都〕

基礎編
　１回（9月）　83名

○実践編（同行訪問）
　20名

○スタートアップ・フォローアップ支援
　３名

○基礎編
　医師向け（７月）　31名
　多職種向け（10月）　106名

○実践編（同行訪問）
　20名

○スタートアップ・フォローアップ支援
　２名

　小児等在宅医療を担う人材を
育成・確保する。

保健医療
局

（再掲）261　小児等在宅医療推進事業
（区市町村在宅療養推進事業）
　区市町村が地域の実情に応じて実施する
小児等在宅医療の提供体制の整備に当た
り、関係各部署、関係職種及び関係機関と
連携して実施する取組等を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　８区市町村 　９区市 　地域の実情に応じた小児等在
宅医療の提供体制を整備する。

保健医療
局

361　重症心身障害児施設における看護師
確保対策事業
　重症心身障害児（者）施設等で働く看護
師に対し、研修及び資格取得の機会を提供
するとともに、看護師募集対策の充実を図
ることで、看護師の確保・定着に努め、重
症心身障害児（者）への支援の充実を図
る。

〔実施主体：東京都〕

・プロナース研修
　　第８期生　23名受講中
・認定看護師
　　（延べ20名認定）
・基礎講座
　　WEB配信（448名視聴）
・看護専門学校における講座・説明会
　　20校で実施（1,283名受講）

・プロナース研修
　第８期生 23名受講終了
・認定看護師
　（延べ20名認定）
・基礎講座
　WEB配信（433名視聴）
・看護師養成校における講座・説明会
　28校で実施（1,410名受講）
・ポータルサイト開設（R7.10月）
　（メールアドレス登録者40名）

　重症心身障害児（者）施設等
で働く看護師の確保・定着を通
じて、重症心身障害児（者）へ
の支援の充実を図る。

福 祉 局

（再掲）178　重症心身障害児等在宅療育
支援事業
　在宅重症心身障害児（者）等の健康の保
持、安定した家庭療育の確保を図るため、
専門医等による健康診査及び看護師等によ
る在宅看護サービスを提供するとともに、
ＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児
等について、在宅での生活を希望した際に
円滑に移行できるよう、重症心身障害児等
とその家族への早期支援や相談等を実施す
ることなどにより、重症心身障害児（者）
等の支援の充実を図る。

①重症心身障害児在宅療育支援センターの
設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開催

〔実施主体：東京都〕

①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置（継続）
②在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
　訪問看護
　　延 6,704 件
　訪問健康診査
　　　　　  9 件
③在宅療育相談事業
　在宅移行支援
　　延 4,038 件
　家庭訪問相談
　　延 312件
　関係機関連絡、会議等
　　延 221件
④訪問看護師等育成研修事業
　基礎編
　　1回（web）
　　参加実数　412 人
　在宅移行編
　　1回（web）
　　参加実数　363  人
　レベルアップ編
　　1回（web）
　　参加実数　331人
　　　　（対面）
　　参加実数　38人
　訪問実習受講者数　26人
⑤在宅療育支援地域連携会議
　区部 1回（Web開催）
　多摩地区 1回（Web開催）

①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置（継続）
②在宅重症心身障害児（者）等訪問事業
　訪問看護
　　延 7,301件
　訪問健康診査
　　　　  12 件
③在宅療育相談事業
　在宅移行支援
　　延 4,503 件
　家庭訪問相談
　　延 462件
　関係機関連絡、会議等
　　延 373件
④訪問看護師等育成研修事業（Web）
　基礎編1回
　　参加実数　265人
　実践編1回
　　参加実数　333人
　在宅移行編1回
　　参加実数　319人
　訪問実習受講者数
      7 人
⑤在宅療育支援地域連携会議(Web)
　区部 1回
　多摩地区 1回

　継続して実施する。 福 祉 局

（２）医療的ケア児

（再掲）267　医療的ケア児に対する支援
のための体制整備事業
　医療的ケア児等の支援に携わる関係機関
相互の意見交換等を行う協議会の運営に加
え、医療的ケア児等コーディネーターの養
成及び障害児通所支援施設において医療的
ケア児等に対応できる看護職員を育成する
ための研修を行い、在宅の医療的ケア児等
に対する支援体制を整備する。

〔実施主体：東京都〕

・東京都医療的ケア児支援地域協議会　　3回実施

・東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修
修了者　12６人

・東京都医療的ケア児支援者育成研修
1回実施（Web）
受講者数　817人

・医療的ケア児に対応する看護職員育成研修
3回実施
受講者数　2５人

・東京都医療的ケア児支援地域協議会　　3回実施

・東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修
修了者　1４８人

・東京都医療的ケア児支援者育成研修
1回実施（Web）
受講者数　1173人

・医療的ケア児に対応する看護職員育成研修
6回実施
受講者数　４８人

　事業の推進を図る。 福 祉 局

（再掲）270　医療的ケア児訪問看護ス
テーション体制整備事業
訪問看護ステーションの職員に対する研修
の実施及び医療的ケア児の受入れに係る経
費を補助し、医療的ケア児の対応ができる
訪問看護ステーションを拡充する。
（１）訪問看護における医療的ケア児に対
応する看護職員研修
（２）医療的ケア児受入経費補助
〔実施主体：東京都〕

（１）訪問看護における医療的ケア児に対応する看護職員研
修　29事業所
（２）医療的ケア児受入経費補助　1事業所

（１）訪問看護における医療的ケア児に対応する看護職員研
修　28事業所
（２）医療的ケア児受入経費補助　1事業所

事業の推進を図る 〇 福 祉 局

（再掲）271　医療的ケア児等コーディ
ネーター支援体制整備促進事業
民間事業所等に配置されている医療的ケア
児等コーディネーターの地域における活動
の定着を図り、医療的ケア児等の支援体制
の整備を促進する。
（１）区市町村における医療的ケア児等支
援の基盤整備に係る業務
（２）サービス等利用計画策定前の業務
〔実施主体：区市町村〕

9自治体 13自治体 事業の推進を図る 〇 福 祉 局
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東京戦略 所管局

事
業

（３）強度行動障害を有する障害者

（再掲）126　強度行動障害支援者養成研
修（東京都地域生活支援促進事業）
　強度行動障害を有する者等に対し、適切
な支援を行う職員等の人材育成を進める。

①強度行動障害支援者養成研修（基礎研
修）
②強度行動障害支援者養成研修（実践研
修）

〔実施主体：東京都〕

研修修了者数
　①2,230人
　②1,025人

研修修了者数
①2,769人
②1,415人

　今後の需要に的確に対応でき
るよう、着実に養成を図る。

福 祉 局
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